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平成25年知立市議会３月定例会建設水道委員会 

 

  １．招集年月日  平成25年３月14日（木） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（７名） 

     杉山 千春     川合 正彦     永田 起也     村上 直規 

     風間 勝治     中島 牧子     三浦 康司 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     建 設 部 長   佐藤 勇二      土 木 課 長   稲垣  衛 

     建 築 課 長   塩谷 興信      都 市 整 備 部 長   神谷 幹樹 

     都市整備部次長   杣谷 正樹      都 市 計 画 課 長   鈴木 克人 

     まちづくり課長   野々山 浩      都 市 開 発 課 長   加藤  達 

     上 下 水 道 部 長   加藤  初      水 道 課 長   杉浦 範夫 

     下 水 道 課 長   塚本 昭夫 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   成田 春夫      副 主 幹   池田 立志 

     議 事 係   加藤 智也 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第13号 知立市道路占用料条例の一部を改正する条例          原案可決 

     議案第17号 知立市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例         〃 

     議案第18号 知立市道路構造の技術的基準を定める条例             〃 

     議案第19号 
 知立市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定 

 める条例 
  〃 

     議案第20号 
 知立市準用河川における河川管理施設等の構造に関する技術的基 

 準を定める条例 
  〃 

     議案第21号 知立市営住宅管理条例の一部を改正する条例            〃 

     議案第22号 知立市都市公園条例の一部を改正する条例             〃 

     議案第23号 
 知立市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する 

 基準を定める条例 
  〃 

     議案第24号 知立市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例   〃 

     議案第25号 知立市公共下水道条例の一部を改正する条例            〃 

     議案第26号 市道路線の認定について                     〃 

     議案第27号 平成24年度知立市一般会計補正予算（第５号）           〃 

     議案第29号 平成24年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）    〃 

     議案第31号 平成24年度知立市水道事業会計補正予算（第２号）         〃 

     議案第32号 平成25年度知立市一般会計予算                  〃 
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     議案第34号 平成25年度知立市公共下水道事業特別会計予算           〃 

     議案第38号 平成25年度知立市水道事業会計予算                〃 

     議案第39号 平成24年度知立市一般会計補正予算（第６号）           〃 
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――――――――――――――――――― 

午前９時57分開会 

○川合委員長 

 それでは、定足数に達しておりますので、ただ

いまから建設水道委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました案件は18件、すなわ

ち議案第13号、議案第17号、議案第18号、議案第

19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号、議

案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第26号、

議案第27号、議案第29号、議案第31号、議案第32

号、議案第34号、議案第38号、議案第39号です。

これらの案件を逐次議題といたします。 

 それでは、議案第13号 知立市道路占用料条例

の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 次に、議案第13号について、挙手により採決い

たします。 

 議案第13号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第13号 知立

市道路占用料条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第17号 知立市市道に設ける案内標

識等の寸法を定める条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

○中島委員 

 おはようございます。 

 国の基準を市の条例でということの大きな流れ

の中で、以後、第25号までありますけれども、私

は、それぞれ法律と基準を少し変えたのか、また

変えなかったのか、また現状がこの条例の基準に

マッチしたものになっているのか、それぞれ大変

チェックしなければならないなというふうに思っ

ているわけですけれども、この第17号、市道に設

ける案内標識等ということでありますね。これに

ついては、今言った点ではどのような認識でおら

れるのか、まず伺いたいと思います。 

○土木課長 

 案内標識の寸法を定める条例ということでござ

います。これにつきましては、一括法による道路

法の一部改正という規定に基づきまして、案内標

識、警戒標識及び補助標識、そういった寸法を内

閣府令・国土交通省令で定めておる寸法を参酌し

て条例で定めるということになっております。 

 今回、上程する条例につきましては、そういっ

た省令等を参酌して、愛知県が条例を定めており

ます。そういった県道に設ける案内標識等の寸法

を定める条例、そういったものを参酌して今回、

知立市の条例としております。 

 内容的に変わっているところがあるかというと

ころでございますけど、案内標識、警戒標識につ

きまして、自動車の通行に支障を及ぼす恐れがあ

る場合、その他特別の事情がある場合に、そうい

った標識の寸法の決められた寸法の２分の１まで

縮小ができるというところを、狭い道路とかそう

いったところで車にひっかけられるという、そう

いったことがありますので、そういった部分を省

令から変えて県条例としております。そういった

ところも、知立市は県条例と同じような形で定め

させてもらっております。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 わかりました。県と同じような視点でというこ

とで、狭い道については縮小できるよということ
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が新たに入ったという、そういうことですね。 

 当然、今の設置されている看板は、こういった

基準に、今までの基準ですが、マッチしたものに

なっているということの認識でよろしいんですね。 

○土木課長 

 現在の標識は、それにマッチさせております。 

○中島委員 

 交通に支障が出てはいけないというのが一つの

ポイントということで今言われまして、そこがち

ょっと変わったよということが言われました。 

 私、交通の支障という点で、道路標識とはいえ

ないんで、市の責任で、ここの裏の駐車場から外

へ出るところに、左側に大きな、駐車場に看板が

あるんですね。駐車場に掲げている看板。あれが

行くときに左側が見えない。わかりますかね。あ

れ大変見にくくて、自転車の方が来るのに、出て

みようとすると、ぶつかる可能性があるというね。

これは市が掲げている看板ですので、そういった

ことも、この条例に当てはまるものではないです

ね、これは。市道じゃないもんね、駐車場です。 

 ただ、そういう観点で見ると、いろんなところ

に問題があるなということを感じて、これは条例

そのものの問題ではありませんが、市が設置して

いる看板が道路で見にくい状況になっていること

だけ申し上げておきたいなと思います。これは庁

舎管理のほうの責任の問題だと思いますので、こ

こでということではないかもわかりませんが、条

例のポイントでは、やはりそういったことを勘案

して看板をということがありますので、市が設置

する看板も、あらゆる看板もそういう視点が要る

のではないかということだけ申し上げておきたい

なと思いますので、これは土木のほうに聞いちゃ

いけないので、副市長、御配慮いただきたいと思

います。 

○清水副市長 

 今、御指摘の駐車場内にあります看板、これも

駐車場がどこにありますよというのは、案内の大

きな看板のことということで理解いたしました。

これも一度現場を見て、そういう出入りに支障が

あるということが確認できれば、今御指摘のある

位置を変更するなりの検討をしていきたいと思い

ます。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第17号について、挙手により採決します。 

 議案第17号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第17号 知立

市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の

件は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 次に、議案第18号 知立市道路構造の技術的基

準を定める条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

○中島委員 

 この点についても、先ほどと同様の観点で答弁

いただけたらと思いますが。 

○土木課長 

 この知立市道路の構造の技術的基準に関する条

例につきましても、政令で定める基準を参酌して

道路管理者が条例で定めるということになってお

ります。 

 ただ、条例によらず、政令で定める技術基準を

設定除外されている条項もございます。これは、
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設計車両とか建築限界、それから自動車の荷重に

対する必要な強度、そういったものが条例では定

められないことになっております。 

 知立市の条例といたしましては、これも県条例

に準じて定めております。ほとんど同じでござい

ますけど、政令から県条例が変更されたポイント

でございますけど、まず、交差点部において右

折・左折のあるところの道路の交差点部分の直線

部分の縮小規定というのが2.75メートルまで縮小

できるという、そういった規定がございます。交

差点部は、右折・左折がある場合は、真ん中の車

線も通常市道だと３メートルですけど、2.75メー

トルまで縮小できるという、そういった規定がご

ざいます。 

 それから、今言いました屈折車線、右折・左折、

そういった車線がある場合、その車線の、2.75メ

ートルとか３メートルとかいう数字になるんです

けど、これを2.5メートルまで縮小することがで

きる。そういったことを入れております。 

 それから、道路の停車帯につきまして、一般的

に省令では2.5メートルを標準としておりますけ

ど、現在まで特例規定で1.5メートルを愛知県は

基準として特例を使用しておりましたけど、その

特例を標準化するということで、1.5メートルを

標準ということにしております。車線のすぐ路肩

につける停車帯の部分でございます。 

 以上が、県が道路構造令から変更している部分

でございます。 

 あと、県条例を踏襲して市条例としとるわけで

すけど、県条例にある高速道路とか自動車専用道

路、そういったものは知立市にないもんですから、

その部分は、県条例から知立市条例は省いており

ます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 市道ですから、これは市道の構造ということで

すから、そういったことで。 

 先ほどわからないのは、左折・右折がある場合

の直進はというのは、交差点という意味じゃない

んですか。右折車線があって直進があるというこ

とは、４差路の交差点という意味なんですか。 

○土木課長 

 交差点部分において、直進、それから右折・左

折という、そういった付加車線がある場合の直線

の部分ということでございます。 

○中島委員 

 十分理解ができないところが、直進はなぜ細く

ていいのかというのがちょっとわからなかったん

ですけども、中身に深く入るということは、また

勉強しなきゃいけないので結構なんですが、特例

にしていたものを標準にしたということで、停車

帯については1.5メートルの幅だということで一

つはあるということがわかりました。 

 第９条に自転車道を設けるとか、第10条は自転

車歩行者道とかあります。今の停車帯というのも

あります。こういったものについては、必ずしも

置かなくてもよいというふうになっているんです

ね。だから、ないところがいっぱいですよね。こ

ういった基準があるわけですけれども、これから

道路をつくっていく際にはこのようにしていくと

いう基準ということでよろしいんですね。 

○土木課長 

 今後、道路の新設、改築、そういった場合には

この条例を適用することができるということで考

えております。 

○中島委員 

 第16条は、曲線半径について書いてありますよ

ね。スピードと曲線の半径のあり方というね。こ

れについても、今この基準から外れたところとい

うのは知立市内にはありますか。 

○土木課長 

 この基準は、ずっと以前から道路構造令という

ことでありますので、県ですとか国の補助金をい

ただいてやるところについては、そういったチェ

ックも入っておりますので、大体２車線道路、セ

ンターラインがあって２車線の道路については、

この基準が当てはまっておりまして、この基準外

という道路はないと思います。 

○中島委員 

 この点については、これは市道をつくる際の構
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造ということですので、その際にチェックが入っ

てということで。 

 これは、実は知立団地の外周道路で、ちょうど

東小学校の少し南あたり、大きくカーブをしてお

りますね。昭和５丁目のところのカーブですね。

あそこはこの基準に当てはまっていないと。これ

は公団が開発するときにつくった道路で、市が責

任を持ってつくったものではないんですけども、

あそこは基準に当てはまっていないと、そういう

御認識はないですか。 

○土木課長 

 設計速度によって曲線半径が決まってきますん

で、設計速度をかなり落とした形で設定している

のかなというのはありますけど、ちょっと、今、

通行する方たちがかなりのスピードを出されて通

っているもんで、こういった曲線半径ではちょっ

と対応ができないのかなというところがあるのか

なというふうには思っております。 

○中島委員 

 これは、いろいろ対策はとってはいただいたん

ですけど、実は、それこそ建設部長が黒谷さんだ

ったかな、随分昔の話だったんですけど、実際に

この基準から当てはまらないということが確認を

されて、交通事故が多発しておりました。ちょう

ど東のほうからそのカーブに入っていくと、５丁

目の住宅のほうに乗り上げて塀にぶつかっていく

というような事故が、もちろんスピードを出した

ためですけれども、よくありまして、同じ方が２

回も塀を壊されたというようなことがありまして

ね。その際に調べたら、この基準に合っていなか

ったということもわかったんですよ。それで、速

度を落とせ、落とせ、落とせという非常に物々し

い標識をあそこに道路にはつけました。それによ

ってなくなった、それ以後の交通事故というのは、

ほとんど大きな事故はなくなったということの経

過なんですね。 

 だから、曲線半径というのは大事なことだなと

いうことを感じております。そのときは、構造的

にはもうどうしようもないから、どうしようもな

いという話でした。構造的にはね。これ見たら、

少し道路を傾斜するということも書いてあって、

きついカーブのときには少し道路を傾斜すると。

もちろん、ちょっと雪国などなんて書いてあるの

で、スリップしやすいからという意味もある、な

どですからあれですけども、少し傾斜して、スピ

ードがたとえ出たとしても、外にはみ出して走ら

ないという、そういう工夫も少しこの中に、その

道路を変えられないなら、こういう手もあるんだ

なということを、私はこれを読んで感じたわけな

んですね。そういう認識は持っていただきたい。 

 今は事故が、幸い交通安全対策としてやってい

ただいたことが効果を上げたということでなくな

ってきているなというふうには思いますけれども、

そういう道路が、知立市内にはあそこが私は１カ

所あるなというふうに思っておりますので、改め

てその辺のほうの確認をしていただきたいなと思

います。 

 現状認識として、今、構造を変えるということ

ができない。それは当時の話なんですけど、知立

団地のほうを削ってこうするなんてことはとても

できないからというような話で、安全対策とるし

かないということでやっていただいたという経過

がございます。 

 それは、だから道路としてそういう道路がある

ということをちょっと認識をしておいていただき

たい。スピードが遅ければそれでいいんだと言う

なら、スピードが今、合っているかどうかという

ことも含めて一度調査して、また御報告をいただ

きたいというふうに思いますが、その点いかがで

しょうか。 

○土木課長 

 設計速度の捉え方が、ちょっとまずい点もある

のかなというようなことも考えられます。 

 それと片勾配ですけど、一般的には、半径が少

なければ片勾配を設けるというのが標準なんです

けど、市街地で土地が形成されている状況で、土

地利用が困難になるような状況があれば、片勾配

を今回の条例では付さないことができることにな

っているんですけど、片勾配をつけて、スピード

出しても行けるようにするのがいいのか、ほかの
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対策を考えたほうがいいのかということがありま

すので、また一度、現地状況を確認しながら、一

回ちょっと検討させていただきます。報告させて

いただきます。 

○中島委員 

 第28条、平面交差または接続というところがあ

ります。道路は、駅前広場等特別の箇所を除いて、

同一箇所において同一平面で５以上を対応させて

はならない。要するに、五差路はだめですよとい

うことが書いてあります。これからは、当然こう

いう観点だし、これまでもそういうふうに対応し

ていらっしゃると思いますが、これは、現状とし

て五差路というところについてあれば御報告くだ

さい。 

○土木課長 

 ちょっと、今ぱっと五差路がどこにあるかと、

多分あるかと思います、現状としては。ちょっと、

今把握しておりません。 

○中島委員 

 私も頭をめぐらせまして、あそこというふうに

は今すぐ出ないんですね。 

 だけど、五差路というのは今までも問題がある

なというようなことでやってきましたけれども、

これも一度、道路管理者として、どこが五差路に

なっていて、一応これの条例から外れているんだ

という、こういう提案されるんですから、その認

識をやはり持っておいていただき、今後の対応と

いう課題になるんではないかと。そこが特に交差

点で事故とかそういうことが多発していれば、当

然問題になっているとは思うんですけども、その

辺の現状と対応についてきちんと把握していただ

きたいと。いかがでしょう。 

○土木課長 

 その辺の現状も、一度把握したいと思います。 

 それと、道路を新設する場合は、この条例に基

づいて、五差路以上の交差は設けないということ

に努めていきたいと思います。 

○中島委員 

 また、それについても、先ほどの件とあわせて、

この条例とマッチしていないところね。もちろん

自転車道がないとか、それはわかっていますけど、

事情も今まで議会でも問題になってきまして、つ

くっていかなきゃいけないという課題がちょっと

浮いた形になっているわけで、それはマッチして

いないところですよね。路肩の問題とか、いろい

ろたくさん構造で出ておりまして、これからはこ

うするんだはいいんですけども、現在の問題にな

っている、この条例にミスマッチのところがどこ

なんだということは、やはり認識をしていただい

ておくということが必要だと思うんで、そういっ

たもの、主な五差路とか、先ほどの曲線半径とい

うような問題を含めてわかるところがあれば、一

度一覧表で出していただけたらなと思いますけれ

ども。 

 自転車道、細かいところまでいくと多過ぎるん

で、今言った２つでいいですけど、報告をしてく

ださい。 

 以上です。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第18号について、挙手により採決します。 

 議案第18号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員と認めます。したがって、議案第18号 
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知立市道路構造の技術的基準を定める条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第19号 知立市移動等円滑化のため

に必要な道路の構造に関する基準を定める条例の

件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○中島委員 

 これについても、参酌すべき基準という国のも

のと、また変わってきた点について報告いただき

たい。そして、たくさんの課題が、ここを見る中

でもございます。今後の大きな課題という点の認

識を伺わせていただきたいと思います。 

 高齢者と障害者の移動の円滑促進法ということ

に基づいてこれが入ってくるわけでありまして、

その点でもしっかりした対応がしていただきたい。

本会議でも、高木議員が出ておりました。私も、

前、一般質問で419号と旧国道１号線の交差点、

あそこが、車いすの方は全く通行ができないとい

うことで問題指摘をさせていただきましたけれど

も、そういった大きな課題、認識を伺いたいと思

います。 

○土木課長 

 これにつきましても、一括法の関係によります

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律の第10条１項の改正に伴いまして、道路管

理者は、特定道路の新設または改築を行うときは、

移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関す

る基準に適合させなければならないということに

なっております。これにつきましても、愛知県が

制定した条例を参考にして定めております。 

 県条例について、省令から変更されたポイント

につきましては、省令の第９条でございますが、

横断歩道に接続する歩道等の部分の段差、これに

つきましては２センチメートルを標準としており

ますけど、県の規則におきましては、車いす使用

者の通行に支障のない構造ということで、ゼロす

りつけという形にしております。そこが省令から

変更されているというか、変えている部分でござ

います。 

 市条例について、県条例から変更しているとい

うところにつきましては、路面電車等の存在がな

いというところで、その辺の記述を削除しており

ます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 大きな課題と思っていることはありますかとい

うことで、現況の認識を伺っております。 

○土木課長 

 大きな課題といいますと、今後そういった道路

を整備をしていく場合に、高齢者、障がい者、そ

ういった方が円滑に移動ができる、現在知立市に

ある数少ない歩道ですけど、そういったところの

整備を今後していくときに、そういったところが

たくさんあるなというところでございます。 

○中島委員 

 本当に車いすで行くとなると、町へ出て、小さ

な段差もそれが障害になるというようなことがご

ざいまして、そういったことにも配慮するという

ことだと思います。 

 先ほど言った419号線と旧国道１号線、あそこ

のことについては県が工事を行ったと。国道です

ね、あれは。国道419号線ですもんね。あれは、

そういったエレベーターなりなんなりつけるとい

うことについて、それから、障がい者はどうやっ

て横断するかという点についてちょっと配慮が足

らなかったんじゃないかということを私も言わせ

ていただいておりますけれども、この県条例その

ものも今回つくったわけですけども、国の基準は、

この点では変わりはなくあったということでよろ

しいんですか。この第４条の部分ですね。第４条

の部分は国の基準を参酌してつくってきています

けれども、この基準は、以前から国の基準として

あったという、こういうことで考えていいんでし

ょうか。 

○土木課長 

 この第４条につきましては、以前からございま

す。 

 ただし、特定道路ということを言っております

ので、特定道路という内容につきましては、高齢
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者・障がい者の通行量が多い、そういった路線で、

特にそういった同円滑の適用を必要とする、そう

いった道路ということになっておりますので。た

だ、そこ、今の419号線のそういったところがこ

れに該当しなかったのかなというふうには思って

おりますけど、ただ、配慮があってもよかったの

かなということは今感じております。 

○中島委員 

 この第４条の２項に、横断、立体、これ横断歩

道橋ですね、にはエレベーターを設けるものとす

ると。ただし、昇降の高さ、高低差が少ない場合

は、この特例の理由により、エレベーターにかえ

て傾斜路を設けることができるというふうに書い

てあります。 

 昇降の高さが低い場合というふうにありますけ

れども、これは、低いというのは何メートルのこ

となんでしょうか。あれは低いんですか。 

○土木課長 

 建築限界を超えて設置されているものですから、

低いとは、標準的な高さだと思います。 

 どこでもエレベーターをつけなさいという話で

はなくて、先ほど申しましたように、やっぱり高

齢者・障がい者が多い一定の特定された、そうい

った道路の区間、そういったところについてこの

条例を適用することになっておりますので、そう

いうことでございます。 

○中島委員 

 ２はどこに書いてあるんですか。 

○土木課長 

 移動円滑の促進に関する法律の第10条１項とい

うところが、道路管理者は、特定道路の新設また

は改築を行うときに、当該特定道路を移動円滑化

のために必要な道路の構造に関する省令に定める

基準に適合しなければならないというところで、

特定道路につきましては、生活関連経路を構成す

る道路法による道路のうち、多数の障がい者・高

齢者等の移動が通常徒歩で行われるものであって、

国土交通大臣がその路線及び区間を指定したもの

ということになっております。 

 ですから、そういった特定道路に関する新設、

改築、そういったところにおいて適用がされると

いうところですけど、この条例のその趣旨を踏ま

えて、その他の道路も一定のそういった整備が必

要かなということでございます。 

○中島委員 

 高齢者・障がい者が多数通る、高齢者だらけで

すよ、今。車いすの方だけじゃなくて、高齢者も

いっぱいいるんですね。松並木を、どうぞ、歴史

散策で歩いてくださいと。あれ通るときに、上へ

登っていかなきゃいけないじゃないですか。なお

かつ、かきつばたのほうへ行ってくださいという

ことでね。前、歩け歩けでそのコースを行ったと

きも、みんなぞろぞろと登って、下がって、遊歩

道のほうへ入ってきましたよね。 

 あれは特定の道路に該当しないというふうに見

られないなというふうに私は考えております。こ

れは、県が当時中心になって、国の国道ですけど

も、調整やられたか、その辺がよくわかりません

けども。現在、若い自転車の方でも、あそこは通

れないんですよ。下は歩道がない。だけど、みん

な無視して、下をピャーと走っていますよ、自転

車は。青信号であれば、パーと真っすぐ行っちゃ

うと。 

 皆さん、あのようには、皆さんがつくった思い

とは裏腹に、そんな通行の仕方は不便でしようが

ないということになって、もちろん自転車の方が

エレベーターに乗れという意味じゃないですけど

ね。あの横断歩道を渡るという不便さというのは

あって、特に高齢者とか障がい者、車いすの方。

特に車いすの方は、自分では絶対に登れません。

電動車いすでも危ないんじゃないかと思われます、

あれは。押していく人でも、ちょっと力離したら

戻ってきちゃうというぐらいの、そういう状況で

すよ。前にちょっとお話ししたら、それは誰です

かという。そういう問題じゃないでしょうという

ことなんですよね。高齢者の方たちもそうだし、

こういった問題は、本当ならこういう法律が前か

らあったと。知立市は、ここは歴史の散策道だと。

みんなが通ると。市外から見えて、ここも歩くん

だと。障がい者の方だって、ここを通れるんだと。
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そういうことですよね。 

 そういう意味では、非常に観光客を呼びたい、

呼びたいというふうにおっしゃる割には、あそこ

は、そうみんな通らない道だと。高齢者も障がい

者も通らない道なんだと。特定道路ではないんだ

というふうに言われるのは、問題ではないですか。

もっともっとあそこをメーンに、使いやすい道路

にしていただきたいと、こんなふうに思うんです

がね。 

 建設部長、いかがですか。 

○建設部長 

 確かに、市内、特に知立市内、狭い範囲の中で、

高齢者、障がい者等、いろんな機会を捉えて、い

ろんな道を通られるということはわかります。な

おかつ、今の御指摘の道路につきましては、知立

市の観光をうたっておりますところの松並木とか

きつばたを結ぶ重要な常道ということになってお

りますので。 

 当時、私もちょうど建設にかかわっておりまし

て、実は三河安城にありますところの歩道橋、１

橋、この対応をした歩道橋ございます。ああいう

ものにできないかと。419号線の歩道があるじゃ

ないかと、それから明治緑道もあるじゃないかと。

敷地的には何とかなるんじゃないのという議論を

した覚えがございます。しかしながら、やはりそ

の特定道路の認定が取れていないよと、取れる道

路ではないということで、どこでもこういうもの

ができるというものじゃないよということで、ち

ょっと相手にしてもらえなかったという感じがあ

ります。 

 市のほうは、その施設をそういう意味で使い勝

手のいいようにしていくとなれば、それなりの負

担をしてつくっていくということが出てきますの

で、これは今後つくっていく中で、どういう部分

をこれに当てはめていくのかということをじっく

りと議論して進めていかないかんなというふうに

思っております。 

○中島委員 

 あそこにはつくれないんだという結論的なお話

ですよね。経過はいろいろあったけど、つくれな

いと。 

 あそこを通れない人はどうするかという話にな

りますと、すぐ国道１号線がありますけれども、

旧国道と平行してありますけれども、そこまで行

ったとしても渡る道路がない。やっぱりそこも上

に登ってくださいということになってしまう。横

断歩道がないわけです、全く。そこでどうするか

といったら、ずっと北のほうの道を迂回して行っ

てくださいというふうに言われました。高齢者と

か障がい者の方に、ずっと迂回するというのは、

北のほうへ迂回して、要は419号線の下をくぐっ

て、ずっと昔の道を通って旧国道のほうへ出てい

けば、ぐっと行けば、一応道はあるよという、こ

ういうことでしたけれどもね。 

 それが高齢者や障がい者の移動の円滑化の促進

の法律に精神が合っているかということになると、

合っていないんじゃないですか。そこのところを、

じゃあこれができないなら、じゃあどういう手だ

てをとってあげるのかという代替策が、代案がな

いとやはりいけないんではないかなと。向こうを

回りなさいと言うんじゃなくて、代替策をじゃあ

どういうふうに考えるのかというところが、今か

らでも私は考えてもらいたいなというふうに思い

まして、これが一番大きい、私は課題として今認

識しているんですけども。 

 本当に道路の段差とかいろんなところではやっ

ていただいているし、公園になれば、本当に大き

なスペースをとって、特定公園と言わないので、

どの公園でも、つくるときには多目的トイレとい

うことで、もう絶対的にこれつくっていきますで

しょう、今。そんなに障がい者が、ここ公園に来

ないなと思うところでも、必ずつくりますよ。そ

ういう受け皿をつくって、今みんなが障がいのあ

る方もない方もという認識で対応しているけれど

も、道路がそうなっていないと。こういうところ

がなっていないということに関しては、今後、対

策について何か検討していただけませんか。 

○土木課長 

 今後の課題ということになろうかと思いますけ

ど、先ほど言われました横断歩道ですとか、傾斜
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路がちょっと緩やかにできるとか、そういったと

ころが検討はされているとは思うんですけど、再

度、その辺の検討をちょっとしてみたいと思いま

す。 

○中島委員 

 これ、ぜひ県とも一回相談して、こういうもの

をつくっちゃったんだけども、どうするんだと。

通れなくて皆さん困っているんだけど、どうする

んだということを、県ともやはりきちんと話し合

いをしていただいてね。県の責任、大きいんです

もん、これは。市が幾ら言っても、県がやった、

国がやるということですけども、そういった点で

は、きちんとそのところを伝えて、対応策につい

て何らかの方向性を出すように私は求めたいと思

いますが、最後にその辺をお答えをいただきたい。 

 副市長、いかがですか、こういうの。担当部局

としては精いっぱいやっとるけども、どうしよう

もない、手も足も出ないというお顔をしてみえる

んですね。トップで考えていかなきゃいけないん

じゃないかと思います。 

○清水副市長 

 先ほど、土木課長も建設部長も御答弁申し上げ

ましたけども、今の現状になる過程が、非常にそ

ういう議論もあった上でのということでございま

す。 

 そういう中で、今後そこをどのように解消する

かについては私どもも考えるわけですけども、先

ほども御質問者申し上げましたように、県のほう

とも、そういう何らかの方法があるのかというこ

とを、まずはそういったところから一度お話をさ

せていただくようにしていきたいと思います。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第19号について、挙手により採決します。 

 議案第19号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第19号 知立

市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関す

る基準を定める条例の件は、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 次に、議案第20号 知立市準用河川における河

川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める

条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

○中島委員 

 同様の質問であります。お答えください。 

○土木課長 

 これにつきましても、河川法の改正から来るも

のでございます。河川管理上、必要とされる技術

的基準を、政令で定める基準を参酌して、市町村

の条例で定めるということになっております。 

 知立市内には、県河川が６、市の河川、準用河

川が８河川あるわけですけど、県につきましては、

今までどおり河川法の適用を受けております。準

用河川のこの８河川につきまして、この条例の適

用ということでございます。 

 どのように変わっているかというところでござ

いますが、河川構造令、それを参酌して技術的基

準を知立市条例で定めておるわけですけど、内容

的にはほとんど変えておりません。ただ、ダムで

すとか、知立市の河川に該当のない部分につきま

しては、それを削除させてもらっているというと

ころでございます。 

○川合委員長 
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 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第20号について、挙手により採決します。 

 議案第20号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第20号 知立

市準用河川における河川管理施設等の構造に関す

る技術的基準を定める条例の件は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第21号 知立市営住宅管理条例の一

部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 まずは、先ほどと同様にお願いします。 

○建築課長 

 これも、地域の自主性、自立性を高めるための

地域主権一括法によりまして、公営住宅法の改正

がありました。それに伴いまして、知立市営住宅

管理条例の一部改正をする必要が出ました。 

 法の改正では、主に３つの点がありました。 

 一つとして、同居親族要件の廃止、それから２

つ目に、入居収入基準について、それから③番目

として、整備基準についての３点であります。 

 条例において措置する必要があるとなっており

ます、条例委任というふうになっております。①

番の同居親族要件、これは昨年条例化されまして、

今回は入居収入基準と整備基準と、これを含めた

改正になっております。 

 以上で、大まかな話でございます。 

○中島委員 

 高場市営住宅の際に、この議論がありましたよ

ね。今回は整備基準と収入の基準を条例の中に盛

り込むということで、ある意味では、内容的には

２回目変わるというか、市営住宅が変わってきた

わけですね。 

 これは、市が独自にという点は特にはないとい

うことで、基準はいいんですよね。 

 それで、この中で、第３条の６というところの

中の住まいの基準ですよね、住宅の基準というも

のがありまして、防火避難、防犯のための適切な

措置ということですね。防火避難、防犯のための

適切な措置を講ずるもの。これは前から基準とし

てはあったわけで、条例にうたうわけですからね、

今回はね。新しくこの基準ができたという意味で

はないですけれども、こういった点、市営住宅を

管理する方として、そして次の２項は、住宅には

外壁窓等を通しての熱の損失の防止、その他の住

宅にかかるエネルギー使用の合理化を適切に図る

ための措置を講ずるものとすると、こうなってい

るんですね。３が、遮音性の確保ということが言

われておりますね。隣、それから上下の関係で、

迷惑のかからないような遮音性と。住まいが快適

になるように具体的にこういうふうに出て、あと

はほかにもありますけどね。給水、ガス、そうい

ったこともずっとあります。 

 ５項目が出ておりますが、１項目めと２項目め

という点について、配慮はどのようにされている

のか。認識はどうでしょうか。 

○建築課長 

 今回の条例も、以前から法令によって定められ

ているということでございまして、これを条例に

させたということでございます。 

 第３条の６の１項、住宅の基準については、防

火避難、防犯ということがうたってあります。こ

れは、もし火災があったときには、２方向から逃
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げられるように、両側に階段がついているという

ことであります。それから、避難ができるような

はしごだとか、そういうものも設置されておりま

す。 

 それから、２番の２項については、これは省エ

ネ対策がうたってありますので、これは住宅の性

能基準等を守るように、省エネ対策をするように

してあるということです。これの細かくいくと、

技術的指針によってその内容が決められておりま

すので、その中で、等級がいろいろな等級があり

ます。それに合致するように決められておるとい

う中身でございます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 そうすると、高場住宅の玄関のすき間風という

点では、冷暖房が本当にすぐ逃げちゃうというふ

うに言われております。もう玄関近くに行ったら、

冬は寒い、夏は暑い。冷暖房入れてあっても。そ

こ、部屋のドアを開けると、向こうの冷気だとか、

熱気だとか、そういったものが部屋の中に入り込

んできてしまうというぐらい、玄関のところの、

これは遮音じゃなくて遮熱というか、そういうと

ころがふぐあいだということを私は思っているん

ですけれども、そういった点は、この基準で考え

られなかったんでしょうかね。 

○建築課長 

 確かに、入居されてから、夏場はよかったんで

すけど、冬場になってから寒いということが１件、

２件ぐらいありましたかね。これは、扉について

は、製品自体が違うということでは、合致してい

ないということじゃなくて、調整の仕方が、夏場

において１センチメートルぐらい開閉しやすくす

るために余裕を持たせたということがあります。

そういう苦情を受けてから、どのぐらい改善でき

るのかということで、１センチメートルぐらいあ

ったものを、相当狭めて、何ミリメートルかの単

位に調整をさせていただいて現在に至っておると

いう状況でございます。 

○中島委員 

 だから、この第３条６の２ですね。ここのとこ

ろについては、こことは少し違うような現状が発

生したということについては認識をしていらっし

ゃるわけですよね。 

○建築課長 

 調整不足があったかなというところで、申しわ

けなかったなというふうに考えております。 

○中島委員 

 それで、一般質問でお願いした後、速やかに対

応していただいたというふうに私は思っておりま

す。そうしたら、また寒い寒いという言葉が寄せ

られまして、２月に入ってぐっと寒くなったとき

は耐えられんということで、また工事屋に直接、

工事屋といいますか、何かやってもらおうと思っ

て頼んでいるというふうに言っておられます。下

のすき間がまだ１センチメートルぐらいあるとい

うようなことを言っていました。 

 それと、引き戸になっているんですけども、構

造上、このワンスパンのドアがそのままぐっと引

くというつくりではありませんね。２段階で折り

畳んでいくという、こういう引き戸になっていま

すね。２段階に。狭いところなので。それができ

なかったかどうか、私はわかりませんけどね。１

枚ドアで、すっと入る引き戸であればまだよかっ

たんですね。ところが、半分開いて、また２段階

形式の扉になっている。この１枚と２枚の間のす

き間も、まだ１センチメートルあると。ここのと

ころのすき間からも風が入ってくると。 

 こういう、本当にドアはやっぱり使うべきじゃ

なかったなということを思いますけど、今、全部

かえるなんてことは、とてもすぐにはできない話

でしょうけれども。 

 ここのところにもやっぱり何か入れる、スポン

ジみたいなもの入れようかとか。でも、開閉する

のに一々こすりますからね。どうやったらいいん

だろうということで頭を悩ましている。自分でカ

ーマへ行って何か探して、いいものはないかなと

いうふうにやっているということなんですよ。そ

うすると、省エネのタイプではないんですね。こ

の玄関ドアというのがね。ほかのところは、本当

にすばらしくできているんですけれども、バリア
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フリーだし、本当にどこへでもすっと段差なく行

ける。ただ、テラスに出るところだけは段差があ

りますけどね。部屋の中は本当にスロープという

か、何も段差がなく移動できると。大変すばらし

いと喜んでみえるんだけど、何しろ玄関のそのす

き間風というのが、冬の間、本当に大変で、どう

しよう、どうしようというのがまだ続いていると

いうことなんですね。 

 もう少し対応ができないかなというふうに思い

ますし、あとは個人で皆さん買ってきてやってい

るというふうで本当にいいのかなと思いますけれ

ども、明らかにこの第３条の６の２項については、

部分だけはちょっといただけない結果になってし

まったなというふうに感じておりますけれども、

改めて御所見を伺いたいと。対応策、何かやって

いただけるか。もう一度じっくり調査していただ

いて対応していただけるか。住民任せにしておい

ていいのか。人が変わったときには、またそこの

ところが同じ問題が発生しますよね。いかがでし

ょうか。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午前10時55分 

――――――――――――――――――― 

再開 午前11時04分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○建築課長 

 先ほどの質問でございますが、高場住宅のほう

では、つくってちょうど１年ぐらいたつというこ

とでありますので、高場住宅のほうの自治会が３

月下旬にございます。総会がありますので、その

ときに点検についての日時等を話し合いをさせて

いただいて、どういうふうに進めるかということ

も、ちょっとそこの場で話し合いをしていきたい

なと思っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 １年たってということで、総点検を一応やると

いうことですね、総点検を。自治会の方たちの御

意見も伺いながら実施するということで、ぜひお

願いをいたします。 

 改善すべきは、市が責任を持った方がいいと思

います。個人責任じゃなくね。市が責任をとって、

こういう対策をとりましょうというのを、基本を

しっかり打ち出すということでなければ、入居者

が入れかわったときに、また困っちゃいます。そ

ういう点で、ぜひ対応をしていただきたいという

ことでお願いをいたします。 

 それから、入居基準というものが今度条例化さ

れるということで、従来もあったわけですが、こ

の改正前後ということで見ますと、大分表記の仕

方が変わって詳しくなっております。福島復興再

生特別措置法第21条の規定に該当する者にあって

は云々かんぬんというところについても書いてあ

りますけれども、基準という点では、変わった点

という御説明をいただきたいと思います。 

 あわせて、収入基準ですね。収入基準もこうい

う形で書いてありますが、これはいろんな方の事

例がざっとありまして、21万4,000円という数字

がずっと並んでおります。これの説明。15万

8,000円というところもあります。この説明をお

願いいたします。 

○建築課長 

 まず、変わった中身でございますが、公営住宅

法の整備基準によりまして、改正前の公営住宅法

では、国土交通省に定めました公営住宅等の整備

基準があります。公営住宅法の改正によりまして、

公営住宅の整備基準は、基準を参酌して事業主体

の条例で定めるということで、市営住宅の整備基

準を定めたという中身でございまして、福島復興

の件は、住宅に入れるという特例ですね、公営住

宅、改良住宅、これに入れることができますとい

う特例を入れるために、ここに改めて、まだまだ

福島のほうも長時間かかるということで、条例に

入れさせてもらったということです。 

 それと、それにあわせて、暴力団関係の方は入

居できませんよということが入っております。 

 収入については、いわゆる高場でいいますと、

福祉枠関係ですね、そちらのほうが21万4,000円
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ということで、あとについては、従来どおり15万

8,000円という決め方でございます。 

○中島委員 

 これは、年収を12で割ったものという、こうい

うことですか。 

○建築課長 

 これは、所得の中からいろんな控除があります。

それを引いた残りを、全部で12で割ったときに15

万8,000円が基準になります。それ以下の方が、

通常一般枠の人は入れると。身障者だとか、子育

て世帯の方については、もう少しお金が要るとい

うことですね。21万4,000円という、今までもや

っていたとおりの基準で今回もいくということで

ございます。 

○中島委員 

 全体の収入をいろんな控除を差し引いて、所得

ですかね、いわゆる。何を差し引くのかというこ

とを、この際ちょっと明らかにして、勉強させて

もらいたいんですけども。 

 ここのところがなかなか判断しにくいところで、

21万4,000円の月収ですよというふうに言っても

ピンとこない。所得だよというふうなことなのか。

こういうものは、国保の場合の所得の決め方とか、

この間、質疑でやりました児童福祉の関係のいろ

んな基準ですとか、所得という言葉の中身がみん

な違うんですね。収入というふうに書いてある、

その中身がみんな違うんで、この際の収入という

のは何を指すのかということを明らかにしていた

だきたいなと思います。 

○建築課長 

 ちょっと手元にございませんので、その辺の中

身は、後でまた報告させていただきます。ちょっ

とお待ちいただきたい。 

○中島委員 

 では、これは数字が今回変更されるというもの

ではありませんので、後から紙に書いたものを下

されば、全員の方に配付していただければよろし

いかなというふうに思いますので。 

 すぐにというか、この委員会の最中に出ますか

ね。この住宅に関係してはもう終わって、次に行

きたいと思ってはいるんですけど。 

○建築課長 

 去年の高場のほうの募集の中身のもののコピー

であれば、すぐに出るかと思います。 

○中島委員 

 それはすぐ出すと言ったら、出してください。 

 あと一つだけ、ここの第６条の（３）のところ、

地方税を滞納していない者であることというとこ

ろが、市区町村税を滞納していない者であること

というふうに今回変更されております。これは、

なぜこういうふうに変更したのかということをお

尋ねしたいと思います。第６条の（３）ですね。 

○建築課長 

 以前の条例の中には、地方税ということで明記

されております。したがいまして、地方税という

と、市税と県税ということになりますので、今回

は、県税のほうはなかなか確認ができないと、滞

納しているかどうかということが。今回は、県税

を除いた部分という表現で、表現としましては、

市区町村税を滞納していない者というふうに改め

させていただいたということです。 

○中島委員 

 県税はわからないけれども、県税が滞納されて

いても、市の住宅なので、それは問いませんとい

うことが一つですか。問わない。 

○建築課長 

 調べることができないということです。 

○中島委員 

 徴収は、市県民税を大体一緒に徴収しています

けどね。わからないということですので、そうい

うことと。 

 滞納していてもいいという判断ではないと。そ

れは問わないということですか。 

○建築課長 

 趣旨からいえば、条例の中でいけば問わないと

いうことになりますが、滞納自体はいいというこ

とではないものですから、なるべく払っていただ

いた人に入っていただきたいということだと思い

ます。 

○中島委員 
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 でも、それは問わないですよ、この条例は。一

切。一切問わないものになるということですよね。

希望はあっても、問わないと。県民税は置いてお

いて、市税だけ払えば問わないというようなこと

ですね。大体、私、県民税だけをこっちに口座を

入れてと、そんなことしないと思うんだけどね、

今。そうですよね。市県民税というふうで徴収が

来ますもんね。その件はいいです。でも問わない

というふうになったということですね。いいのか

なと思いますが。 

 であるならば、市区町村税なんていう言い方を

なぜするんですか。市税でいいんじゃないですか。

市区町村なんて、なぜ書くんですか。県はだめだ。

ましてや、区とか町村なんて全然関係ないじゃな

いですか。 

○建築課長 

 これは、入居のときに市外の方も当然応募され

ますので、そのときに滞納がない方ということで

すね。市外から見える方。そういう意味で書いて

あると。愛知県のほうは、それを調べることがで

きませんので、今回は地方税という言葉をやめて、

市区町村の表現に変えさせてもらったということ

です。 

○中島委員 

 でも、一貫性はないですよね。全ての滞納を対

象にするような形ですよね。今まで、今住んでい

らっしゃるところで村民税を払っていないと。そ

ういう人は、知立市に来て、この市営住宅には入

れませんよと。申し込みができませんよと。だけ

ど、県民税は知らないよと。県のほうがもっと大

きな意味であるんですけども、県民税は知らない

よと。 

 地方税でいいんじゃないかなと思いますけどね。

取れ取れという立場で言っているということじゃ

ないんですけども、門戸を狭める立場ではないん

ですけども、趣旨からいったら、地方税でいいん

ではないかなと。 

 今までそれがわかって、後から困ったというよ

うなことがあったんですか。 

○建築課長 

 これは、衣浦東部の中で話し合いをした中で、

こういうふうに決まってきたというふうに私ども

聞いておりますので、この地区、地域で取り扱い

は同じにしていこうということでございます。 

○中島委員 

 衣浦東部でこれは調整したという中身だという

ことは余り今まで出てこなかったんですけども、

他の条例もそうなのかどうなのか、そうなってく

る。県の条例ができて、その後、いろいろ参酌、

該当しない部分は除外する。これはやりますよね、

当然。 

 その最後には、衣浦東部でこれらの条例はみん

な調整したということですか。ちょっと今、たま

たまこの今の第21号で答弁があったんですけども、

建設部関係もそういうことですか。 

○土木課長 

 条例を制定する案をつくる中で、いろいろ聞き

はしましたけど、調整はしておりません。 

○中島委員 

 この点については、地方税を滞納していない者

であることというのが、そんなに大きなふぐあい

があるのかなということを思いますよね。ふぐあ

いがあるんですか。直す必要ないんじゃないです

か、それこそ。県民税わからないから、滞納して

いてもいいというふうにするのはどうかと。 

○建築課長 

 地方税と入っているもんですから、その中で当

然、市のものはわかるわけですけど、その中にも

県税が入っているということで、それが実質調べ

ることができないということがありまして、地方

税と入っていると、もう何か調べていかないとい

けないのかなということにもなりますので、今回

の改正で、調べることができないものについては

除外をさせていただいたということでございます。 

○中島委員 

 建設部長もそういうふうなことで納得して、こ

れを提案されたということですか。 

○建設部長 

 この辺の中身につきましては、部内で一応話は

させていただいております。 
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○中島委員 

 副市長どうですか。こういう対応は。もう県民

税の滞納は一切問わないということで。いいです

よ、幅が広くなってね。入れる方にとってはいい

んですけども。その辺の対応としてはいいかとい

うことを確認したいんですね。 

○清水副市長 

 この点については、当然私などの認識でも、市

県民税を納めていただくのを滞納されているのか、

納税されているのかというのは一緒に対応するも

のだと思っていますので、それは殊さら分ける必

要はないのかなという思いでありますけども、今、

実務者レベルでそのほうが明確だというふうな判

断の中で、今回こういう改正に至ったのかなとい

うふうに私推測しました。 

 あえて厳密化というんですかね、したのかなと。

実務的な面でというふうに理解をしました。 

○中島委員 

 一度、県民税の徴収方法について確認してくだ

さいよ。県だけ直接、県民税ですと言って、県宛

に納付書を送って出すなんてことは一切していな

いと思うんですね。していることがあるんですか

ね。だとするならば、市税滞納というと、県民税

も滞納と、それはセットになるので、市税滞納だ

け言っていればいいという結論になるのかもしれ

ませんけれども、その辺の確認。言葉上、県民税

はいいんだねということについての認識でいいか

どうかですよね。 

 これ、税務課のほうにその辺は相談したことが

あるんですか。ちょっとこれは、こんな、あえて

市区町村民税なんて要らないように思いますけど

ね。 

○建築課長 

 一度、時間内に一回調べてみます。きょうじゅ

うに何とか答えが出ればというふうに思います。 

○中島委員 

 そうですね、本当はすぐ調べていただかないと、

それこそ、こういう細かいところですけども、自

由討議対象ですよ、これは。こういうやり方はね。

資料がないと、ちょっと自由討議もできないとこ

ろもありますけども。 

 私の認識では、一緒に徴収されているというふ

うにね。あえて分離して、こっちだけ払うんだと

言って主張する方がいれば、県には恨みがあるか

ら、私は県民税を払わない、市民税だけ払うと言

って、頑としてやられる方がいるかどうか知りま

せんけど、一般的には一緒なんじゃないですかと

いう認識ですけどね。 

 そこのところを、わざわざこういう形で地方税

からこうしなきゃいけない理由にするというのは

おかしいなと。かえって変じゃないかと。もとの

ままでいいんじゃないかと思うんですね。 

 大至急、１回調べてください。 

○建築課長 

 今の件は、１回調べます。 

 それから、先ほどの収入基準について、出し方

が、今ペーパー来ましたので、算式を言わせてい

ただきます。 

 これは、県営住宅の入居の申し込みと算式は同

じですので、ちょっと読み上げます。 

 年間総所得金額があります。そこから個別の特

別控除27万円、寡婦の方ですね、これを引きます。

それから一般控除としては、38万円掛ける同居親

族数、または扶養親族数が38万円掛ける人数で引

き算ができます。今回プラスのほうですけど、そ

の他特別控除では、障がい者が27万円、特別障が

い者40万円、それから16歳以上23歳未満の者に係

る扶養親族25万円、老人扶養親族10万円というこ

とで、それぞれの人数分を掛けて、これを引き算

ができるということです。これを全体で12で割る

という中身であります。 

 詳しくは、県営住宅、こういうものにあります

ので。 

○中島委員 

 先ほどの件、大至急ということで回答をもらい

たいんですよね。この議案が終わってしまうので、

質疑が。その件だけは大至急調べてくださいよ。

電話でもわかるんじゃないですか。県民税の徴収

の仕方なんてのは。大至急、動いてくださいよ。

聞いていらっしゃる裏の方が調べて、すぐ持って
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きてくださいよ。 

○川合委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午前11時25分 

――――――――――――――――――― 

再開 午前11時29分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○建築課長 

 地方税の話でございますが、地方税の中でも、

たくさん税がありまして、その中身が非常に多く

て、それを全部調べ切れないということがござい

ます。 

 したがって、内容を、それじゃあ申し上げます。

地方税の中にも、県民税と市民税に分かれており

まして、県民税の中にも、普通税と目的税が分か

れております。その中で、普通税では、県民税、

事業税、地方消費税、不動産取得税、たばこ税、

ゴルフ場利用税、特別地方消費税、自動車税、鉱

区税、狩猟者登録税、固定資産税、法定外普通税。

それから目的税が、自動車取得税、軽油取得税、

入湯税、水利地益税ですか、たくさんあるという

ことで、これらを個別に調べることができないと

いうことで、近隣各市もそういう中身で今回はこ

のようにやらせていただいたという経過でありま

す。 

○中島委員 

 たばこ税なんていうのは、市にも県にもあるわ

け、それを今、事例に挙げるのはおかしいと思う

んですけどね。たばこ税払う、市税として入って

きますよ、知立市も。たばこ税を払って、それは

買ったときに、もうついているもんね。直接現金

で税を納めるものでもないし、ゴルフ税はどうか

な。そんなことまで全部入れないんなら、市税だ

ってわからないことはいっぱい出てくるし、そう

いうことじゃなく、趣旨的に、ちょっと今の説明

は幅広過ぎてわからないし、今までもそんなこと

は多分調査もしてなかっただろうし。 

 自動車税が一番端的にね。今言われた普通自動

車がという話ですが、普通自動車税が、たまたま

去年の払っていないから住宅に入れんちゅうのは、

それはどうかなというふうにも逆に思いますけど

も、今回はそれが外れるわけですからね。ハード

ルはうんと低くなるということですね。入居のハ

ードルが。そういう意味では。だから、市税の中

の、たばこ税までは具体的には問われませんけど

もね。だから、市税の中で、例えば軽自動車税が

滞納がありますよと言ったら、この方は入居資格

がないと。そういうことですよね。 

 そういった市に直接入る市税のみを対象にする

という中身にするということで、これは、逆にそ

んな事例があったのかどうかさっぱりわかりませ

んけども、ハードルは低くなったというふうに受

けとめておきます。いいですね。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第21号について、挙手により採決します。 

 議案第21号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第21号 知立

市営住宅管理条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第22号 知立市都市公園条例の一部

を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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○中島委員 

 もう、これもちょっと先ほどと同様の基本的な

ところ、何か独自性があるものなのかどうなのか

ね。その辺を、せっかく市が条例化できる権利も

ついているわけですけども、市独自の公園のこれ

からの基準というものに検討された点があれば伺

いたいなというふうに思いますが、いかがでしょ

うか。 

○都市計画課長 

 これも、地域の自主性、自立性を高めるための

改革で、第２次一括法に絡むものでございます。 

 市が設置する都市公園の配置及び規模に関する

技術的基準について、これまでは都市公園法に基

づきまして、改正前の都市公園法施行令、政令で

定められておりましたが、改正によりまして、政

令で定める基準を参酌して条例で定めることとな

ったものでございます。 

 ２つ目ですが、市が設置する都市公園の公園施

設の設置基準については、これまで同じように都

市公園法によりまして、都市公園に公園施設とし

て設けられる建築物の建築面積、これの総計につ

いては敷地面積の100分の２を超えてはならない

旨が法定化されておりましたが、これが改正によ

りまして、100分の２の値を参酌基準として国か

らの条例に定める割合を越えてはならないことと

されていたことや、同項のただし書きに規定する、

政令で定める特別の場合についても同様に政令の

規定が参酌基準とされたために、新たに定めるも

のでございます。 

 加えて、現行の条例において、物品販売や営業

行為の取り扱いについて明確に定めてありません

でした。過去には、営利目的のサッカー教室に不

正に都市公園を使用され、非常に苦慮したことが

ございます。このため、物品販売や営業行為等に

ついては原則禁止であることを明確に定めるもの

でございます。 

 使用料について、内容詰めてございますね。使

用料について、還付に関する規定がなかったもの

ですから、新たに定めるものでございます。 

 公園１人当たり面積でございますが、市全体で、

１人当たり７平方メートル、そして、市街化区域

内、これは５平方メートルという１人当たり面積

を定めさせていただきました。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 わかりました。建築物の配置という点では、

100分の２以内でいいよということだけど、当市

も100分の２とするということですね。物品につ

いては、禁止を明記したと。使用料還付も明記し

たという、そういった点ですね。それはわかりま

した。 

 １人当たりという７平方メートル、それから、

市街化においては１人当たり５平方メートルとい

うことが書いてありますね。当市でいうと、こう

いう基準でいうと、それぞれが何平方メートルな

んでしょうか。 

○都市計画課長 

 現状でございます。市区域全域ですね。これが

１人当たり、現状では2.88平方メートル。市街化

区域の中、これは１人当たり2.7平方メートルが

現状でございます。 

○中島委員 

 前々からこれは少ないことはみんな認識してい

るわけで、当市としては、一度は総合グラウンド

とありましたけども、やはり全体の今の政策の中

では無理だと私どもも思っており、凍結をしてい

ただいているというふうに思っております。 

 市長もよく言われる、身近にたくさん、公園が

知立市はあるよという、それは逆に売り物にして

もいいんじゃないかと。本当にたくさんあるねと

いうことを言われるときあります。他市から来た

方からね。だから、そこのところを今リニューア

ルしていただいて、よりグレードアップすると、

こういうことが今できる最大限のことなのかなと

いうふうに思うわけでありますね。 

 ここのこれについてはいいんですが、ちょっと

違う話で恐縮なんですけれども、副市長にちょっ

と、基本的なところなので。 

 今回ほかのところで、文化広場の横のかきつば

たで、今駐車場として使っている用地。この用地
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を買ってくれというような話があると聞いており

ます。そのいろんな調査もするということにして

いるようですが、その件で、私は公園扱いにでき

るような何か方策ができないのかなという感じも

したんですけども、ちょっとこれは観光のほうで

利用するというようなことが一つはあって、そん

な話が出ているように思うんですけれども、その

点、ちょっとわかればお願いします。 

○清水副市長 

 ただいまの件は、現在、かきつばたまつり、こ

れ年間通してお借りしているわけですけども、そ

の地主さんが、ほかの活用を考えたいというよう

なことというんですか、もあって、できれば市の

ほうで買ってほしいというような申し出をいただ

いている中で、この話は過去にも何回か同じよう

な申し出があったようですけども、先方のいろい

ろな御都合の中で、もう１年いいですよというよ

うなことでずっと来まして、昨年来、少し具体的

にそういうお話がありました。 

 私どものほうも、それをできれば引き続き貸し

ていただくのが一番現状としてはいいかなという

ことで、そうお願いもしていたんですけども、先

方の御事情もあるということで。 

 実は実施計画の中にもそういう議論をして、で

きれば、将来のことを考えれば購入をしていきた

いということだったんですけども、現時点では、

たしか、すぐに購入費というの、ちょっと先方の

おっしゃっている金額と、私どものほうが実計の

段階で考えていた金額と相当開きがございまして、

とても私どもが今考えている金額では購入できま

せんということに現実、多分なっているはずなん

ですので、新年度の予算で鑑定をするなり、そう

いうことを一応調査するというんですかね。その

関係の費用が、たしか計上させていただいている

というふうに理解していますので、今後、先方と

のお話し合いの中で、どういうふうにいくかなと

いうようなこと、この平成25年度の一つの課題で

はございます。 

 その土地をやはり購入するという議論をする中

でも、じゃあ果たしてそれが、かきつばたの駐車

場で使うのは１カ月半とか、長くても２カ月です

ので、それ以外の10カ月を何とかうまく使えない

かということを、それをやっぱり今後の、それも

購入のことの課題とあわせて、活用方法の課題を

ですね。 

 ふだん公園として使えれば、それはいいんです

けども、公園として使うということは、駐車場と

しての使い勝手が悪くなってしまうと思いますし、

駐車場として使い勝手をよくすれば、今度は他の

目的で使うということが非常になかなか難しいと

いうようなこと。なかなか本当に、これ知恵を出

していかないかんなというふうには思っています

けども。 

 ということで、現時点ではまだまだいい考えが

浮かんでいないというのが現状です。平成25年度、

その辺の答えを出していかないかんなというふう

に思っております。 

○中島委員 

 その点で、年間２カ月ぐらいしか使わないのに、

買うのもったいないねという話は一つありますし、

また公園の面積が余りにも足らないということで

あれば、私は上手に使えないかなと。公園として

ね。公園といっても、ブランコだとか滑り台とか

置いちゃったら、それはだめなので、例えば、今

言われているテニスコートが不足していると。テ

ニスコート、昭和グラウンドで市外の方もよく入

って皆さん使っているということも含めて、テニ

スコートをもっとつくってほしいという、こんな

話も出ているわけです。スポーツ公園という形で

できないかなというふうな私は、それが都市公園

ではないということになると、ここでお答えいた

だけない話にはなりますが。 

 でも、昭和グランドとかも、そういうものもこ

のカウントの対象ですよね。全く違うか。そこの

ところについて、テニスコート等も含めて、今、

違う違うと言われまして、公園というふうな位置

づけをしながら、テニスコートもあって、駐車場

もできるというふうな使い方ができれば、私はい

ろんな方面の方が求めていらっしゃる声が少しま

とまるのかなという、そんな感じもするんですよ。 
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 総合公園とはちょっと置いておきますのでね。

総合公園の中には、スポーツをやるところも欲し

いとか、いろんなことですよね。休息の場所とか、

お散歩をする場所とか、いろんな総合公園として

の役割というものがここにも書いてありますけど

も、それには全然匹敵するものではないけども、

あそこに少し緑で囲って、ちょっとベンチぐらい

は脇に置いてというような、実質的にそうやって

皆さんの憩いの場と、それからスポーツの場とい

うふうに確保できたらいいんではないかなと。少

しでもこの都市公園というカウントができるよう

な方法で活用ができないのかなというのは、私が

一つ考えているんですけども、少し検討の中にも

入れていただけたら。 

○清水副市長 

 当初予算で、商工費の中に不動産鑑定の手数料

と測量委託料というのを組ませていただいており

ます。これが、先ほど私が申し上げた、購入する

金額云々というの、まだこれからの話ですけども、

これの調査をするためというふうに私理解してお

りますので。 

 今おっしゃいましたように、これが余り破格な

購入費ということでは、なかなか、これまた皆さ

んの御理解がいただけるのかなという半面、利用

形態も含めてありますので、そこはやっぱり慎重

に検討していく必要がありますけども、平成25年

度中にその辺の、先ほど申し上げましたけども、

解決をしていく課題だというふうに理解をしてお

ります。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○永田委員 

 済みません。少しお聞かせください。 

 先ほど中島委員から条例についての答弁をいた

だいたものですから、ある程度は理解させていた

だいたわけですけども、私も、公園についてはさ

んざん、ちょっと一般質問とかでもやらせていた

だいた経緯もありまして、その辺でちょっと今回

の条例の改正でお聞かせください。 

 まず、今回の条例で、先ほども説明があったと

おり、２条の３の５に書いてある、商業、募金を

募金に改めという形で、そういった物品販売や営

業行為の禁止を明記するという形で説明がありま

した。それで、以前サッカーでもあったというこ

となんですけど、これは草刈公園のグランドの中

で、敷地内でそういった行為があったということ

で理解してよろしいでしょうか。 

○都市計画課長 

 あるサッカースクールなんですが、今、スポー

ツ関係で貸し出ししている公園というのが、昭和

５号公園と、その草刈公園と御林公園の３カ所ご

ざいます。 

 そのサッカースクールがやっていた公園という

のは、谷田のほうの本林公園というところで、ど

ちらかといったら、スポーツで専用で貸し出すよ

うな公園ではございません。それを許可なしにや

っておって、他の方の利用に対して非常に阻害を

していたということで、独占使用していたという

ところで、職員が、毎回毎回それはだめですよと

いう旨を現場のほうに行きました。それでも、警

察が来ても、誰が来ても、もう無視してやってい

た状況が続きましたので、こういった条例が今ま

でなかったもんですから、新たに加えさせていた

だいたということです。 

○永田委員 

 ありがとうございます。忠告をさんざん無視し

ていた行為ということだったんですけども、今た

まにグランドゴルフ、草刈公園でやらせていただ

いているんですけども、その中で、そういう営利

目的ではないんですが、私も手袋とボールを買っ

たことがあるんですけども、そういった行為も一

切禁止だということになるわけですか。 

○都市計画課長 

 私どもが非常にこだわっておるのは、それは自

分たちが、例えば企業として、会社としてそのサ

ッカースクールを設立しまして、営業を目的にし

てやっている行為、それを禁止にするということ

でございますので、そこで、例えばそれをするた

めにとか、そういったものに関しては対象にはし

ております。 
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○永田委員 

 少し安心しました。というのは、以前にもやは

り、今、商工祭なんかはパティオの駐車場でやっ

ているんですけど、以前は草刈公園でやった経緯

もありまして、そういった行為もできなくなるの

かなというふうに。私は、青年会議所とかいろん

な団体で、会場なんかを探すのに大変なんですけ

ども、そこで草刈公園のグランドを使わせてもら

ったこともありますし、そういった、ああいった

イベントは、全然企業の営利目的でも何でもない

のでいいかなと思いますけども、そういった形で

は、ある程度は許されるというようなことで認識

してよろしいのかという、そこだけちょっと最後

確認させてください。 

○都市計画課長 

 その辺のところは、使用の届け出を出していた

だければ、これは何ら問題ないというふうに思い

ます。 

○永田委員 

 ありがとうございます。わかりました。そうい

った形で理解させていただいたということだけ認

識させていただきます。 

 それと、この都市公園、今、全域で2.88平方メ

ートル、市街化では2.7平方メートルと少ないと

いうことで、確認でありますけども、これは借地

公園も含まれている区域内ということでよろしい

でしょうか。 

○都市計画課長 

 都市公園ですので、そういった借地公園という

ものは含まれておりません。 

○永田委員 

 ありがとうございます。一応確認させていただ

きました。 

 借地公園、たしか十何カ所あったと思いました

けども。済みません、ちょっとお答え願えますか。 

○都市計画課長 

 済みません。借地公園ですが、ごめんなさい、

７公園でございます。 

○永田委員 

 そうですね。私も、これ前々から言わせてもら

っとるんですけども、今回の一般質問でもちょっ

と公園のこと、公園じゃなくて駐車場のこともち

ょっと触れさせていただいたわけでございますけ

ども、現に今、弘法町には丁凪公園の都市公園が

あって、私が今住んでいるところが、都市公園は

新田公園、今リニューアルしていただいておりま

す。弘栄公園の３カ所になるわけでございます。 

 この南陽通りと環状知立線の中、いわば長篠と

弘法の中心街に、要は借地公園が２つしかないん

ですね。今、弘法さん命日になると、１つの借地

公園が使えなくなるというような状況の中で、全

域には小さな身近な公園をたくさんつくるという

ようなことも市長言われておりまして、総合公園

のことは、市長が強い気持ちで凍結だということ

で、それをどうにかというようなことではないん

ですけども、その辺について、どうしても１つぐ

らいは都市公園を要望しておきたいなというふう

に思いますけども、そういった面で、知立全域内

ではそういった公園の要望という形では承ってお

るところはほかにございますか。 

○都市計画課長 

 借地公園ということでございますが、第１回目

の区長会のときに、一応、各区長さんがおそろい

になるもんですから、そのときに少しでも借地で

きるような土地がございましたら、そういったこ

とで利用をさせていただきたいという促し、お願

いはしておるところでございます。 

 先ほど、申しわけございません、弘法山憩いの

広場というところがあるんですが、そちらのほう

は借地をして都市公園のカウントに入れておりま

す。失礼しました。 

○川合委員長 

 ここで午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午前11時56分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後０時58分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○永田委員 

 お昼を挟んでの質疑でございます。 
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 先ほどの昼入る前の答弁で、この弘法山の憩い

の広場は、借地だけど都市公園だよというような

答弁でありましたけども、元来、借地公園は都市

公園に入っていないというふうに思いますけども、

その辺、どういった形でそういう都市公園のほう

になっておるのか、その辺ちょっとお伺いさせて

いただきます。 

○都市計画課長 

 実際には借地公園だけども、それは都市公園に

は含めないのではないかというふうにもございま

すが、借地公園であっても、都市公園としての扱

いは、告示を整備して、供用開始する前に告示を

すれば都市公園という扱いになるもんですから、

そういった手続を経て都市公園にいたしました。 

○永田委員 

 ということは、知立市の全域の公園の平方メー

トル当たりが2.88平方メートルというふうにお伺

いしたんですけども、これは、たしか借地公園も

含まれていない平方メートルですよね。 

○都市計画課長 

 先ほど全体で2.88平方メートルと、１人当たり

面積で言いました。その中には76の公園がありま

す。その中に借地公園でございますが、上重原憩

いの広場、そして弘法山憩いの広場、それぞれ２

カ所も入ってカウントをしております。 

○永田委員 

 ということは、このほかの借地公園は、平方メ

ートルには入っていないということですか。 

○都市計画課長 

 告示行為をしておりませんので、ほかの公園は

入っておりません。 

○永田委員 

 では、この告示の供用開始する、しないで何か

平方メートルあたりが変わってしまうというよう

な、ちょっとわけわからない状況なんですけども。 

 借地公園であっても都市公園というふうに定め

ているのが、先ほどの弘法の憩いの広場と上重原

ということなんですけども、これはちょっとよく

わからんけども、何でこういうふうになっている

のかというのが。供用開始から告示されたという

ふうにおっしゃっていますけど、どうしてこんな

ような形になっているのか、ちょっとその経緯を

教えていただけますか。 

○都市計画課長 

 この公園は古くからもあるんですけども、要す

るに、都市公園の中には都市計画公園と都市公園

というふうに分かれております。その都市計画公

園というのは、都市計画決定を経てできた公園、

これが都市計画公園でございます。そのほかにも

公園、当時、古い時代には公園の面積にかかわら

ず、そして借地公園であるかないかにかかわらず、

告示を打って、そうすると都市公園に定められま

した。何でもかんでも、大きい、小さい、面積に

かかわらず都市公園ということで告示行為をする

と、非常に扱いが難しくなってくるということで、

最近では、おおむね1,000平方メートルを基準に

して都市公園にしております。ですから、少しそ

の辺で基準が以前は曖昧でございました。そうい

ったところで、最近では1,000平方メートルを基

準として都市公園にするというふうにしておりま

す。 

○永田委員 

 おおむね理解できました。1,000平方メートル

を基準にであれば、それにはまるんであれば、借

地公園でも都市公園という形でなっていくと、そ

ういった形になるということで。 

○都市計画課長 

 そうですね。恐らく私が推測する中では、その

辺を、恥ずかしい話ですが、理解をせずに、供用

開始するときに告示行為を打ったというものであ

ろうかと推測を私はします。 

 そういって告示行為をして、これはもう公園の

用途以外に使えないんだというふうにするもので

すから、非常にその後の扱いが難しくなってきま

す。もう少しこの公園を小さくするというふうな

とこでも、なかなか公園以外の用途では使えない

ということになるもんですから、その辺を柔軟に

今後も対応していくために、余り大きくない面積、

そういったものに関しては都市公園というふうに、

告示をする行為はなるべくやめるように。しかし
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ながら、それは公園の用途で使っていくよという

ふうにはさせていただいているところでございま

す。 

○永田委員 

 元来借地公園というのは、遊具だとか滑り台だ

とか、あるいはトイレの設置、基準等あると思う

んですけども、その辺はこの２つの公園に関して

はどういった基準になっているのか、その辺を教

えていただけますか。 

○都市計画課長 

 借地公園でございますから、これは最初、大体

契約をするときには10年という形で契約を地主さ

んとさせていただいております。その中に、基本

的には恒久的な構造物、遊具ですね、そういった

ものは設置は余りしておりません。そして、また

トイレ。トイレも、それはもうコンクリートで打

ったりすると、地主のほうに返すときに、非常に

取り壊してまた返さないといけないという、更地

にして返さないけないというふうになりますので、

仮設のトイレを設置しているところが多いという

形になっております。 

 以上でございます。 

○永田委員 

 それ、仮設のトイレであれば、ちょっと法律だ

とかあれもちょっと忘れちゃったんですけども、

それはそれでいいということで定められて、基準

に際してクリアされているということでよろしい

んですか。 

○都市計画課長 

 基準というものが、ちょっと私には解釈的にわ

からない部分があるんですが、そういった基準と

いうものはないんですが、地元からの要望を受け

てトイレが欲しいということになると、立派なト

イレをつくって、例えば途中で土地を返してほし

いというふうに言われた場合には、それをまた壊

してやらないといけないという、非常に不利益を

こうむるケースが多いもんですから、基本的に地

元さんがトイレを設置してほしいという要望があ

れば、仮設のトイレを設置させていただいている

ところでございます。 

○永田委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 そこで、ちょっとまた弘法のわくわく広場に戻

るんですけども、これもちょっと一般質問で触れ

させていただいたわけでございますけども、弘法

山命日になりますと、このわくわく広場が露天商

の車専用という形でとめます。これは、以前にも

区長の了解を得て、区の了解を得たという形でい

いんですけども、余りにも路上駐車が多いという

ことも含めて、そういった形で今の形になっては

いるわけですけども、これの露天商の専用の、今

わくわく広場にとめる形になっていますけど、こ

れは使用料金というのはいただいているわけです

か。 

○都市計画課長 

 これは地元の区長のほうから使用願いが出てお

るものですから、その命日の日にですね。やはり、

その地区の方の生活道路にその露天商の方の車が

とまるということに関しては、非常に影響、迷惑

を受けているということでございますので、やむ

なくこれは貸しているところなんですが、料金の

ほうはいただいておりません。 

○永田委員 

 そうですね。料金はいただいていないというこ

となんですけども。 

 これは、もうこういう形になって四、五年たつ

と思うんですけども、そろそろやはり何らか対応

をしてほしいなというふうに思うわけですね。そ

れが、やっぱり町内の人からもそういった意見が

出てまいりまして、それはまだ区からの要望を入

れているわけじゃないんですけども。 

 数少ないあそこら辺の公園が、やはり弘法山命

日、土日にまたがるときもあります。そうなると、

やっぱり本来公園という形のものが使用できなく

なるということになっております。今、無料とお

っしゃいましたけども、弘法山命日に参拝される

方の駐車場は料金をいただいているわけですね。

その辺ちょっと矛盾していると思うんですけども、

その辺、この辺は経済課がまたがる話になるもの

ですから、一概に都市整備のほうに言うわけじゃ
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ないんですけども、その辺の矛盾はちょっといか

がなものかなというふうに思いますけど、その辺

どのように思われていますか。 

○都市計画課長 

 やはりこの辺は、先ほども申し上げましたけど

も、地元の方の生活圏への影響が非常に大だとい

うことで。加えて、地元から、区長から、地元か

らの要望であるものですから、これはやはり料金

を取るわけにはいかないというふうに思っており

ますので、少し市民部のほうの考え方と、我々の

ほうの考え方とは異なってくる考えがどうしても

発生するもんですから、我々のほうでは料金は取

っていないという形になります。 

○永田委員 

 確かに地元の要望という形で、私も一緒に要望

に行ったような形でしたからね、あの当時は。そ

れは重々わかるんですけども。だったら、参拝者

も有料じゃなくて無料にすべきじゃないかという

ふうに私は思うんですけども。その辺は経済課の

考えもあるもんだから何とも言えませんけども、

その辺の矛盾という意見も出てまいりましたので、

またちょっと一度検討していただきたいというふ

うには思いますけども。 

 そういった観点から、ここ数年の間にまたいろ

んな意見が出てきましたんで、その辺を考慮して

いただければというふうに思いますので、よろし

くお願いします。 

 とりあえず、この条例に関しては、私、以上と

します。ありがとうございます。 

○川合委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○風間委員 

 ちょっと第４条関係で、１点だけ確認させてく

ださい。 

 第４条は、行為の禁止とあります。 

 第４条、都市公園においては、次に掲げる行為

をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許

可を受けた場合はこの限りではないと。 

 この、ただし、あらかじめ市長の許可を受けた

場合はこの限りではないというものを追加すると。 

 そして、（５）広告または宣伝をすること。

（８）物品販売、業としての写真または映画の撮

影、その他の営業行為をすること。（９）前各号

に掲げるもののほか、都市公園の風潮を害し、都

市公園をその用途外に利用し、または都市公園の

管理上支障があると認められる行為をすることと。

これを追加するということであります。 

 この辺は、先ほど都市計画課長からるる、この

文言を追加する背景等を聞かせていただいて、な

るほどと思っておるんですが。再確認で、この辺

は知立市の独自性ということで、あるいは今まで

十分なそういう指導ができんという流れの中で、

あえてこの条例化とあわせて横出し部分といいま

しょうか、充実させる意味で明記したと、こうい

う考え方でよろしいですかね。 

○都市計画課長 

 委員のおっしゃるとおりでございます。 

○風間委員 

 それで、私もこれは当然こういうことは必要だ

と思います。特に、先ほど御紹介がありました御

林公園でしたか、谷田の、本林公園ね、本林公園

で幾ら指導をしても、もう確信的に他人の迷惑顧

みず、そういう営業行為、そういう教室をやって

いたというものは、断固的確な指導のもとに、ほ

かの市民、利用者の皆さんに迷惑がかからない状

況にしていくというのは当然の務めであって、大

変であったなと思いますけど、それはどうなりま

した。ちょっと先にそっちのほうの状況だけ確認

したいと思うんですが。 

○都市計画課長 

 多分、半年以上のやりとりがあったと思います。

もう１年ぐらいになるんでしょうか。 

 当時の担当者が、ある公園でサッカースクール

をやっているというのを発見しました。そのとき

に、届け出は出しているのかということを申し上

げました、こちらのほうから。そのときに、許可

は出しているよと。そして、また地元のほう、区

長さんにも許可を得ているよというふうに言って

いました。帰ってきてから、事実関係を各区長さ

ん、地元のほうにも、そして我々の使用届を見て
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も、その辺はもう聞いていないよというところで

したので、じゃあ届け出を出してほしいという旨

を伝えたものです。 

 その後に、営業をもとにしてサッカースクール

をやるということがわかってまいりました。そう

いうことでいうと、そういった地元密着型の公園

で、全面を利用してサッカースクールを開いて、

そしてまた授業料を取って活動をするという。ま

た、親御さんには許可はとっているよと言いなが

ら、こちらのほうに使用届を出してほしいという

ふうに申し上げたんですが、いずれにしても、来

たことには来たんですが、そのときには営業はし

ていないんだと、授業料は取っていないんだとい

うようなことを言って、なかなか理解に応じない。

カウンターの前では、大きな声を出して帰ってい

くということからすれば、子供たちへの影響は非

常に懸念するというところであって、これは断固

許すべきではないということで、今まで立ち向か

ってきました。 

 担当者は、見つけたときには注意をして、帰ろ

うとすると、車の前に立ちはだかって、帰させて

ももらえなかったということで、警察にも連絡し

ましたが、警察が現場に来て注意しても、それは

もう何らたじろぎもせずに、ずっとサッカースク

ールも続けるということがずっと続いたもんです

から、じゃあ、こうなってくれば我々もある程度

実力行使を同じように、そのサッカースクールを

やる日には、もうバリケードをつくって、そして

担当者もその前に立ってずっと営業をさせないよ

うにしてきました。それでも、もう警察が来ても、

サッカースクールやっていたときには、もうやめ

ない。そういったことは非常に許されるべきじゃ

ないということで、我々はこういった禁止行為を、

ここに第４条に入れさせてもらって、もう今後こ

のようなことのないようにというふうで入れさせ

ていただきました。 

 現状は、そういったことを担当者が一生懸命や

ってもらったもんですから、もうよそのほうに行

って、知立市内ではやっていないというところを

聞いております。 

○風間委員 

 よそのほうで迷惑かかっちゃっとるかもしれな

いですね。 

 だから、この地域主権改革一括法の関係で、や

っぱりこういうものは条例制定の独自性という部

分で、せっかくの機会なもんですから、そういう

状況が考えられるなら、横の連携もして、こうい

う制限項目もきっちりと入れていくというのが必

要なことであろうというふうに思いますね。 

 それで、今の場合は（８）と（９）の両方に該

当してくる禁止行為ということになりますね。そ

れで、これで条例化して、可決、成立の暁には、

これを根拠にもう徹底指導できるということなん

ですが、ただ、私がざっくりと感じるのは、あく

までも禁止行為の規定であって、罰則規定はつく

っていないですよね。その辺の内部の条例制定時

の検討状況。 

 やはり、私はそういうあしきやからがおる限り、

またいつ何どき繰り返すと限らないわけでして、

そういう罰則規定等も見据えた形でやるべきでは

なかったのかという思いもしているんですが、そ

の辺、なかなか難しさはあるんですけど、その辺

の罰則制限項目を入れるというのは、その辺はい

かがでしょうか。 

○都市計画課長 

 前の条例では、その辺の第４条にあるような行

為の禁止のところに、物品販売等営業活動、その

辺がうたってありませんでした。そういったとこ

ろから、なかなかその罰則規定まで持っていくの

が非常に苦慮したというところがございます。 

 今回、その禁止行為としてうたわせていただい

たもんですから、そうなってくると、この罰則規

定の中に、第17条でしょうか、ここのところに該

当をするというふうになりますので、今後はこう

いったところで罰則規定を盛り込んでありますの

で、そういったこともあることから、慎重に今後

は対応していけるものと、やっていけるものでは

ないかなということがあるものですから、その辺

も慎重にやっていきたいと思います。 

○風間委員 
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 ちょっと、私、きょう準備不足で持ってきてい

ないもので、第17条、どういう条文になっている

のか紹介してください。 

○都市計画課長 

 罰則で、第17条で、次の各号のいずれかに該当

する者に対しては、５万円以下の過料を科す。 

 第１項として、第２条第１項、または第３項、

（第15条において、これらの規定を準用する場合

を含む）の規定に違反して、同条第１項、各号に

掲げる行為をした者。 

 ２項に、第４条の規定に違反して、同条各号に

掲げる行為をした者と。 

 こういうふうにここでうたってあります。そう

いったところから、今後はこれに対応できるよう

な条例になってきたというふうに解釈しておりま

す。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○中島委員 

 最後というのに申しわけないです。 

 先ほど、借地公園のことをずっとやられており

まして、ここには借地公園の条例じゃないのであ

りませんけども、借地公園の設置基準というのは

要綱であるんですよね。要綱になっていますよね。

イエス・ノーだけでいいんですけど。 

○都市計画課長 

 要綱のほうで定めております。 

○中島委員 

 それで、先ほど1,000平方メートル以上は都市

公園として告示行為をするというふうにおっしゃ

いましたよね。ここの第22条ですが、都市公園は

0.25ヘクタールを標準と定めるというふうにあり

ますよね。標準として定めるなので、これは

2,500平方メートルか、0.25ヘクタールですから

ね。1,000平方メートルであれば都市公園にカウ

ントするというような、その兼ね合いがちょっと

明確じゃないと、条例の意味がなくなっちゃうな

と。要綱の中でそれをきちんとうたうのかどうな

のかわかりませんけれども、都市公園に規定する

ならば、これに当てはまらないとというふうに思

うんですね。ちょっとそこのところは整合性のな

い答弁をされたので、確認をさせてください。 

○都市計画課長 

 以前も、施行令の中で0.25ヘクタールというの

はございました。0.25ヘクタール、2,500平方メ

ートルを標準とするというふうにうたってありま

す。標準でございますので、解釈の仕方によると、

それ以下でもいいよというところで、県のほうに、

私も非常に気になって、例えば街区公園と言って

呼ばれるもの、その公園は何平方メートルから街

区公園になるんですかという問いをさせていただ

きました。その回答としては、特に定めはござい

ませんということでしたので、面積的に定めは、

当時から標準ではあるけども、定めはないという

ところでございますので、非常に小さな公園も都

市公園というふうになっております。 

○中島委員 

 せっかく条例で基準を明記するということにな

って、ここの部分追加になっているわけですよね、

第１条の２ということでね。標準としてと書いて

あります。近隣公園のほうは、２ヘクタールを標

準として定めると、こうなっています。 

 知立市の狭い市域ですから、ちょっと小さくな

ってもいいじゃないかという感じもしないでもな

い。この基準は、県条例の広さをそのままにして

標準とするという文言になっているのか。知立市

で、もう少し小さくてもいいじゃないかと言うな

ら、知立市独自のものを定めてもいいんじゃない

かしらと思うんですよね。そうしたら、借地公園

をどうするという話もくちゃくちゃになっていっ

ちゃうもんだから、ちょっとぴちっと線を引いて

ほしいなと思って。 

○都市計画課長 

 確かに、おっしゃることは非常に正論ではない

のかなというふうに私も思いますが、この辺が考

え方としてしっかりした答弁にはなっていないか

もわかりませんけども、昔からあるこの0.25ヘク

タールを参酌するという形で入れさせていただき

ました。確たる根拠もちょっとあれですけど。 

○中島委員 
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 だから、市の条例にする意味が、それではない

んですよ。市の条例にする意味がないと。一定の、

知立市はここを都市公園にする、これ以上を近隣

公園にするという基準を知立市としては持つとい

うことのための条例化ではないかなと思うんです

ね。これは全県一緒の、ここの部分でいうと、一

緒の内容ですか。 

○都市計画課長 

 この条例を定めてからは、まだこの３月議会で

かけるところが多いもんですから、しっかりと確

認はしていないんですが、これの考え方は、相当

昔からの考え方でありまして、0.25ヘクタールを

標準とするということですので、我々も街区公園

に関しては0.25ヘクタールを標準として設けてい

くという考えでやはり考えないといけないのかな

というふうに私は思います。0.25ヘクタールを基

準として、それ以下でも街区公園、都市公園に定

めることもできますよという幅を利かさないと、

これ以下の公園はどうなるのかというところもあ

るもんですから、一応知立市の標準となる面積と

いうのは2,500平方メートルですよという考えで

今後も設置はしてきたいというふうに考えており

ます。 

○中島委員 

 先ほどの1,000平方メートルの基準という、あ

りましたね。借地公園の場合、1,000平方メート

ルあればいい。随分乖離があるもんですから、そ

れで伺ったんですけどね。2,500平方メートルじ

ゃなく、2,000から3,000平方メートルぐらいとい

うことならわかるんですけども、1,000平方メー

トルですからね。だから、そこのところがどうな

のかな。 

 都市計画公園というふうにきちっと告示をした

場合のメリットというものは、じゃあ何かという

ことになりますよね。それはどうなんですか。 

○都市計画課長 

 やはり、これは市単独で公園を整備していくと、

非常に膨大な事業費がかかります。そういったと

ころからすると、都市計画公園と決定を打つと、

国からの補助、県からの補助、そういったさまざ

まな財源を得ることができるもんですから、計画

的にその都市計画決定を打っていくという考えが

ございます。 

○中島委員 

 その際、国はおおむね2,500平方メートルとし

ているけども、1,000平方メートルでも、国も認

めてもらえると、こういうことですね。そうすれ

ば、補助金も入った上での整備ができると。借地

公園だから、返さなきゃいけない時期が来るとい

うことでいうと、国庫の返還なんてことはくっつ

いてきませんか。 

○都市計画課長 

 そういったところもあるもんですから、都市公

園に種類には、都市計画決定を打った公園と、都

市計画決定を打っていない都市公園。ですから、

どちらも都市公園といいますけども、言い方は、

都市計画決定を打ったものは都市計画公園。 

 だから、都市公園も告示行為を打てば都市公園

に入るわけなんですけども。ですから、都市計画

決定を打っていない公園というのは都市公園と呼

びます。どちらも都市公園と、言い方難しいんで

すけど、都市公園なんですが、種類としては、都

市計画公園と都市公園の差があります。ですから、

どちらも都市公園ですが、先ほど、全体でいえば

76公園ありますよということになります。 

○中島委員 

 だから、1,000平方メートルでも都市公園とい

うことで補助金ももらえると。都市公園であれば。

都市計画決定でなくても、補助金はもらえる。そ

して、早く返してくださいとなったら、返還しな

ければならないかもしれないということですか。

見きわめでやっているわけですね。 

○都市計画課長 

 基本的には、都市計画決定を受けた都市公園が、

基本的には国からの事業費だとか、補助金だとか、

そういったものを受けることができます。 

 ちょっとややこしくて申しわけないんですけど、

どちらも告示行為を打つんですけども、都市計画

決定を受けていない都市公園は、基本的にはそん

なに補助メニューというのは少ないです。しかし、
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今回の公園施設長寿命化計画とかありますけども、

その中には、都市計画決定を打っていない公園で

も、都市公園となっていれば補助金が入るという

メニューもございます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 わかりました。わずかでもそういった財政的な

支援が受けられるということでやっていると。

1,000平方メートルを一つの目安にしていると。

都市公園に告示しようと。そういったものも、私

も今持ってこなくてあれですけども、借地公園の

要綱の中には、そういう分類として1,000平方メ

ートル以上は都市公園にするとか、そういうこと

もきちんとうたって基準をつけているということ

でいいですか。 

○都市計画課長 

 借地公園のほうは、基準としては1,000平方メ

ートルと。余り小さい公園を借りるというのは、

用途的に非常に難しいもんですから、基準として

1,000平方メートル以上の借地。 

 それはちょっと、都市公園とちょっと置いてお

いていただきたいんですけど、借地公園という考

え方で考えていただきたいんですけども、借地公

園という最低の、ある程度標準的な面積、これは

1,000平方メートル以上ある土地がもしございま

したら、借地公園として貸していただけませんか

というような形のうたい込みはしております。 

○中島委員 

 明確なものをきちんと手にして、こちらの都市

公園条例ということと借地公園ということと、き

ちんと両方、これも実質的には市民の公園という

ふうに供給できているわけですから、その辺はき

ちんと両方しっかり明確にしてほしいなというふ

うに思います。 

 一番冒頭、この面積が足らないという、どう拡

大するのかという、その一つが借地公園でしたし、

足らない公園をどうするかという、借地公園がそ

の一つだったし、先ほど言いました文化広場のほ

うの、これはちょっと山のものともわかりません

けども、もし購入した際には、御林公園でも周り

にずっと木があって、ベンチがあって、あそこは

野球ができるわけですけれども、テニスのコート

みたいなものでも取り外しができるような工夫し

たものもありますのでね。だから、そういうよう

なことがあれば活用もできるんで、公園としても

都市公園というふうな位置づけで、こういう御林

公園だとか６号公園、野球よくやりますけどね、

そういうような公園というふうに活用できれば、

買う価値があるのかなというふうに思いますので

ね。こちらはもっとふやしたいという思いがある

と思いますので。 

 総合グランドは、まだちょっと、今とても手が

つかない。たまたま今回そういう駐車場用地を買

ってほしいという要求があると、そこのところを、

ここの公園の整備を広げるというものにちょっと

位置づけていただければ拡大できるんではないか

なというふうに思いまして、十分その辺を、それ

が可能なものかどうか。用水路がちょっとあった

りとかという、どこまでが一体的に使えるのか、

それもありますけども、そういう視点でも、ぜひ

都市計画のほうでもちょっとかかわって議論に参

加していただけないかなというふうに私はお願い

しておきたいなというふうに思いますが、都市整

備部長、いかがでしょう。 

○都市整備部長 

 先ほど来、議論をされておりますが、都市公園

の位置づけというところのことにちょっとかかわ

ってくるわけですけども、今のお話ですね。都市

公園になぜしていくのかというところが、でき上

がった公園をやはり利用者の方にきちっと使って

いただくためには、それなりにやはり管理上の規

則を含めて、管理できるものにしていかなきゃい

けないということで、いわゆる条例の中でいろん

な規定を設けた中で適用が正しく使われるように

していきたいということで位置づけをさせていた

だいとるわけでございます。そういう中で利用制

限もかかりますし、それから私どもの事務も発生

するわけでございます。 

 今お尋ねの、いわゆる文化広場の横の駐車場の

部分を公園という位置づけの中で、じゃあこれを
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都市公園という位置づけをしていきますと、ここ

の今の条例の中で、いわゆる駐車場として使って

いくということがかなり大きなハードルになると

いうことも考えられます。 

 先ほど来出ていました弘法のわくわく広場も、

これは都市公園に位置づけておりませんので、あ

る意味、地域の広場として使っていただくという

ことを主眼に設置をしておりますので、本来あっ

てはいけない姿なんですけど、地域要望がござい

まして、地域もそれについては自分たちの環境の

中で今迷惑していることもあるし、弘法山という

一つの大きな行事でもございますので協力します

ということで、駐車場として、都市公園の法規の

中には触れてこないから、暫定的に新しい駐車場

を探すまではということでお貸しをさせていただ

いておるわけで、じゃあこれに基づいてお金を取

れるかといったら、取れないわけですね。都市公

園条例に基づいては。 

 ですから、そういう意味で、都市公園に位置づ

けたものと他の広場とは、やはりおのずと管理を

含めて変わってまいりますので、文化広場の横の

土地についても、公園という位置づけをどういう

位置づけにするかということによっては、整備の

仕方も変わってまいりますし、活用の仕方も変わ

ってくるということですので、その辺は中で十分

議論をさせていただく中で、どういう活用方法が

一番生かせる方法なのかということも議論をして

いかなきゃいけないかなと思っています。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第22号について、挙手により採決します。 

 議案第22号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第22号 知立

市都市公園条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第23号 知立市移動等円滑化のため

に必要な特定公園施設の設置に関する基準を定め

る条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 23号の題目としては、特定公園施設の設置に関

する基準ということであります。 

 先ほど道路でも特定というあれがありましたけ

ども、この公園の特に性格というのは何かあるん

ですか。特定公園施設。 

○都市計画課長 

 特定公園施設というところですが、これは公園

の施設のことを指します。 

 特定公園施設、申し上げますと、園路及び広場、

屋根つき広場、休憩所、野外劇場、野外音楽堂、

駐車場、便所、水飲み場、手洗い場、管理事務所、

掲示板、標識、以上の13施設を特定公園施設とい

います。 

○中島委員 

 じゃあ、公園が特定という意味ではなくて、公

園の中にある特定の施設だと、そういうものにつ

いてのバリアフリーをきちんとしなさいよという

ことでこの条例がある。わかりました。 

 知立市の公園ではなかなか該当しないような項

目もあるし、そういうものをつくるときにはとい

う意味でこれがあるということですね。今リニュ

ーアルの中で、バリアフリーということも考えて、

今ある施設についてつくりかえる際にはバリアフ



 

- 31 - 

リーということでやっていただいておりますよね。

だから、基本的には今あるものについてはという

ことで取り組んでいかれるんだと思いますが、現

在の計画の中でバリアフリー化というのは、大体

いつごろで完成ということになるんですか。現況

の公園のバリアフリー化。 

○都市計画課長 

 既存の公園をいつごろまでにということですね。 

 これちょっとなかなか難しい問題ですので、極

力どんなような問題が各公園にあるのかというも

のを把握させていただきまして、財政的な面もあ

るもんですから、その辺は計画をもって今後対応

してきたいと、このように考えております。 

○中島委員 

 今、計画づくりオンパレードということで、長

寿命化計画、あらゆるものがかかっていますし、

耐震の計画とかさまざまありますよね。 

 こうやって法律ができて、条例が設置されてい

くわけですので、そういうバリアフリーに向けて

のある程度の現状と、これに見合ったものにする

という意味で、計画づくりはやっぱり必要かなと

いうふうに思いますので、それはきちんと取り入

れて、まだ計画をつくるという計画にはなってい

ないんですか。 

○都市計画課長 

 そのバリアフリー化というものと、今の公園の

施設の長寿命化計画というものとは少し考えが違

うものなものですから、今ある既存のものをどの

ように長寿命化していくのかというものと、今後

このバリアフリー化というのは、段差のある入り

口だとか、トイレだとか、そういったものを極力

改修していくというとこですので、そういった都

市公園にかかわらず、知立市内124の公園緑地が

あるわけなんですが、そういったものもまた見て

いきながら計画的に対応していきたいと。今後は

この条例にのっとってやっていこうということで

ございます。 

○中島委員 

 計画をつくる、今はないんですね。 

○都市計画課長 

 ごめんなさい、これに関しての計画は持ってお

りません。 

○中島委員 

 今はないということと、今後それをつくってい

くという方向で確認をさせていただいていいです

か。 

○都市計画課長 

 そういった計画は必要だと思っておりますので、

現在どういうふうになっていて、今後どうしてい

くのかというものは定めていこうというふうに思

います。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第23号について、挙手により採決します。 

 議案第23号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第23号 知立

市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設

置に関する基準を定める条例の件は、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第24号 知立市水道事業布設工事監

督者及び水道技術管理者に関する条例の件を議題

とします。 

 直ちに質疑に入ります。 
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○中島委員 

 この条例に基づく技術者、資格者ということに

ついて、ちょっと詳しく御説明いただけますか。

知立市は、どういう実態になっているのかという、

資格者がどうなっているのかということをお知ら

せください。 

○水道課長 

 まず、水道技術管理者の資格基準でございます

が、国の政令の規定を参酌すべき基準としまして、

水道技術者の資格基準を条例で定めております。 

 条例の内容としましては、布設工事監督者の資

格を有する者、法19条第３条の条例は次のとおり

ということで、前条の規定により、布設工事監督

者たる資格を有する者と、土木工学以外の大学等

の科目を担当する学科をおさめて卒業した後、同

条第１項の規定する学校を卒業した者は４年以上

の資格を有する者でございます。 

 それで、現在の知立市の資格状況でございます

が、平成24年度水道の有資格者としましては、水

道布設監督者の資格を有する者が２名おりまして、

水道技術管理者の資格を有する者が２名という状

況でございます。 

○中島委員 

 各２名ずつみえると。布設工事の監督、これは

工事を行っていく、水道の布設工事ですね。布設

工事を行っていくのに伴う監督者ということで、

これは水道の職員がその資格を持って工事が適切

に行われているかどうかを監督するということで

理解してよろしいですね。 

○水道課長 

 そのとおりでございます。 

○中島委員 

 もう一つの、水道技術管理者の資格というのは

何のためにあるのか、詳しく御説明ください。 

○水道課長 

 水道技術管理者の資格としましては、何のため

にあるかといいますと、水道技術管理者の水道事

業の管理について、技術上の業務を担当いたしま

す。水道施設の施設基準に合格しているかの検査、

あるいは水質の検査、それから給水装置の検査等

を担当いたします。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 水質基準をしっかりとキープするためという大

きな目標があって、この管理者がいるということ

ですね。 

 知立市の場合は、浄水場などですと、委託をし

ておりますよね。水質、夜間と土日ですね。これ

は市の職員が、大きく言った意味では監督してい

るんですけど、直接的には、そういった委託業者

の方々がかかわっていらっしゃるということでよ

ろしいですね。 

○水道課長 

 浄水場の運転管理に関しては、委託業者のほう

に委託を一部しております。 

○中島委員 

 委託業者がその水質管理をするということにつ

いて、この資格というものは必要なのか、どんな

資格が必要なのか。その点を明らかにしてくださ

い。 

○水道課長 

 委託業者が水質確認の資格ではなくて、水道技

術管理者がその水質に関して事務を行うと。その

事務と、あと事務を行う者の指導を行っていくと

いうことになっておりますので、水道技術管理者

が委託業者の事務に関して指導していくというこ

とになっております。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 委託業者が水質基準等を適切にその運転業務を

行うという意味で必要な資格というものはありま

すか。 

○川合委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後１時51分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後１時52分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○水道課長 
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 委託業者の資格でございますが、運転管理業務

従事者による資格については、業務履行に必要な

機械科、または電気科の学科をおさめました高校

卒業学歴を有し、浄水場の運転管理について１年

以上の実務経験を有する者と。それから、水道施

設管理技術者３級以上、またはこれと同等以上の

能力を有する者ということで委託管理のほうをお

願いしております。 

○中島委員 

 委託業者そのものも、ある程度の経験を有した

り、また施設を管理をするその３級以上の資格が

要るということになっております。これがきちん

と確認をされて委託をするということでなければ

ならないということは前提であります。これはね、

委託をしている。委託そのものもいろいろと議論

が、過去には私どももしまして、委託のほうにず

っと回してしまって大丈夫なのかと。市の職員が

退職するたびに、委託の人間に変わっていくとい

うのが今現状でありまして、そこの安全基準が守

られるのかということが当然問題になって、そう

いう意識でおりました。 

 現在は、委託で働いていらっしゃる方が何人、

そして今後どのようなお考えなのかお聞かせをい

ただきたいなと思うんですが。 

○水道課長 

 現在、委託をしている会社のほうから従事者名

簿として出ておるのが19名おります。そのうちの

主たる従事者としては、５名が主たる従事者とし

て報告を受けております。 

 今後、知立市の水道事業の方針としましては、

機械士が今後順次退職していくことになりますの

で、その補充としては委託業務のほうにシフトし

ていくという形になるかと思います。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後１時54分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後２時04分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑はありませんか。 

○中島委員 

 今後ということで今聞いたら、機械手の方も退

職をされていくということで、それをまた委託会

社のほうに移していくというようなことで今言わ

れました。 

 今後、今その運転業務についていらっしゃる方

が、今何人ということをちょっと聞きまして、４

人みえると。現在、機械手の方も含めて４人みえ

ると。この４人を、順次退職を迎えるときには、

全部委託業者に切りかえていくと。運転業務その

ものを全部切りかえていくということの方針なの

かどうか、その辺はどうですか。 

○水道課長 

 現在４名の方が機械手としておみえになります

が、順次退職されていきます。それに合わせて、

人事方針としましては不補充という方針を打ち出

しておりますので、その部分については委託化を

していくということの方向性を持っております。 

○中島委員 

 そういうふうになっていくと、水質をきちんと

確保するということについての知立市の責任とい

うものがちょっと手を離れていくという危険性が

ありますよね。危険性が。そういった意味、どう

いうふうにその委託の業務を管理していくのかと

いうことが問題になってくると思うんです。 

 この浄水場そのものがどこまで延命するのかと

いうことを、また問題はもう一つあります。ここ

ではちょっとやりませんけども、あるので、それ

はちょっと見通しは十分わかりませんけども、少

なくとも浄水場が続いている以上、責任を持つと

いう市の役割はあるわけで、そういう中で、私ど

ものほうに委託業者のほうの資格者がないじゃな

いかというような通報を受けたわけですよ。あの

人というふうには言わなかったですけども、資格

を持っていないのにやっているんじゃないかとい

うことが通報されてきまして、いろいろとやりと

りさせていただきましたけどね。その辺では、そ

の過程ではわかったのは、把握があんまりはっき

りしていないと。改めてということでやっていた
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だいたんですけども、ちょっとその経過ですね。

それと、資格者をしっかりと把握すると。この重

要性については、本当に担保されなければいけな

いと思うんですね。どうですか。 

○水道課長 

 従事者の届け出の件に関して、いろいろ御迷惑

をおかけしまして。 

 経過としましては、従事者の追加届というもの

が出てきおりまして、それの添付資料の中に、最

終学歴から資格等を記載した書類が添付されてき

ておったんですが、これに関する証明書ですね、

卒業証明書だとか、どこで従事していたかという、

そういう証明書が添付されていなかったもんです

から、その後、在職証明というものを提出してい

ただきまして、何年間、どこでどういう勤務をし

たという届け出を出していただきました。これで

は、ちょっとどこを卒業したかという報告もちょ

っと確認がとれなかったもんですから、その後、

卒業証明書と必要な書類について提出を受けまし

て、あと、その卒業証明書と自分の経歴等の申告

書を出していただきまして、それを市のほうで確

認をさせていただいたという経緯になっておりま

す。 

○中島委員 

 結果的に資格はあったんですか。わからなかっ

たけども。 

○水道課長 

 資格は、私どもの仕様書に載っております卒業

証明書と、それから浄水場で勤務されていたとい

う確認がとれております。 

 以上です。 

○中島委員 

 結果オーライということになるのかもわかりま

せんけども、大変もたついちゃったというか、確

認をとるのに時間がちょっとだけかかったという

ことですね。 

 資格証明書は、２年に１回、これは更新しなき

ゃならんというんでしたかね。そういう、これを

きちんと更新したものを出してもらうということ

が必要ですよね。それと、資格ではなくて、その

分野で在職した何年という、こういう規定があり

ますので、そこのところがもう一つわからなかっ

たというのが現状だったわけですね。ただ、そこ

にいたというだけで、その仕事をやっていたかど

うかが全くわからないという状況だったですよね。

そこのところを確認するのに、ちょっと時間をと

っていただいたと。だから、でやっとそれをとっ

てみたら、何とかクリアできるところで業務につ

いていたということになって、結果オーライとい

うことになったわけですが、資格がないじゃない

かということで不信感が出ているようなことであ

ったらまずいので、そういう火のないところには

煙が立たないというわけで、いろんな思いがあっ

たのかもしれませんけど、結局、でもそれが不明

確だったから、そういうような話が出てきたとい

うことだけは事実なので、そういった問題が絶対

ないように管理しないといけないというふうに思

います。 

 どんどん委託業者をふやしていくというその先

には、そういう危うさがくっついているんだとい

うことで、簡単にそういうふうにしていいのか。

今度そういうふうになっていくと、土日、夜間だ

けでなく、日中、24時間、その水質をしっかり管

理する仕事は全部委託業者がやると、こういうこ

とになるんですよね。ちょっと確認を。 

○水道課長 

 運転管理に関しては委託化していくということ

になりますが、水質等、現場の管理に関しては職

員のほうが管理をしていきますので、その水質に

関する問題はないというふうに考えております。 

○中島委員 

 ないなんてことを言ってもらってはおかしいと

思うんですけどね。夜間は、だってその方たちだ

けでやっているわけでしょう。ちゃんと運転が基

準どおりに行われなければ、水質が悪くなる可能

性があるんだから、それをしっかりと運転してい

るという仕事をやってもらっているわけでしょう。 

 だから、管理というふうになると、上の方が管

理するというふうにいえばみえるんですけども、

運転する人たちは全部委託の人になるという、そ
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ういうことを私は言っているんですけどね。 

 そういう点では、その上の管理、ここにあるこ

の水道技術管理者というのは、そういう上に立っ

て管理するということになるんでしょうか。 

○水道課長 

 水道技術管理者については、水質に関する管理

を任されておりますので、水道技術管理者のほう

から、その事務従事する者に対して指導をしてい

くという方法になります。 

○中島委員 

 そういう今、浄水場の運転業務をやっていると

いう、それから今後そういうふうになっていくと

いう方向だということであります。 

 委託については、ここの条例の中には、そうい

ったものについては全く入っていないわけですけ

ども、運転業務をするに当たって必要なそういっ

た資格というのは、どこかに出てきますかね。出

てないように思うんですけど。それはどこに。条

例との関係で明確にする必要はないんですか。 

○水道課長 

 今回の条例に関しましては、水道法の一部改正

ということで、水道の布設工事を監督する者の範

囲、それから布設工事の監督者の資格基準、それ

から、あと水道技術管理者の資格基準を定める条

例となっておりますので、運転管理に関しての資

格をこの条例の中に入れ込んではおりません。 

 今回の条例の制定に関しては、水道の技術管理

者が事務従事者に対して指導をしていければ、こ

の条例の中にそれを入れることは必要ないと考え

ております。 

○中島委員 

 見える化ということでやっていくというならば、

これは委託をしなくても、運転業務をする人に課

せられている、先ほどからの資格ということです

ので、委託をしようが、直接やろうが、そういっ

たものを持つという必要があって運転業務が行わ

れているということですよね。となれば、それは

要綱か内規かでうたっているということですか。 

○水道課長 

 運転管理に関しては、運転マニュアルというも

のを整備しておりまして、そのマニュアルに基づ

き、委託業者と、うちの職員もそのマニュアルに

基づき運転管理をしております。要綱としてはご

ざいません。 

○中島委員 

 だから、マニュアルとなると、内規みたいなも

んで、パソコンで調べても出てこないマニュアル

ですよね、それは。だから、こういう資格がない

じゃないかと言われても、どこにそんなものがあ

るんだろうと、見ても出てこないわけで、窓口へ

行っていろいろお聞きして、いろいろわかってき

たんですけども、そういったものもどこかのとこ

ろで必要だと思うんですよね。ぜひそれも検討し

てもらいたいなというふうに思います。せめて、

要綱なのかな、こういうところの中でつけ加えて

もいいんではないかというふうに私は思っており

ますけどもね。 

 上下水道部長どうですかね、それは。大きいち

ょっとその辺の話ということで。 

○上下水道部長 

 運転管理者の資格ということに関しましては、

今回の条例とはちょっと別建てということになっ

ておりますけども、それぞれの資格を持って運転

管理を私どものほうで必要であるというふうに考

えておりますので、今回そういう御意見もござい

ましたので、一度その辺のところを、どういう基

準で、一応契約をする場合に仕様書という形では

出しておりますけども、その辺のところをもう一

度はっきりさせるのかどうかということを含めま

して考えたいと思います。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終
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わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第24号について、挙手により採決します。 

 議案第24号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第24号 知立

市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に

関する条例の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、議案第25号 知立市公共下水道条例の一

部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

○中島委員 

 この第25号についても、公共下水道条例の一部

改正ですが、今までの流れで、条例化が義務づけ

られたということでやっていらっしゃるわけで、

その内容、特徴、何か独自性あればお聞かせをい

ただきたいと思います。 

○下水道課長 

 この条例の改正についても、今、委員が申しま

したとおり、第２次一括法の関係で、下水道法の

改正により条例委任された構造基準等について追

加させていただいた内容でございます。 

 その構造基準の追加の内容については、公共下

水道の構造の基準、排水施設の構造の基準、都市

下水路の構造の基準、都市下水路の維持管理の基

準。主な内容については、その内容でございます。 

 委員の言われるこの独自性という部分について

は、今回、下水道法の内容で政令の定める基準を

参酌してという内容によって検討した中身でござ

いますが、この政令の基準と同じ内容を、この条

例についても同じ内容を入れさせていただいたと

いうことでございます。 

 あと１点、今回、知立市公共下水道条例を、知

立市下水道条例というふうで、ちょっと名称を変

えさせていただいております。この中身について

は、都市下水路の構造の基準という部分を項目的

に挙げさせていただいたことによって、これまで

の公共下水道条例と、公共下水道というのは、都

市下水路を一般的には除くという中身でございま

したので、今回この項目を改めて入れさせていた

だいたもんですから、近隣市等の状況も踏まえて、

名称を適正な下水道条例とさせていただいた内容

でございます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 知立市下水道条例というふうに名前が変わった

意味はそこにあるんだということも含めて、今お

話をお聞きしました。 

 都市下水路というものの、今まで、もちろん予

算の中にはそういった事業は出てきていまして、

雨水対策、浸水対策、そういう面での役割を果た

す事業ということで、公共下水道特別会計の中で

やってきていただきましたよね。これが、今まで

基準ということについては、当然国のほうであっ

たわけですよね。都市下水のこの部分については。 

○下水道課長 

 この参酌をさせていただいた基準につきまして

は、政令の中身は、国のほうは変えてはございま

すが、項目的な内容はほぼ同じでございます。で

すので、これまでやってきた私どもの構造基準と

いうのは、この政令の基準に基づいてやってきま

して、今後も条例委任された中身も、これまでの

政令の基準と同じ中身を上げさせていただいてい

ますので、今後も同様に、同じ構造で整備をして

いくということでございます。 

 あと、中島委員の言われた特別会計の中で都市

下水路という中身でございますが、特別会計の中

身については、公共下水道という扱いで、これま

で都市下水路という扱いでやってきた部分につい

ても、公共下水路の認可をいただいて整備した後

には公共下水道という扱いで名称的に変わってい

くと、それは法的な考え方でそういうふうに変わ

っていくということでございますので、特別会計
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で今やろうとしている部分については、基本的に

は公共下水道と。都市下水路という部分について

は、改めて都市下水路という部分を位置づけたと

ころ、都市下水路に位置づけるには、ある程度の

法的な基準がございまして、それに基づく中身に

おいて、その基準をクリアした部分が都市下水路

と位置づけられてございます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 公共下水道事業という１項目しか工事の名前は

ないですもんね。公共下水道会計の中にね。特別

会計の中には、都市下水なんて名前は１回も出て

こない。公共下水道と。だけど、この中身はこう

なんだよということで、一緒に入るわけで、ここ

はだから下水道条例という形の名前にちょっと変

えて、それを含めますということについては少し

わかりやすくなったのかなと思いますが。 

 今までと基準は変わらないというお話がありま

した。今までコンクリート製だと、いろいろ漏水

したり、根っこが入った、不明水が出るもとにな

ったりとかいろんな管の問題点があったし、今は

地震によって支障が出ないようにというのも、こ

こに基準に入っていますよね。地震という言葉も

入ってきておりますが、これはもう今に始まった

ことではない、阪神淡路大震災とかいろいろあっ

た中でこういう問題が入ってきていたのかなと思

いますけども、この辺は都市下水路、公共下水、

両方含めて、その辺は管の基準のポイントについ

ても説明していただけますか。 

○下水道課長 

 耐震に関する基準については、現在、阪神淡路

大震災、それから新潟の中越等であった内容を考

慮して、それに見合う耐震性が出るような構造に

ということで、今現在、主に阪神淡路大震災の対

応できる基準ということで、たしか、私の記憶で

は平成11年度以降についてその基準で対応させて

いただいています。 

 ですので、ここにうたわれている政令の基準が、

今委員が言われる地震の対応が平成11年度以降に

この項目が入ったのかどうかというのは、前から

同じ中身が入っていたかもしれないですが、基準

は別にありますので、その基準については、今現

在は阪神淡路大震災以降の基準でもって対応させ

ていただいています。 

 東日本大震災の中身については、まだしっかり

した明確な基準がたしか示されていなかったとい

うふうに記憶しております。 

 以上でございます。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第25号について、挙手により採決します。 

 議案第25号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第25号 知立

市公共下水道条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第26号 市道路線の認定についての

件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 八橋町109号線についてお尋ねをしたいなとい

うふうに思いますが、これについては、予算のほ

うにも関連のものが出ているかなというふうに思

いますけれども、これについて御説明をいただき
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たいと思います。認定するという、今の段階での

取り組みですね、背景。 

○土木課長 

 八橋町109号線ですけど、都市計画道路、花園

八橋線でございます。 

 これにつきましては、道路整備を目的として市

道認定するというものでございます。 

○中島委員 

 道路整備をもうすぐ始めるということで、もう

調査の予算が出ていますよね、測量とかね。同時

にこれは上げて、同時に出されている、認定して

くださいというふうに出されているわけですが、

八橋の市民農園の真ん中をドンと走るような形の

ことで、豊田のほうへ橋を渡って、逢妻川を渡っ

ていくということで、豊田に結ぶ、そして安城に

も結ぶという説明がありましたけどもね。 

 今、これをどういう計画で取り組んでいこうと

しているのか。その必要性とかいうことについて

も私は聞いておきたいなというふうに思います。 

○都市計画課長 

 花園八橋線でございます。来年度、ここの部分

の測量をかけます。測量をかけるというのは、路

線測量、そしてまた、これは安城市と豊田市と連

携してやっていく事業でございますので、今現在

の予定でございますが、財政状況によってどう変

わるかわかりませんが、豊田市のほうの路線、こ

れは橋を逢妻男川にかけるわけなんですが、まで

来るわけなんですが、そこの部分は、そこまでに

たどり着くというのが、現在では平成29年の予定

をしております。 

 そういったところで、豊田市、そしてまたここ

の部分の知立市、安城の里のほうへ行く部分、こ

れは３市そろってやっていくのが、今のところ計

画では平成29年度に向けて進んでいくというもの

でございます。 

○中島委員 

 橋がかかるというのが平成29年度になりそうと。

それに合わせて、もう道路もつくってしまおうと

いう計画を平成29年度に向けて進めると。そうい

うことですか。 

 安城市、豊田市、知立市と、これは連携して行

うんだと。安城市も豊田市もこの予算をつけてい

ると、今議会で。そういうことですか。測量と。 

○都市計画課長 

 本議会でというところに確認はできておりませ

んが、いずれにしても、同調して安城市のほうも

来年度は測量をかけるという確認はとれています。

ですから、知立市も同じようにして測量をかけて、

安城市と合わせて見ていくと。その先は、豊田市

が平成29年度まで整備していくというところです

ので、この供用に合わせて、現段階ですが、予定

でいくということでございます。 

○中島委員 

 知立市民にとって、これが今必要な道路なんで

すかね。市道認定を行って具体的に取り組んでい

くというんですけども。 

 いわゆる観光道路の少し東側にずっと田んぼが

ある。市民農園もある。そこのところの真ん中を

ズボンと南北に道路をつくるといっていられます。

観光道路があって、知立市はそこからバスを走ら

せて、八橋のかきつばたまつりのときには、たく

さんの方がここを通るわけですけれども、この大

きな通りが今なくたって、観光道路がありますか

らね。知立市にとって何のこれは意味があるのか

なという。 

 私は、今お金がないときに、これおつき合いで

やらなきゃいけないのかどうか。私、大変これは

疑問なんですが。その大きい計画の中で市道認定

だという、これは条例ですけどね、そのために市

道認定をするという条例。入り口はそうなんです

が、その奥は、都市計画道路をだっと豊田市から

安城市へ、これ知立市をかすめて、この部分をか

すめて豊田市から入った道がすっとかすめて、す

ぐ安城市へ行くわけですよ。安城市へ。どうして

これが今必要なのかなという、そういうところが

私は理解できません。それこそお金がないときに

という話が、優先順位なのかと。その辺はどうお

考えなんでしょうか。これ絶対やらなきゃいかん

と、おつき合いなんだといってお祝儀を出すみた

いにこれやらなきゃいけないもんだと、こういう
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ことなんですか。 

○都市計画課長 

 平成29年度までに豊田市のほうが整備してくる

というところでございます。 

 こちらのほうも、三河八橋駅のところが区画整

理事業で進んでいるところでございまして、三河

八橋の駅前が、今市道で、無量寿寺の西側通って

いく道路ですが、あの部分がもうカットされると

いうところになります。 

 安城市、例えば知立市だけができないというふ

うになってきますと、八橋のほうに豊田市のほう

から入ってきた車がどこへ逃げるかというところ

があって、やはりその都市計画道路の整備がされ

ていないと、非常に今の既存の集落に車両が入っ

てきてしまうというところもあって、それはちょ

っとその辺の整備をしないと、この道路の機能が

生かされないという部分もあるもんですから。安

城市の里のほうから入ってきて、それがまたどこ

へ抜けていくかという部分もあるもんですから、

非常に市内、八橋の地区が非常に滞ってしまうと

いうところもあって、その辺は３市そろって道路

の整備をしていきたいという考えでございます。 

○中島委員 

 三河八橋駅の前を区画整理をしているというこ

とは前から知っていますが、今、無量寿寺のすぐ

西側に、三河八橋駅のほうからずっと道路があり

ますよね。それが途絶えちゃうということですか。

何が途絶えちゃうと言いました。何が通れなくな

っちゃうと言いました。この通りがないと困っち

ゃうんだと。その辺ちょっともう少し、再度。 

○都市計画課長 

 少し説明が雑で申しわけございません。 

 この花園八橋線、八橋町109号線、これが豊田

市のほうから来るわけなんですが、今この三河八

橋駅の中で区画整理事業を行っております。 

 豊田市のほうは、ちょっと私詳しくないんで申

しわけないんですが、花園から逢妻橋、この地図

に載っているのは逢妻橋ですから、もう一つ西側

の、駅側の橋、西逢妻橋というんですかね、そこ

のところが区画整理事業によって駅前はロータリ

ーができまして、そこでもう遮断されるわけです

ね。ですから、この無量寿寺のほうに入ってくる、

車両として来ることができなくなるもんですから、

それを駅前から東側に向かってこの八橋町109号

線のほうまで出てきて、この109号線を南下して

通っていくわけです。豊田市のほうから来る車が

ですね。 

 ですから、この部分は知立市において整備をし

て、そしてそれが安城の里のほうへ行く。あとは

来迎寺のほうですかね。観光道路、あそこへ入っ

ていくというような形になります。 

○中島委員 

 いや、三河八橋の駅前の道で、真っすぐ西逢妻

橋へ通って、かきつばたの観光客の方が見えます

よね。それが通れなくなってしまうということで

すか。通れないんですか。車ではもう通れなくな

るということですか。そんな、主権を脅かすよう

なことやめてくださいよ。知立市とつながってい

る道路なんだから。通れなくなっちゃうんですか、

本当に。抗議しなきゃいかんよね、そんなこと。 

 どうなるんですか。西逢妻橋を通って、三河八

橋駅のほうへは行けないんですか。知立駅のロー

タリー、東西をとめちゃうよみたいな話がここに

あるんですか。 

○都市計画課長 

 少しこの花園のほうの区画整理事業の進捗状況

と、私はちょっとしっかりと把握していないんで

申しわけないんですけども、この区画整理事業の

中のこの駅の前のロータリーはロータリーができ

るもんですから、そこでカットすると。それから

南におりてくる道路はカットされるというお話を

私は聞いております。 

 そういったところから、この道路へのアクセス

ができなくなるもんで、100％アクセスできなく

なるのかというところもあるんですが、その部分

はカットされるもんですから、こちらの八橋町

109号線のほうに来ていただいて、これを南下し

てきていただくという形態になります。 

○中島委員 

 逢妻橋は、車が通るとかそういう感じじゃない
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ですよね。現在ね。車がどんどん通るのは、西逢

妻橋ですよね。それはもう通れなくなると。そん

なばかな。そういうのは、議論があってオーケー

ですよと。ここはもう通れなくなってもいいよと。

こっちをつくるからもう要らないよというふうな

合意というのを、知立市がゴーサインを出したん

ですか。どこの段階で出したんですか、そんなこ

と。 

 これ、知立の市道。ここは県なんですかね、こ

の道は。西逢妻橋のところからずっと来迎寺へ行

く道はどうなっているんですか。市道でしょう。

ここは市道を変えなきゃいかんということになる

わけね。終点はここで同じか。だけど、その市道

は行きどまり市道になりますよね。その向こうに

は、もう豊田市のほうには行けない市道になっち

ゃうわけね。変な話ですよね、それは。車が行き

来しない道路になってしまうと。 

 歩いては来られるんですかね。三河八橋駅でお

りて、観光客がずっと歩いて八橋へ見えますよ。

あそこでおりて。そういうようなものは確保され

るということなんですか、それだけは。いかがで

すか。知立市にとって随分影響することですよね、

これは。 

○都市整備部長 

 今、花園地区の区画整理の図面を持っておりま

せんので、詳細なところは私の記憶の中だけでち

ょっとお答えをさせていただくことになりますけ

ども。 

 もともと、いろいろ豊田の花園地区で区画整理

事業を施行するという中で、鉄道を挙げて全体的

なまちづくりをしたいという中で、三河八橋駅に

ついても駅前広場を整備していきたいということ

で、強いては、当然今の現道部分が支障になると、

駅前広場をつくればということで、今の現在の知

立市の市道をどう処理するかという中で、駅前広

場にそのまま入れてほしいという要望も差し上げ

たわけですけども、これは公安委員会の中で協議

整わなかったということで、行きどまりというこ

とではございませんが、駅前広場を直接入れませ

んので、それを迂回するような形で、豊田市の、

逆に言うと、方向でいうと北方向に接続はできて

いるわけです。だから行きどまりになっちゃうと

いうことではないんですが、現在のような、いわ

ゆる交通量をはけるだけの道路形態にはならない

ということですので、いわゆる今の現状の車が、

形態の交通量が流れますとボトルネックになって、

かなりの渋滞といいますか、支障が出るというこ

とでございまして、全体の豊田市の花園地区の区

画整理のまちづくりとあわせて今、花園八橋線と

いうのを計画をさせていただいたわけですが、豊

田市は、花園八橋線から三河八橋駅へアクセスす

るようなメーン道路を計画をしておりまして、基

本的には花園八橋線から三河八橋駅に車を入れて

いこうという考え方で、歩行者については、当然

今の現道ございますので、従来の流れというのは

カットされるわけでございませんので、当然、三

河八橋駅から無量寿寺に行く歩行者の流れという

のは確保されておりますので、今より安全に通行

できる形態になるということでございます。 

○中島委員 

 より安全になるなんてことは、わかりませんよ

ね。車も通るわけでしょう。駅前広場をくねくね

くねとよけながら、一応道路は確保されると。車

道も。でしょう。だから、よりよくなんてことは

ないと思いますけど、私は。少なくなるだろうと

いうことで言っているのかもわかりませんけどね。 

 これは、橋は誰がつくるんですか。どこの市が

つくるんですか。 

○都市計画課長 

 これは、負担としては２分の１ずつの負担にな

りますが、現状では豊田市にお願いして、我々は

２分の１の工事費、負担をしていくという、豊田

市のほうに２分の１の負担金を払うというとこで

す。 

○中島委員 

 負担するということじゃないですか。施工は豊

田市側でやるけども、２分の１は知立市が持ちな

さいでしょう。これは豊田市のためにつくるよう

なもんですよね。今のままでも全然構わないです

よね、知立市は。安城市へ抜ける、この豊田市か
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ら安城市へスーと抜けて、トヨタ系の方々が今で

もいろいろ通っていかれますけども、そういう

方々がスーと通れるような道を、豊田市につなが

る道を安城市から、ここを、知立市の土地をどう

ぞお通りくださいという感じでつくるわけでしょ

う、これ。じゃないですか。知立市の人の利便性

が、そんなに大きいですかね、これ。２分の１の

負担もやめてほしいですね、本当は。全部豊田市

で持っていただくか、安城市と豊田市で持ってい

ただいてもいいぐらいですよね、これ。理屈上は

そうはならないというふうに言われるかもわかり

ませんけど。両方にかかっているのは半分ずつだ

よというのは、負担金を出し合って半分ずつだよ

ということになっていますけど、今までの慣例で。

しかし、これは知立市のためにつくる道路とはと

ても思えないんですよね。どうです、その辺は。 

 そんな、今やっていく、平成29年たらすごく早

いですよね。駅は、まだえっさか、えっさか、え

っさかとやっている最中に、ここにバーンという

道路ができたねなんて、誰が喜ぶんですか。お金

がないという中でですね。 

 これは、知立市がちょっと待ってくれと言えな

いんですか。いかがですか。 

○都市整備部長 

 道路は、１市町村の中で完結するという道路で

あれば、そういった中で対応はできるわけですが、

広域的なそれぞれの市の中に役割もあるわけです。

そういう中でこの道路が必要であろうということ

で、過去に３者で協議した中で、都市計画に位置

づけて段階的に整備をしていこうということで、

これまで進めてきたわけでございます。 

 知立市に、じゃあこの道路どんな役割があるの

か、知立市にとってという視点の話でございます

が、確かにもっと急がなきゃいけない道路整備も

ございます。例えば駒場牛田線とか、そういった

路線もあるわけでございますが、いわゆる郊外地

域の道路の中心部の道路整備とバランスを見なが

ら、やはり段階的に整備をしていかなきゃいけな

い。そういう中で、トータルの中で整備をしてい

くという位置づけはされているわけでございまし

て、ほかの駒場牛田線とか、そういった路線の整

備を集中すべきだという考え方もございますが、

現状として、まだなかなか整備に手が出せないと

いうこともございますので、やはり北部地域の街

路整備の一環という視点の中と、それから、現在、

東西方向で整備をしました八橋里線、これ区画整

理の中を整備をさせていただきましたが、これの

道路機能のさらなる拡大ということも含めて、こ

の八橋花園線との連絡を図っていくということの

中で、知立市の北部地域、特に八橋地域の市外と

の連絡性、それと、逆に八橋地域の中への通過交

通の排除ということもやはり期待できるというふ

うに思っておりますし、また将来的な市域のつな

がりというところについても増強してくるという

ふうに思っております。 

 そういう中で、知立市の状況の中で、他市の状

況が進んでおってもというような御視点でござい

ますけど、やはりここは知立市としても広域的な

役割というのもございますので、豊田市、安城市

との連携を図っていかざるを得ないというふうに

私のほうは考えております。 

○中島委員 

 衣豊線がまずは南北であって、側道を上手に使

えるようになって、八橋の方たちも随分よくなっ

たねという話はありますよね。この辺は衣豊線か

らちょっと離れるといえば、離れますけどもね。

そんなにすごい離れているわけではないですよね。 

 今、通過交通が少なくなって、地域の方にいい

じゃないかと言われておりますが、ここの通過交

通というのはどのぐらいあるんですか。そんなに

いっぱいいっぱいあるんですか。あの八橋の南北

のこの市道ですね。西逢妻橋を通っていく。その

先がどうかなっちゃうからやるということはある

んであって、今の話でいうと。通過交通が多いか

ら、よけなければここが渋滞してもうあっぷあっ

ぷなんだから欲しいんだという、そういうふうに

はとても思えないんですけど、どうですか。 

○都市整備部長 

 いわゆる交通安全という問題も含めて、渋滞と

いう状況、そういった部分の解消も期待できます
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けども、交通安全という部分の中で、やはり一定

の現在の道路形態に見合った交通量に落としてい

くということが安全につながっていくんではない

かなと思っております。 

○中島委員 

 これは予算審議のほうでやったほうがいいこと

なのかなと思いますけど。でも、こういう前提で

市道認定してくださいということについていうと、

私は今、同意できませんね。そんな合意ができて

いるのかと。 

 八橋の地域では、もうこういう話は、市長の地

元ですからということでやってみえて、皆さんが

歓迎してみえるということなんでしょうか。 

 市長、いかがですか。 

○林市長 

 この八橋の地域の皆様方のあれは、よく私わか

らないんですけれども、私もこの見積もりは予算

編成の中で出てきたときに、やはり中島委員と同

じような疑問を感じたわけでございます。 

 一つは、花園の区画整理がかなり進んできます。

里のほうの区画整理やられて、道路走ってきます。

そうすると、やはり花園から道路が来る、それで

里町から道路が来る。そうすると、知立に道路つ

くっていないと、今、都市整備部長申し上げまし

たように、本当に今でも御案内かと思うんですけ

ども、田んぼの中を車が走り回っているんですね。 

 私は、そうすると、この花園から来る車、里か

ら来る車が知立市だけしっかりできていないと、

ここの車どこへ行っちゃうんだろうと考えると、

私はちょっと、ああ、厳しいなという思いがござ

いました。 

 中島委員、全然メリットがないと言われるんで

すけども、今申し上げましたように、もうその車

が今乱雑に田んぼの中に入ってくるんですけども、

それがもうかなり規則正しく流れていくというこ

とと、西逢妻橋の歩行者、かなり歩いてきます。

この前というか、大分前に歩道をつけていただき

ました。西逢妻橋にですね。今でも片方しかつい

ていませんので、カニのように歩いている方が多

いですね。通勤、朝晩なんかね。ですから、そう

いったことはかなり私は減少されるのかな、そう

いったこと、安全対策ではメリットも出てくるの

かなという思いが。 

 いずれにしましても、今回調査費つけていくん

ですけれども、工事をやっていくという実予算は、

やはり優先順位としたら、かなりこちらのほうも

やらないかん事業なんですけれども、やはりその

あたりは、工事をやるときにはほかの優先順位を

見ながら進めていくということは、今の段階では

私考えております。 

○中島委員 

 田んぼの中の道を走っているのは、夕方も、私

も市民農園のほうへ行きますと見ますけど、みん

な迂回して、わざわざ何の信号もない道を選んで

来ているという感じなんですよね。だから、もち

ろんこの通りができれば、そこに吸い込まれると

いうのあるかもしれないですけど、今も信号のな

い田んぼ道はいいなという感じでビュンビュン走

っているという、そんな感じが見受けられます。 

 安城市の方たちが豊田市に行くのに便利になる

というのは、確かにそのとおりかもしれませんよ

ね。住宅のほうに入ってこないから安全でいいな

ということかもしれませんが、知立市が大変お金

を投じて、そういう通過交通のために、この田ん

ぼの中をやってあげなきゃいけないのかなという

のは疑問に感じます。 

 これ、もし今まだ予算でいろいろ測定したりな

のでわかりませんが、もしつくるとしたら、幾ら

ぐらいかかる。これ延長、今、ここ市道認定ここ

だけですけども、この先も市道認定しないといけ

ないということかな。その道路をつくるには。八

橋じゃなくて、里線。安城の里線の道のほうにつ

ながっていくのか、あれが延長して、ここでどっ

かでドッキングして、安城市のほうへ抜けていく

と。大きな計画道路のあの地図では、ちょっと見

ましたけどね。 

 知立市内では、どのぐらいの距離を必要とする

のか。市道認定はここで終わっているけども、こ

れでいいのか。その点はどうなんですか。 

○都市計画課長 
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 今、花園八橋線の計画でございますが、延長は、

先ほど490メートルというふうに載っていたかと

思いますが。490メートル。 

 ごめんなさい、距離がないですね。長さが、延

長が490メートル、幅員が16メートルでございま

す。総事業費は５億円というところでございます。 

 今回が、全延長が490メートルですので、全延

長490メートルです。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後２時56分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後３時04分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第26号について、挙手により採決します。 

 議案第26号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第26号 市道

路線の認定についての件は、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 次に、議案第27号 平成24年度知立市一般会計

補正予算（第５号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 簡単に聞きたいなと思いますが、才兼池の補正

で、補正予算の67ページ、才兼池整備基本設計委

託料ですね。840万円の予算の中で、145万円の減

額と。 

 差益かなというふうに思いますけれども、その

点と、もう完全にまとまったものができたのか伺

います。 

○都市計画課長 

 この金額というのは、おっしゃいますとおり、

差金でございます。 

 今どのようにまとまったのかというところで、

現段階でどういったものの形になるのかとか、コ

ンセプトだとか、そういったもの、成果としてい

ただいております。 

○中島委員 

 それは図になっているんですか。図になってい

る。それはもう配られましたか。まだですよね。 

○都市計画課長 

 まだ工期的に間がないものですから、その辺は、

まだ委員の方々までというふうにはいっておりま

せん。お配りして、まだおりません。 

○中島委員 

 年度末になりますので、この辺は早く出してい

ただけたらなというふうに思います。 

 これも、ポケットパークなどはできていてあれ

ですけども、ここの整備計画、池の周りずっと遊

歩道という形ですよね。これについては、具体的

に早くやっていくのか、ちょっと待ってという、

どういう計画で進めようとしているのか中身を教

えてほしいんですけども。これもいろいろ優先順

位ということあると思うんですけども、これを基

本設計をつくったということは、もう、すぐ実施

設計に入っていくと、こういう流れでしょうか。 

○都市計画課長 

 今、絵としての基本的な計画設計というものを

立ち上げたというか、製作をさせていただきまし

た。次年度にすぐ工事を着工するかというところ

は、ちょっと今の計画では平成26年度から、平成
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26年、平成27年というぐあいで現場のほうを着手

していくという計画でございます。 

○中島委員 

 ということは、実施設計をすぐしてそうなると

いうことですか。今回、実施設計の予算があった

かしら。ないよね。平成26年、平成27年のところ

でそれをはめるということですか。 

○都市計画課長 

 基本的な設計、計画を策定させていただきまし

たもんですから、今後、実施的な設計は今後にな

ります。ということからすれば１年あきますけど

も、平成26年度から早ければ実施設計をしていく

という形でございます。 

○中島委員 

 北部のほうがなかなかいろんな手が入らないと

いうことからすると、喜ばれるということもある

かなと思いますが、それこそ、ここのところは池

の周りの整備ということですが、緑地、先ほどの

都市公園とかいろんな形の公園の位置づけ、緑地

ということでの対象になるものになるのかどうか。 

○都市計画課長 

 ちょっとその前に、申しわけございません。完

了年度が平成27年と私申し上げましたが、平成28

年、１年ちょっとスライドをしていただきたいと

思います。平成26年が実施設計、２カ年をかけて

現場を入っていくと。平成28年までです。済みま

せん。 

 ということで、周りの整備でございますが、基

本的には周りを散策できるように、そういった沿

路的な整備をさせていただきまして、西側のほう、

酒屋から北のほうへ上がっていくあの信号機のあ

るところですね、信号機のあるところから北の部

分、そちらのほうは少し敷地に余裕があるもんで

すから、あのあたりを少し整備をさせていただき

まして、木を植えるなりして、沿路等で下までお

りていく、階段等を設けると、そういったような

あとは整備をさせていただきまして、あずまやだ

とか、修景的な休養施設ですかね、そういったベ

ンチを置いたりだとか、そういったような。あと

は、水辺のほうへ少しでも触れ合えたらいいなと

いうところで、親水的なものも少し、護岸とか階

段とか、そういったものを。安全対策もあるもん

ですから、その辺もまた、今後地元のほうの方た

ちと調整をしながら十分対応していきたいと思っ

ております。 

 都市公園のカウントはやっていく予定でいます。 

○中島委員 

 そうすると、都市公園が少しふえるということ

になりますが、これで全体としては何平方メート

ルというのがそうなりそうなんですか。何ヘクタ

ールというふうに言ったほうがいいのかしら。 

 先ほどの都市公園、0.25ヘクタールなのか、

1,000平方メートルなのか、あれですけども。 

 公園という形の位置づけにし、緑地ですね、緑

地ということであそこに１つできると。それは望

ましいことかもしれませんのでね。どのぐらいふ

えるんですか。 

○都市計画課長 

 ヘクタールでいうと、0.05弱ぐらい、４か５ぐ

らいになると思います、ヘクタール。 

 ごめんなさい。平方メートルでやっているんで、

0.07平方メートルぐらいですかね。 

 5,000平方メートルとして、掛ける。わずかな

ものですね。ごめんなさい、１人当たりじゃなく

て、済みません、才兼池の面積でよろしいですね。

ちょっと今、手元に持ち合わせしていないんで。 

 ちょっとはっきりまたお教えしますけど、

4,000平方メートルぐらいじゃないかなというふ

うに思っております。 

○中島委員 

 4,000平方メートルね。0.4ヘクタールというこ

とかな。0.4ヘクタール。それはそれで知立市の

緑地が拡大されるという意味で、今あそこに一番

望まれていたかどうか、それはちょっとわかりま

せんけども、今やりかかった、駒牛線をつくった、

そういう中での一環でこれがずっと出てきたとい

うことですのでね。そういうふうで進めていくと

いうことでわかりました。 

 大至急、地図については議会のほうにお示しを

いただきたいというふうに思います。 
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 才兼池のすぐほとりが、ミニバスのバス停がご

ざいます。ベンチもあります。あそこは、ちょっ

と吹きさらしになっちゃうとこだもんだから、ち

ょっと大変だなと思うところもあるんですが。あ

そこには屋根をつけてあげたらいいのになと私は

思うんですが。こういった一体的な整備というこ

とにもあわせて、ミニバス、今後ベンチをずっと

拡大していくという方針で予算のほうには出てお

りますけれども、あそこの部分については、結構

市営住宅のほうからとか歩いていって、あそこで

待たれる。結構風も通るとこなんですが、雨も風

もとなってくるところなんで、ポツンとしている

とこなので、屋根をあそこにはつけて差し上げた

らどうかなということを思います。この一体的な

ポケットパークから、この才兼池の遊歩道からと

いうことになれば、多くの方がまた利用されるか

もしれないバス停ですよね。そういう点では、そ

ういった計画もあわせて考案していっていただき

たいなというふうに思うわけですけれども、その

点お願いします。 

○まちづくり課長 

 御提案のバス停、屋根でございますけども、正

直申しまして、次のステップかなと思っておりま

す。現在のところは、必要なバス停ベンチのほう

に予算をつけていただきたいと思っておりまして、

また、そういった必要性のあるところもたくさん

あるかと思いますので、その辺の調査から始めて

いきたいと思っております。 

○中島委員 

 要望はさせていただいておきますね。 

 それから、次に山町の土地区画整理事業は、組

合設立ならずで500万円減額ということで、来年

度、新年予算、ちょっと比較すれば、今度は446

万9,000円ということで、少し縮小という方向で

す。 

 これは、設立する費用ということで、補助金で

すけれども、地区除外を少ししていくというよう

なことと関連して、これは費用も減っていくのか

なという感じがしたんですが。 

 この補助金の基準というのはどういうふうにな

ってやっているんでしょうか。 

○まちづくり課長 

 ただいまの質問は、新年度予算にかかることで

ございましょうかと思うんですけど、確かに今年

度計上させていただきました500万円につきまし

ては、組合設立にならなかった等とがございまし

て皆減させていただきます。 

 しかし、地域の皆様及び私どもも、必ずあの地

域については区画整理必要地区と思っております

ので、粘り強くやっていきたいと今でも思ってお

ります。 

 御質問の来年度の見込みというんですか、そう

いったことでの回答で。 

○中島委員 

 本会議でも、何とかして続けたいということは

答弁されておりまして、また、私もやっていただ

きたいというふうには思っております。ただし、

住民の合意がなければできないということで長引

いているのが実態だということですよね。ですか

ら、地区除外をしてでもというようなこと、地区

除外というか、同意できない方について、強引に

網をかぶせていくということは無理かなというふ

うに思いますので、その辺を上手に調整しながら、

少し除外する形ででもというふうに答弁があった

と思うんですよ。 

 だから、それで500万円が少し減ったなという

こと、この区画整理の対象の面積やらなんかでこ

の補助金の金額を決めているんですかということ

をちょっと聞かせていただいているんですが。規

模が小さくなると、これが小さくなると。 

○まちづくり課長 

 今の回答にはちょっと違っちゃう回答になるん

ですけど、山町につきましては、今後は、中島委

員おっしゃるとおり、現在の線形区画区域を変え

ていかなきゃいけないと、そういった修正区画整

理の設計等で使う金でございまして、そういうこ

とで。 

○中島委員 

 組合設立のための補助金ということで言われた

ので、その中身としては、そういう設計をつくる
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という意味でそのお金は使われるということなん

ですね。それが中心と。 

 だったら、500万円減ったので、また500万円か

なと思っていたら、そうじゃないので、その辺は

どうなのかなと感じたわけで。設計図を描くなら

同じじゃないかということを思ったので、ちょっ

と疑問の点を聞かせていただいたということなん

ですがね。特にざっくりとした金額だということ

ですか、これは。 

○まちづくり課長 

 申しわけございません。ちょっと私のとり方が

間違っておりまして。平成24年度は、組合が設立

された後の補助金というふうの予算でございまし

た。これが組合を設立できなかったので皆減させ

ていただきたいというのが今回の補正でございま

して、平成25年度は今の設計ではだめなもんです

から、補助金ではなくして、事業認可のための図

面づくり、こういったことで使わせていただくと

いうことで、ちょっと違っておりまして申しわけ

ないです。 

○中島委員 

 わかりました。私も十分理解していないところ

があって申しわけなかったんですね。 

 じゃあ設立のための補助金は、今回、前回、来

年度はまたそれはつけないと。市側として設計図

をつくるだけだよという、そういうことで出てい

る。似たような金額でしたけれども、そういうこ

とだということですよね。まだ設計図を描いて、

その後、地域住民に諮っていくという段取りを踏

んでいくということですね。わかりました。 

 本当にミニ区画整理にしようという話になって

から長いもんですからね。でも強引には行けない

し、難しいところですけども、どんどん道路など

が問題になっているところも含めて対応がしにく

くなっているわけで、成就していくために、これ

はやっていただきたいなというふうに思います。 

 あと、連立関係では、立体交差の関連事業とし

ては、全部これはできなかったよというようなこ

とで、付替側道用地購入費とか、補償とか、その

辺が全部削減をされているわけですけども、この

付替側道用地の購入費として出ているんですけど

も、削減ですけども、これは何平方メートルぐら

い用地を買おうとしていたものだったんでしょう

か。 

○都市開発課長 

 駅東の本線の北側、市道新富11号という路線で

ございます。これは、鉄道用地がほんの少しかか

りますが、あと、道路用地としては162平方メー

トルです。 

 今年度、そのうちの30.54平方メートルを契約

することにしておりますが、実は、まだ共有でご

ざいまして、そのうちの一部からまだ契約をいた

だいておりませんので、まだ完結しておりません。 

○中島委員 

 これもなかなか相手のあることなので難しいと

いうこともわかりますし、側道が少し北に、そこ

にかかってしまうというようなことで買わなきゃ

ならないわけですけれども、これ、小さい駐車場

のところですかね、この30.何平方メートルとい

うのは。そこじゃないのね。これは１軒のお宅。 

○都市開発課長 

 今回対象としておりますのは、一番豊橋方にあ

ります白っぽいお店ですね。その建物、それから

入居者と底地、その契約でございます。 

○中島委員 

 これは、また来年度に持ち越して交渉していく

と、こういうことになるわけですよね。 

 まだ連立の側道の用地ということであって、こ

れはまだ、もちろん進めていかなきゃならないわ

けですけれども、仮線をつくるだとか、そういう

具体的な工事という意味では、直接的にまだ支障

がない範囲ということでよろしいですか。 

○都市開発課長 

 支障がないわけでありません。本線工事にかか

りますと、どうしても今の該当する路線が支障に

なりますので、高架工事に入る前に道路をつけか

える必要があります。ですから、高架工事の前に

は道路をつけかえるということになります。 

○中島委員 

 であるならば、より一層話し合いをしてという
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ことになるわけですけどね。その辺は相手のある

ことということで、それは、市の担当者が独自に

いくのか、県も一緒に行くのか。どういう形で交

渉は進めていらっしゃるんですか。 

○都市開発課長 

 愛知県も同行しております。知立市も同時に、

一緒に行って交渉をしております。 

○中島委員 

 わかりました。全体のいろんな事業を進めてい

く上で、用地を出していただくということは、相

手にとっては本当に大変なことであろうと、協力

していただくことは当たり前という態度では当然

いけないということで、その辺は配慮しながら進

めていっていただきたいなというふうに思います。 

 それから、ちょっと今度は耐震改修のことです

けれども、今回の執行率ということで見ますと、

促進事業全体では47.7％程度ですかね。耐震改修

事業そのものでいうと、40％ぐらいということで、

大分の減額があるということですね、現状ね。そ

のようなパーセントでよかったですかね。 

○建築課長 

 パーセントでちょっと出しておりませんけど、

当初、耐震改修、民間木造耐震改修のほうは、当

初20戸を予定しておりましたけど、今回は15軒と

いうことで、残りについてはもう執行できないと

いうことに今現在はなっております。ただ、予算

書つくったときとタイムラグがありますので、２

軒分はここに載っている状態でございます。また、

これは決算で切るという話になります。 

○中島委員 

 ２軒分は、まだ予算上残しておいたけど、申請

がないということで、それもまた最後の補正で切

るということなわけですね。 

 やっぱり、いよいよ補助金の金額を上げる議論

というものがどうしても必要かなというふうに思

うんですね。県のほうが、南海トラフということ

になってくると95％、木造住宅の、全住宅ですか

ね、95％の耐震化率を目指せということになって

くると、こうやって予算を残していくぐらいなら、

ちょっと追加して早くやってもらう人をふやすと

いう考えもいいんではないかなというふうに思う

んですね。何回も議論されていることなんですけ

ども、追加予算でやれという話ではないので、あ

る範囲の中でやっていくということですので、そ

れだけは許容範囲なんだから、もう少し上げても

いいんではないかと、そういうことを思います。 

 緊急の国の補助がついたときには、余分につい

た30万円ついたときには、一般でやっていたとき

よりもぐっと上がって、35軒も受けたと。７軒ぐ

らいしか改修していないのが、一挙に35軒とか、

そういう形で出てきましたよね。 

 ですから、ぜひともそういった補助をやはりふ

やして、いつ何どき来るかわからないという。そ

れに間に合わなきゃ意味がないわけで、公平性だ、

何だかんだと言っていると、どんどん危険度が残

したまま日がたっていくということですので、ど

っかで踏ん切りつけないといけないんではないか

というふうに思いますが、いかがですか。 

○建築課長 

 毎年予算をつけていただきまして、満額でやれ

ると一番いいわけですけど、なかなかまちづくり

勉強会だとか、それから耐震診断を経ての耐震改

修ということで、ダイレクトメール等と、それか

ら広報を使ってのＰＲの補助金の内容を周知した

り、いろいろやっているわけですけど、なかなか

進んでこないというのが現状でございます。 

 前回、１戸当たり85万円のときに30万円、定額

で補助ということでやらせてもらったときには、

確かに委員言われるように、その年は46軒でした

かね、応募はもう少しあったわけですけど、辞退

された方も15軒ばかあったわけですけど、やっぱ

り補助金の効果はあるのかなということは感じて

おります。 

○中島委員 

 そうですね。49軒、全体でいうと、いろんなマ

ンションとか木造、非木造、簡易ですね、簡易を

含めてということで実績がその年は49軒もあった

と。平成24年度では21軒と。今年度は、申請がも

う終わったので閉じましたよという段階では何軒

なんですか、今年度は。 
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○建築課長 

 今年度、もう既に閉じておりまして、ちょっと

発表させていただきます。 

 木造改修の実績が15軒、それから木造解体実績

が１軒、非木造の改修実績が１棟で、これは32戸

あります。それから、簡易改修実績が１軒、シェ

ルターが３軒。全部合計しまして、改修の実績が

一応21軒とカウントしております。 

○中島委員 

 やっぱり半分ぐらいになってしまっている実績

からいうと、少しは誘導策ということで、補助金

のアップというのが大きく響くんではないかなと

いう、効果を上げるんではないかなというふうに

思いますので、ぜひこれについては具体的に検討

をして、補助金のアップという点でやってほしい

なと思います。 

 95％という目標は大変大きいですよね。95％。

でも、そのぐらいやっぱり命を守ろうということ

でやられる計画、目標ということで県が出してき

ている数字なので、それについてはやはり真摯に

受けとめて、やれるところまでやればいいわとい

う、そういう関係ではないということで受けとめ

ていくべきではないかなというふうに思いますが、

いかがです。もう一度。 

○建築課長 

 補助金の関係につきましては、国のほうも補助

金が今の、前回とは違うんですけど、30万円とい

うことで、国が30万円、市が15万円という、そう

いうメニューがございます。これが使えるのかど

うかということで今検討しておりますので、なる

べくやっていきたいなという方向では考えており

ます。 

 現在、市のほうでやっているのが、90万円が補

助がついておりまして、10万円は市の持ち出しと

いう格好で、合計100万円ということなんですが、

もしこの方法が使えれば、90万円に30万円足すと

いうことで、120万円までいけるのかなというこ

とです。これはまだ詰めてはおりませんので、今

後詰めたいと思います。 

○中島委員 

 国も動くべきですよね。もっともっとね。国の

ほうの政策として、東日本大変だったということ

があるわけですから、市ばっかりがというんじゃ

なくて、この間、国がボンとつけて、30万つけて

いただいたように、それが一時的なものじゃなく、

経常的につけるというような方向に持っていって

いただければ、市も助かりますし、市民ももっと

たくさんの補助金で受けられるということにもな

りますので、これも他市やら県やらというところ

の連動した上への意見書といいますか、そういっ

たこともどんどんやる必要があるかなというふう

に思いますけれども、その点どうなんでしょう。 

 県のほうは、全県的な耐震の進みぐあいという

ものをどういうふうに把握して、進めるためには

どうしようかというような、何かそういった方針

もあわせて出しているんでしょうか。95％という

目標だけど、高い目標だけは出しましたけども、

それを推進するための計画ということでは、補助

体制について新しい方向を出しているんですかね。

また、国にもっと意見を上げていくという、両方

をやらなきゃいけないと思うんですが、その点、

私、最後に伺っておきます。 

○建築課長 

 県のほうもそういう耐震化を進めようというこ

とで、施策的には、知立市は既に行っているわけ

ですけど、シェルターについても補助を出すよう

なことを今進めているようです。 

 それから、簡易耐震については、今までやって

いた人が新しく一般的な改修を行う場合は、その

差額分を補助しようという段階的な補助も考えて

いるようでございます。 

 したがいまして、やれる方法は、知立市は今の

ところシェルターもやっているし、簡易耐震もや

っているということですので、ちょっと今のとこ

ろ、こういう状態で今進めていくしかないのかな

ということでございます。 

○中島委員 

 県も少しずつシェルターだとか簡易のあれにつ

いての補助を出すよということでやり始めている

ということですが、国へももっと上げていくとい
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うことも県と一緒になってやるべきじゃないかと

いうふうに思います。 

 これは市長、大変大きな安全・安心の問題とい

うことでは全国版の問題でありまして、市長会等

で、当然こういった国の補助の増額というものを

求める、そんなこともやってみえるのではないか

なと思いますけど、どうですか。 

○林市長 

 この家屋の耐震化は、私、記憶の中では、全国

市長会の中でも、市長会から国のほうへ要望とい

うのは出ていたかなというふうに思っております

が、また再度、県、また国のほうに機会を捉えて

行ってきたいなと思っております。 

○川合委員長 

 ほかに質疑は。 

○三浦委員 

 失礼します。 

 中島委員から、山の区画整理の話が出ましたの

で、関連して少しだけ聞きたいと思います。 

 なかなか山の区画整理が進まないという話であ

ります。私も前の資料を見ているんですけど、平

成22年に聞いたときに、地権者が60名から28名に

なったということであります。現在は、地権者何

名なんでしょうか。 

○まちづくり課長 

 現在は30名です。 

○三浦委員 

 じゃあそんなに変わっていないというか、ふえ

ていますね。28名。 

 去年は、その組合設立をしようとして、できな

かったということで、500万円がそのままという

ことであります。これ、組合はまだできていない

んですよね。この地権者30名の中で、市も土地を

持っているんですよね。 

○まちづくり課長 

 はい。5,000平方メートル強、市の土地がござ

います。 

○三浦委員 

 多分２番目の地権者ぐらいの広さを持っている

と聞いたんですけど。 

 なかなか、今言ったミニ開発とかして進まない

というのが実態で、今年度、設計ですね。設計の

修正だとか、事業設計の修正及び認可申請という

ことで進めていくということなんですけど、どう

なんでしょうね。この先、可能性はあるんですか

ね、組合設立の。 

○まちづくり課長 

 現況でございますが、住民、役員たちと協議を

重ねている中で、反対者の方、言いかえれば、も

う既に土地利用されている方を除いて、もう少し

またエリアを見直してということで考えておりま

して、面積につきましては、現在まだ協議は確定

じゃないんですけども、3.1ヘクタールから2.7ヘ

クタールぐらいということで検討していく予定で

ございます。 

○三浦委員 

 範囲を狭めてでも進めていこうという話だと思

うんですが、ちょっと地権者の話を聞いてみても、

なかなかまとまりそうにないなというふうに思う

んですけど。 

 ここは管轄違いますけど、通学路もこの中に入

っていましたかね。竜北の通学路。 

○まちづくり課長 

 はい。国１の地下道から竜北中学校のほうへ抜

ける道がそこを通りますけども、そこの路線につ

きましては、特にちょっと難航しているところで

ございます。 

○三浦委員 

 その通学路の件も前から出ていて、なかなか進

まない。子供たちの安全がなかなか確保できない

ということも聞いていますし、市がそれだけ土地

持っている権利者の１人ということでありますの

で、このままこの組合施行で区画整理が進んでい

くのかなということで、思い切って市施行ぐらい

やったらどうか、それぐらいちょっと思うんです

けど、どうなんでしょうね。 

○都市整備部長 

 組合施行、市施行、２つの区画整理の手法はあ

るわけでございますけども、私どもとしては、今

の地域の状況の中で、また事業の規模、そういっ
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たところからしますと、組合施行、地域の方がや

はりまちづくりに参加をしていただきたいという

ことでやっていただきたいなと思っとるわけです

けど。 

 ただ、これはやはり根底に地権者の方の理解と

いうことが必要ですので、市がやったら強制的に

できるというもんでもございませんので、やはり

関係者の理解というのが前提にあるということだ

けは私どもも念頭に置いておりますので、その中

で、組合施行ではどうしても規模的に難しいとか、

そういう場合は市施行でという選択肢もあるわけ

ですが、現状の山地区ですと、なかなか市施行、

市に土地があるからといっても、それはなかなか

難しいんではないのかなと思っております。 

○三浦委員 

 組合の方たちの話し合いが進まないというのは、

いろんな理由があるかと思うんですけど、私が聞

く中では、市のほうが主になって少し強行的にや

っていかないと、この話は進まないんじゃないか

と、それぐらいのことをちょっと聞いていますの

で、この先本当にまとまるのかなということが一

番心配でありまして、市のほうもこれは絶対進め

たいという区画整理だったら、それも一回ちょっ

と一つ考えるべきかなと、それ思っています。な

かなか組合施行を市施行で行ったら難しいかと思

いますが。 

 今後の予定といいますか、どのような形で今後

進めていくのか。それだけ聞いて終わりたいと思

います。 

○まちづくり課長 

 来年度、地域等の区域等を見直しました図面づ

くりをいたしまして、それから組合設立というこ

とを目指していきたいと思います。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○永田委員 

 少しだけちょっと教えてください。 

 先ほど中島委員からもお話がありましたけども、

連続立体交差事業の付替側道用地購入費の2,400

万円でございます。 

 これ、先ほど答弁では、駅東の新富の鉄道用地

だということで、162平方メートルのところで、

その線路が一部かかるところということで、白い

建物のところであると。そこは、土地の所有者と、

建物の所有者と、賃貸の借りている所有者という

形の説明だと思いましたけども、この用地買収の

用地補償額というのはどういった算出形態になっ

ているのか、ちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

○都市開発課長 

 もともと鉄道高架による支障物件ということで、

愛知県のほうが土地単価も算定し、物件調査も行

っておりまして、市のほうは、愛知県から提出い

ただいたその金額に従って交渉を進めております。 

○永田委員 

 そこの、あとは残りはその白い建物のところだ

けというところでよろしいですかね。あそこは、

たしか120平方メートルだと思いましたけども、

先ほどの説明だと、162平方メートルの説明だと

思いましたけど、その辺ちょっと教えていただき

たいと思います。 

○都市開発課長 

 新富11号で、道路として買収しなきゃいけない

土地が162平方メートルでございます。そのうち

のその白い建物分が約30平方メートルでございま

して、残りの土地については、まだお話はさせて

いただいておりますが、本格的な交渉にはまだ入

っておりません。 

○永田委員 

 僕は土地保有者もお知り合いだもんですから、

一度相談は受けたことはありまして、おおむね、

まだはっきりしたことは言えないですけど、以前

もたしか本会議か何かでおおむね了解できるんじ

ゃないかということでお話は伺っているんですが、

何といたしましても、この鉄道かかる、要は用地

が削られてっちゃうということで、30平方メート

ル削られちゃうと。残り約90平方メートルという

ことで、大変この方が今後の土地利用について心

配はされています、実際のところ。 

 その辺、用地買収ということで、いろんな売買
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契約の中で、所得税の控除だとか、国民健康保険

の控除だとか、そういうなのがあると思いますけ

ども、概算すると、用地補償がその約１割ぐらい

だというふうに、10％ですね。ちょっと待ってく

ださい。それ忘れてください。いろんな控除があ

ると思いますけども、その辺についてちょっと御

説明いただきたいと思います。 

○都市開発課長 

 公共工事でございますので、都市計画に関連す

る工事でございますので、5,000万円控除という

ものがございます。これにつきましては、土地の

所有者、建物の所有者、それから店子、それぞれ

が5,000万円控除を受けることになります。 

 なおかつ、土地については、先ほど申し上げま

したとおり共有でございますので、その方１人ず

つに5,000万円控除が適用されるということでご

ざいます。 

○永田委員 

 済みません、その5,000万円控除というのをち

ょっと教えていただけますか。 

○都市開発課長 

 今回、補償金額として、その土地所有者の方だ

けに申し上げますと、30平方メートルに対する土

地代金というものを提示させていただいておりま

す。共有でございますので、５人の共有でござい

ますので、それぞれに補償額、土地代金の５分の

１ずつが、同じ率で共有ということでございます

ので、５分の１ずつがそれぞれに渡ることになり

ます。 

 その渡った金額に対して、5,000万円まで所得

税の控除ができるということでございますので、

5,000万円以下であれば税金は出ないということ

になります。5,000万円を超えるものに対して課

税されるということになります。 

○永田委員 

 ちょっと意味がよくわかんなかったんだけど。

要は土地も建物のほうも、あと賃貸借りている人

もその5,000万円控除というのはなるということ

になるんですかね。 

○都市開発課長 

 そこにいらっしゃる方全てに対して5,000万円

控除が該当するということでございます。 

○永田委員 

 わかりました。その３者も、僕よう知っている

もんであれなんですけども。 

 要は公共施設なもんですからね。先ほど県の基

準算定という形で積算しておるということだった

んですけども。通常こういった用地買収というの

は、駅前に限らず、どこの用地も多分その形に適

用されるんじゃないかなというふうに思いますけ

ども、その辺の違いというのは、この駅前という

形で何か変化はあるんですか。 

○都市開発課長 

 土地単価の算出の方法ということでよろしいで

しょうか。 

 税控除のお話ですね。それは同じですね。

5,000万円控除と、代替資産の取得、買いがえと

言っていますけれども、そういった手法もござい

ます。 

○永田委員 

 わかりました。その辺ですね。 

 今回、その土地の所有者、建物はいいとして、

借りている人は、また別な店にやるとしてという

ようにも、ある程度お聞きしている中身なんです

けども。要はその土地の所有者、120平方メート

ルで30平方メートル削られちゃうということで、

残り90平方メートル。この30平方メートル削られ

ることで、この人の土地の利用価値というのは下

がってしまうのか。その辺をちょっと教えていた

だきたい。 

○都市開発課長 

 下がるということもありますので、その下がる

分については残地補償ということで、別の補償を

差し上げることになります。 

○永田委員 

 その残地補償というのが１割、約10％という形

でよろしいですね。 

○都市開発課長 

 申しわけございません。残地補償の金額を把握

しておりませんので、その率までちょっとお答え
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できません。 

○永田委員 

 今度教えてください。 

 済みません。以上で終わりたいと思います。あ

りがとうございます。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第27号について、挙手により採決します。 

 議案第27号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第27号 平成

24年度知立市一般会計補正予算（第５号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第29号 平成24年度知立市公共下水

道事業特別会計補正予算（第３号）の件を議題と

します。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第29号について、挙手により採決します。 

 議案第29号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第29号 平成

24年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、議案第31号 平成24年度知立市水道事業

会計補正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第31号について、挙手により採決します。 

 議案第31号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第31号 平成

24年度知立市水道事業会計補正予算（第２号）の
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件は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後３時55分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後４時06分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、議案第32号 平成25年度知立市一般

会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○杉山委員 

 済みません。よろしくお願いいたします。 

 まず、予算概要の122ページの公園改修事業で

あります。きょう午前中から、公園に関する条例

等の話の中から、いろんなリニューアルの話、ま

たユニバーサルデザイン等の話もございましたの

で、関連する部分もあるかと思いますけれども、

お願いいたします。 

 今回、この公園改修事業に関しましては、事業

目的として、公共空間としての世代を超えて憩え

る場所を提供するとともに、都市の緑化を促進し、

緊急避難場所としての非常時における地域の活動

拠点の充実を図るという目的が書かれております。 

 先ほど、憩える場所ということでの緑化の問題

も含めて促進されているわけですけれども、今回、

公園の目的という部分では、今はたくさんいろん

な目的があります。今回、東日本大震災が3.11、

丸２年迎えました。緊急避難場所としての非常時

における地域の活動拠点の充実という点から少し

質問させていただきます。 

 知立市のホームページでは、避難場所として公

園で挙げられているところが、ホームページの中

で７カ所ありましたけれども、確認をさせていた

だきますが、昭和６号公園、そして中新切公園、

昭和４号公園、御手洗公園、矢田良根公園、西ノ

割公園、大流公園、池下公園の７カ所でよかった

でしょうか。 

○都市計画課長 

 その７カ所で間違いございません。 

○杉山委員 

 まず、じゃあその７カ所をあえて緊急といいま

すか、避難場所として挙げられているという点は

どうしてですか。 

○都市計画課長 

 我々、公園管理者のほうでは、特に避難場所

等々の指定は特にとっていないわけでございまし

て。安心安全課のほうのガイドラインとか、そち

らのほうで定めてございますので、ちょっと詳し

いところまでは私のほうでは把握できかねます。

済みません。 

○杉山委員 

 済みません。ちょっと問題点を変えますが、と

いうのは、一応ホームページを見ると、そういっ

た避難場所として、公園として名前が出ているわ

けですね。そうしますと、当然、緊急時避難所、

学校の体育館とかそういったところに、また校庭

とかにも避難されるわけですけれども、たまたま

公園でそういった災害に遭ったとなると、そこが

避難場所となって、お子様たちとか、町に確認に

見える方も、避難場所としてそこの公園がなるわ

けですね。 

 そうしますと、今この、きょういろんなこれか

らリニューアルとか、また改修等、また公園の長

寿命化計画で危険な箇所としての部分とかは変え

ていくわけですけれども、そういった設備の計画

の中に、こういった防災的な部分というのが計画

の中に入っているのかなという点を少し確認をさ

せていただきたかったんですね。安心安全課が、

ここの公園ということでの場所としてある程度の

大きさとかという部分かというふうに思うんです

けども、管理されている公園側の都市計画のほう

で、その公園の中身として当然そういったものも

必要としてくる部分というのはあるというふうに

思うんですね。 

 そういった点でまずお伺いしますけども、今の

挙げられた点の公園というのは当然、防災的な部

分という考え方をすると、必要的なものが、これ

から計画的なものとして何点かお話をさせていた

だきますが、そういったものはこれから計画され
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ているかどうかというのを伺いたいんですけども。

まず、その今の７つの公園の中で、ソーラー発電

等の公園等、そういったのがもしかつけられてい

るところあります。ないと思っているんですけど

も。この７カ所で、そういった今、電灯はそうい

うなのありますか。 

○都市計画課長 

 ちょっと詳しくはその辺が把握していなくて申

しわけないんですけど、一時的な避難地、一時避

難地なもんですから、そこにずっといていただく

というような考えではありませんので、そういっ

たソーラー的な施設は持っておりません。 

○杉山委員 

 当然既存の公園ですので、またその避難として

は、ずっとそこにはいるという場所ではないとい

う考え方からすると、公園自体に避難場所として

の機能というのが、そこまで考えていらっしゃら

ないという部分があると思うんですけど。もしか、

その電灯的なものはそうだとしても、じゃあトイ

レ等の災害トイレ等は、今ですとユニバーサルも

含めて、こういった対応トイレを考えているとい

うような計画はありますか。 

○都市計画課長 

 知立市において、防災公園というものは今現在

ございません。そういったところで、その災害に

備えた専用の公園というところがございません。 

 そういった避難地等で、一時トイレを設置する

ときに、床の下がくみ取り式のトイレにしたらど

うかという提案を地元にさせていただいたことが

あります。そういったときに、やはりトイレとい

うものに対しての設置を、地元としては余り歓迎

しないということだったもんですから、その時点

でトイレの設置を断念をさせていただいた経緯は

ございます。そのかわり、昭和６号公園とか草刈

公園には、我々が設置したものではありませんけ

ども、マンホールトイレというものが設置されて、

我々としては占用の許可を出したという経緯がご

ざいます。 

○杉山委員 

 今、都市計画課長が言われたとおり、防災公園

という形では、知立市にはないわけですね。 

 そういう点でも含めて、私、公園施設の中で、

一次的な部分でもありますけれども、これからは

こういったやはり防災公園と言われるところを、

やはり今ある公園のシステムの中から、リニュー

アルの段階でまた長寿命化計画でこういった予算

がいろいろととられている中で、何かそこの計画

の中に１つポツンと防災公園ができればいいわけ

ですけども、そういった予算的なものがなければ、

ひとつひとつの中身を計画する中でこういった可

能性のあるものを、もしか今言ったそういったマ

ンホールトイレの形になる災害対応トイレも含め

て、それからソーラー発電等の公園等とか、また

防火水槽とか、当然公園の形態というのは、今、

遊具を変えていく、そしてまた危険なところを直

していくという長寿命化計画なんですけども、あ

えてこれから建設できる防災公園というのがなけ

れば、そういった施設の部分でこういったものが

計画できないかという点でちょっとお伺いしたい

んですけども。 

○都市計画課長 

 非常に今の公園でそういった対応型の施設、防

災機能を備えた施設、そういったところで、我々

としては、どちらかといえば、もしやるんであれ

ば防災公園という形で設置をしていくというとこ

ろになるのかもわかりません。しかしながら、そ

ういった公園も、土地はじゃあどうするのかと、

事業費はどうするのかというところもあるもんで

すから、今すぐには恐らく対応できかねるところ

でございます。 

 その辺は防災に備えてというところもございま

すので、安心安全課のほうと、それと財政もある

んですが、そういったものの中で協議をしながら、

どういうふうに今後対応していくのかというもの

をやっていくという、そういった既存の公園でで

きるものは、我々も少し協力できるところはして

いかなくては今後いかないのかなというふうに考

えております。 

○杉山委員 

 ありがとうございます。私、今回学校の関係の
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交通安全の対策のときにもすごく感じたんですけ

ども、１つの問題点を各部局が、今回は視覚を交

通安全のことに関すると、学校からと、そして安

心安全課、そして土木の関係の方、そして３カ所

の部署が話し合って、そこの中から一つの部分と

いうのを見つけ出していくということがありまし

た。それですごく進んだということもあったわけ

ですけども、やはり公園一つとっても、やはり安

心安全課と、そしてまた総務の関係の方々も含め

て、そしてまた公園のこういった形の都市計画の

方が、やっぱりそういったものに対するものが共

有できて一つ計画というのがなっていくというの

を感じるので、ぜひ遠い将来ではなくて、こうい

った計画のものを、できたら計画の中にも、ちょ

っと底辺の中でも結構ですので、入れていただき

たいなというふうに思うんですけども。 

 市長、どうでしょうか。 

○林市長 

 防災公園という御提案であります。 

 今、上重原公園がソーラーで電気がついて、た

しか、日ごろはベンチになっているんだけども、

ちょっとベンチをやると何か。とにかく、防災公

園という新しいものをつくるわけにはなかなか難

しい面があるんですけれども、今ある既存の公園

にいろいろな防災、いざ災害のときに避難されて

こられたときにいろいろな便利なものと申します

か、そういった施設を考えていく、これはやはり

今この建設水道で都市計画課が答弁させてもらっ

たんですけれども、やはり安心安全課とか、全庁

的にやはり考えていく、そんなこともやっていか

なければいけないと思っております。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○三浦委員 

 三河知立駅の件でお聞きします。 

 この件は、一般質問も、質疑もたくさん出てお

りますが、私も地元ですので、少し聞いておかな

ければいけないのかなと思います。聞かせていた

だきます。 

 この間の回答で、まだ結論は出ていないという

ことで聞きました。その中で、工事協定と、それ

から移設の関係の案が出ておりました。駅前の駅

周辺の委員会でも、書類も出まして見せていただ

きましたが、一つ確認したいんですけど、工事協

定の内容で、三河知立駅、ちょっと感じますと、

知立駅から複線で三河知立のあの駅に来て、それ

から、三河知立から単線で山町の旧東海道の踏切

でおりるんですよね。そういう設計でしたね。 

○都市開発課長 

 現在の計画、もともとの計画は、知立駅から三

河知立駅までは複線、三河知立駅から単線になり

まして、旧東海道を越えて、元国道１号線の手前

ですりつく計画でございます。 

○三浦委員 

 そういった場合の工事費といいますか、それが、

この間もらった資料でいいますと、架線の工事に

かかる事業費というのが70.2億円。これでいいわ

けですね。 

○都市開発課長 

 この金額は、知立駅を基点にはしておりません

ので、知立駅からしばらく行ったところでござい

ますので、具体的なことはちょっと申し上げられ

ませんが、知立駅ではありません。少し豊田方に

行ったところから、先ほどのお話の終点までの金

額でございます。 

○三浦委員 

 現状のといいますか、工事協定の内容でいきま

すとそういう形で、そうしたら、615億円の中の

70億円ということですね。 

 ですから、それが縮減という、工事費の減らす

という意味においては、それがゼロになるわけで

すが、拠点になるわけですね。それが原点に。そ

して、例えば、今言った新駅に移動した場合は、

国道の１号線の東で平面駅ということで、仮駅は

要らないと、留置線も要らないということで、そ

れで、その後は新駅ができたら、それも関連した

施設をつくる。これは市のほうで単独でまだ設け

なければいけないということですよね。 

 この中の、そういう形でいいますと、関連施設

を除いた場合は、今の工事協定よりかは安くなる
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ということを聞いたんですけど、それでいいです

ね。 

○都市開発課長 

 市の単独分を除きますとといいますか、鉄道側

の提案を受けたその留置線をなくするという案で

いきますと、この70.2億円が減額するということ

でございます。プラスして市の単独事業がありま

すというお話です。 

○三浦委員 

 ですから、それプラス、その新駅の関連した開

発。これは駅舎ももちろん入るんですよね。違い

ますか。 

○都市開発課長 

 今、市の単独事業として考えておりますのは、

駅前広場と、駅へ連絡する道路の改修、そのお金

でございます。 

○三浦委員 

 じゃあ、駅舎というのはどこへ来るわけですか。

済みません。 

○都市開発課長 

 連続立体交差事業として設置をいたします。 

 今ある施設の補償ということで、そちらへ持っ

ていくと。 

○三浦委員 

 はい、わかりました。 

 それでは、その新駅の関連施設、広場と、それ

からアクセス道路、これが現地状況の最低限のと

きを設定しているということでありますが、これ

どれぐらいかかるかというのが、試算はしてある

んですか。 

○都市開発課長 

 しておりまして、その金額をプラスして市の負

担がどうなるかということを計算しております。 

○三浦委員 

 それは公表ができますか。 

○川合委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後４時25分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後４時25分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市計画課長 

 申しわけございませんが、ちょっと公表は差し

控えさせていただきたいと思います。 

○三浦委員 

 じゃあ、工事協定から今の移設案、これで幾ら

減るかというのはわかりますか。それも出ないで

すか。 

○都市開発課長 

 申しわけございません。まだ検討段階というこ

とで、確定したものでございませんので、控えさ

せていただきます。 

○三浦委員 

 ３月のいっぱいで結論を出すということを聞い

ていて、私たちもそのつもりでやっているんです

けど、この段階になってそういった金額の提示と

いうものがなければ、私たち、これわかりようが

ないんですよね。どれぐらいオーバーするのかと

いうのが。 

 また、市のほうがこの新駅を移動させて、それ

で開発の費用がどれぐらいかかるとかいうのも、

それもわかんないと、じゃあこの後、市が単独で、

市単でやるんですけど、それがどれぐらいかかる

かがわからなければ、私たちも何も言えないです

よね。その辺ちょっと知らせてもらわないと、私

たちの予想といいますか、その計算ができないで

すよね。 

○都市開発課長 

 事業としての事業費は下がるということは固ま

ったということでございますが、結局、その複線

化というのはまだございますので、その中で、そ

の費用負担が延々と協議を重ねておりまして、ま

だまとまっていません。その負担の率によって市

の負担も変わってまいりますので、現段階ではま

だ申し上げられないということでございます。 

○三浦委員 

 新駅までは複線でという構想ですよね、今度の。 

 じゃあ、どちらにしても、新駅にした場合はや

はり相当ふえるということ、それは間違いないで
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すよね。 

○都市開発課長 

 事業費としては下がっておりますので、事業費

だけ比較すれば、知立市の負担は下がってまいり

ます。 

 それに単独事業を加えるとどうかというところ

ですが、先ほど申し上げましたとおり、鉄道側の

負担がまだ決まっておりませんので、どれだけ下

がるかというところが決まっていないというとこ

ろです。 

○三浦委員 

 この工事協定ですね。三河知立駅を移転すると

いう話が出ました。経費の削減ということで、最

初私たちが聞いたのは、例えば高架下の柱を細く

するとか、勾配をきつくするとか、そういった形

で削減ということを言ってましたですよね。その

中で、三河知立駅も、これは移転という形でした

っけ、廃止だったっけ、どっちでしたかね。 

○都市開発課長 

 区間を短縮するという検討もさせていただきま

したが、結局は、交差道路はございます。本郷知

立線がございますので、そこを越えてからおろす

ということになりますと、途中で幾ら勾配を調整

しても、結局事業区間としては元国道１号線まで

延びてしまうということで、区間短縮の検討はだ

めだったという結論でございます。 

○三浦委員 

 今、私がちょっと言ったのは、移転という話で

最初から、移転というか、新駅つくるという話だ

ったのか、三河知立駅を廃止と言ったらちょっと

おかしいですけど。一番の削減は、廃止するのが

一番安いですよね。知立駅から三河八橋駅まで持

っていくというのが一番安いと思うんですけど、

そんな話ではなかったですよね。 

○都市開発課長 

 そういう話ではなくて、現在ある施設を地区区

間外に出すということです。それに伴って、現在

の計画の高い高架が下げられるということと、高

い位置で駅をつくらなくていいということ。それ

と、留置線が現在高架で計画されておりますが、

それが平面のところに移せるということで、構造

物のボリュームが違ってくるという、そういった

削減を狙ったというものでございます。 

○三浦委員 

 私は地元なもんですから、こういう言い方する

んですけど、最初の計画で、三河知立駅が高架で

という形でできたわけですよね。図面で出ていま

したよね。三河知立駅を残すということは、それ

なりの必要性があったと思うんですね。その辺、

どういうふうにその三河知立駅の必要性といいま

すか、その辺は当初のころどう考えていたのか。 

○都市開発課長 

 事業の性質として、現在ある機能をそのまま２

階に上げるというのがこの連続立体交差事業です

ので、もともとこの駅を移すだとか、廃止するだ

とかということは全く考えておりません。現在の

ものをそのまま上げるという計画でございました。 

○三浦委員 

 そうですよね。やはり今ある駅をそのまま生か

していくという形で、多分、三河知立駅はあの場

所に残ったと思うんですね。 

 節減という、縮減という意味合いで、じゃあ三

河知立駅をやめて、平面のあの駅に持っていくと

いう話が出てきたんですけど、私に言わせますと、

ちょっと安易じゃないかなと、簡単にやめて、も

う向こうへ行くと。じゃあ、その新駅のどこにお

ろすかというのが、あの駅をつくるかというのが

まだわかっていませんけど、そういったのが、前

にも言ったんですけど、目的がないみたいな。新

駅つくってまちづくりをするとか、そういった頭

が全然入っていないのかなと。今どんなような構

想ですかと言っても、余り出てこないと。 

 例えば新駅をどこどこにつくって、乗降客とい

うのはどれぐらいのを見込むのとか、そういった

ことは考えていますかね。 

○都市開発課長 

 移設の目的は、あくまでコスト削減ということ

でございましたので、まちづくりについては、実

際のところ、まだ検討はしておりません。ただ、

この先移設が固まった段階では、まちづくりを当
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然考える必要がございますので、そういった調査

費もお願いをしてやっていこうと思っております。 

 それと、乗降客がどうかということですが、当

初想定、これも直営で想定したものなので、信憑

性はどうかというと、全くありませんけれども、

今、実際１日400人ぐらいの乗降客でございます

が、移設することで重原駅ぐらいまでにはなるん

ではないかと、１日当たり1,000人ぐらいにはな

るんではないかという想定をしておりました。 

○三浦委員 

 現在よりふえるとは思っているということで。 

 そういう形で新駅に持っていくということなん

ですけど、そこからその新駅に行って、やはりど

ういった形で今後その開発していくか、まちづく

りしていくかということが、前からそれは聞いて

いるんですけど、なかなかピンとこないんですよ

ね。例えば、もっと場所を特定して、ここへ行け

ば今からのまちづくりといいますか、開発ができ

るんだ。そして人が集まってきて、人口もふえる

んだというような、そういった構想があれば私は

いいと思うんですけど、ただ縮減のために三河知

立駅を下へおろすというような形で、その辺が幾

ら考えてもちょっと安易だなと。私も別にこだわ

りませんけど、新駅になって、平面に行って、や

はり町ができて活気がつけばいいなと思うんです

けど。 

 結局は、これ無人駅ですよね、どっちにしても。

今の三河知立駅と同じような。ですから、その辺

が1,000人の乗降客を予定しているということで

ありますが、なかなかそういったのが実際にでき

るのか。 

 今どの辺に駅を描いているのかわかんないです。

この間一般質問でも、神谷議員が、どこどこ、下

の419号線かインターの辺とか言っていましたけ

ど、そういった話がどんどん出てくるかと思うん

ですよね。でも、今現在ではどこも決まっていな

いと。これが決まらなければ、そちらのほうに進

めないということでありますが、この間の話では、

３月いっぱいは無理だという話が一つですよね。

３月いっぱいは無理ですよね、もう。 

○都市開発課長 

 我々は３月中にある方向性を出したいというこ

とは考えております。それを名鉄にも投げかけて

おりまして、回答を待っている状況でございます。 

○三浦委員 

 そのつもりでやっていただきたいんですけど。

この間の回答の中に、６月議会でメリット・デメ

リットを探る、評価していくというような話が出

ておりました。その辺はどうなって。 

○都市開発課長 

 その点につきましては、この３月で移設の方向

性が出た場合には、移設することによって新駅で

のメリット、現在駅でのデメリット、そんなもの

を調査をしたい。あわせて、まちづくりの計画も

つくっていきたいということを申し上げたと思い

ます。 

○三浦委員 

 方向性が出た時点で、新駅と現在駅。それはど

ういうことですかね。方向性が出れば、現状か、

新駅かというのは決まっちゃうんじゃないですか。

違いますか。 

○都市開発課長 

 確かに方向性は出ても、やはり市議会の皆様に

も納得していただく必要があります。また、国に

もコスト削減だけでは移設が説明し切れないとい

う点もございますので、そのために、そういった

デメリット・メリットの調査をするということ。

それから、あわせて移設先のまちづくり計画。ま

た、駅がなくなったところでの代替のまちづくり

のやり方、そういったものを検討していきたいと

いう計画でございます。 

○三浦委員 

 わかりました。 

 平成30年までに用地を確保するためには、３月

いっぱいということを言っていましたよね、この

間。そういう意味で、３月いっぱいじゃないと、

なかなか今後の展開で間に合わないというような

ことを聞きました。 

 そんな意味で、一刻も早い国の理解、了解とい

いますか、それをいただいて、ある程度の方向性
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をつかんでほしいんですけど。今からの見通しだ

け聞いておきます。 

○都市開発課長 

 今、愛知県は、国に対して615億円、499億円が

615億円になった。事業期間が、平成26年から平

成35年までになった。その見直しをしているとこ

ろで、協議をしているところでございまして、積

極的なお話はできませんが、それにあわせて、こ

の３者での方向性が出た場合には、国にも協議を

していきたいということでございます。 

 それが決まりますと、国からの了解が得られま

すと、今度は都市計画決定という手続が入ります。

その後、測量等を初めまして、用地交渉と、用地

買収と、そういった段取りになるかと思います。 

○川合委員長 

 ほかには。 

○村上委員 

 今、三浦委員のほうからございましたもんです

から、関連して。 

 それと、過日の連続立体交差事業の委員会、こ

のとき私もこの三河知立駅のことについて触れさ

せていただきました。そして、本会議の中、一般

質問ということと、それから、あと質疑の中。質

疑については、私、建設水道委員会なものですか

ら、この件について触れられなかったということ

で、ここで触れさせていただくんですが。 

 先ほど出ました三河知立駅の移設の件というこ

となんですが、この件については、従来からこの

３月末までに結論を出していきます。ただし、そ

の全体の事業費70億円が減るようにということで

言われてきました。 

 これ、この事業そのものが非常に私自身も難し

い事業だなということで、事業区外での移設とい

うことで駅が移動するという部分については、本

来の形の中の事業じゃなくて、これ変更事業にな

るもんですから、非常に難しい。国のほうも認め

てくれるか、くれないかわからないというところ

にあります。 

 それで、大体の内容については、この間の質疑

の中でも明確にしていただきました。この名鉄３

者との合意がなかなか詰まらないよと。今現時点

においては、70億円が若干下がりますよという話

までは確認させていただいております。 

 今、三浦委員からもありましたように、三河知

立駅を、国道１号線よりか向こう側ですね、移す

とするならば、どこに移すのかと。我々の会派の

中では、やはり419号線の向こう側の非常に広い

土地のところに駅をつくったらどうだと。それか

らもう一つは、もう少しこっちのマルツネの辺に

つくったらどうだと。マルツネの辺は勾配がある

から、なかなかその駅をつくるのに事業費がかか

るよというような御回答、御答弁をいただいたわ

けなんですが。 

 具体的にどこにつくったらいいのという話があ

るんですが。これ今仮定として、駅を移転させる

という、例えば仮定ですね、これは。移すか、移

さないかまだわからないものですからね。仮定と

して駅をつくるとするならば、その駅については、

今は現状そこまでが複線で行くという話がござい

ます。そこまでね。今実際に豊田から来とるのは、

三河八橋駅ですか、複線で来ていますね。その間

があるんですけど、じゃあどこに駅をつくるかと。

複線構造になって三河八橋駅と知立駅をつなぐと

きに、これは要するに鉄道側の機能増ということ

になれば、当然複線分については鉄道側が持つべ

き、当たり前のことなんですよね。今の事業の進

め方でいくと。 

 今、鉄道と知立市との議論をして、駅をどこに

つくるかということで、これ国と鉄道と県が認め

てくれれば、今の知立駅からいかに遠いところに

つくったら得かということが換算できますよね。

その事業費。これ認めてもらえるならば、この連

続立体交差事業の費用の中でできるのか、できな

いのか。 

 それから、今現在、知立駅、三河知立駅をどの

ぐらいの規模で駅前広場とかアクセス道路を考え

ておられるのか。これのところがお示し願えれば

と。場所はいいですね。どのぐらいの規模で、大

きさと。 

○都市開発課長 
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 将来のまちづくりにとって、なるべくその調整

区域のほうがいいんじゃないかということでござ

いますけれども、事業からいたしますと、やはり

コスト削減が第一義の問題でございますので、遠

くなれば遠くなるほど事業費はかさみます。とい

うことから、それは平成17年当時、国に協議した

段階でのその３条件、鉄道の了解、地元の理解と

事業費のコスト削減という、この３つのテーマが

ございますので、このコスト削減ができなくなる

可能性があるということから、今検討している位

置で事業費を算出しているという状況でございま

す。 

 鉄道側から言わせると、やはりなるべく知立駅

に近い、無人駅でございますので、なるべく管理

するためには近いほうがいいんだということもご

ざいます。 

 それともう１点が、済みません、どういった内

容ですか。もう１点は。駅前広場ですね。失礼い

たしました。 

 今、絵を描いているのは、もう全く現況に即し

た小規模なものを考えておりまして、車で訪れる

駅を想定はしていません。雨の日の送り迎えがで

きる程度ということですので、今絵にしておりま

すのは、ロータリーができまして、そこに２台ぐ

らいの停車スペースができればいいのかなという

ところです。あとは、駐輪場のエリア、そういっ

たものを考えていると。道路につきましては、９

メートルで、３メートルの歩道つき、そんな程度

で考えております。 

○村上委員 

 今、想像したとおりだなというふうに思うんで

すが。先ほども三浦委員で明確になったのが、今

現在400人のその乗降客だねと。それを1,000人ぐ

らいにしますねといったときに、本当に移設して、

それで今、要するに財源を投入して、その後明る

い兆しが出るのかなということですね。 

 この間、うちの神谷議員のほうも言ったように、

やはり将来的にということで、今の名古屋のほう

の開発やっていますよねと。今そこで通勤圏にあ

るのは、日進市だとか３市挙げて、その中の１つ

として知立市を挙げさせていただいたと。通勤費

用についても、知立市に490円ということで、他

市と、みよし市だとかああいったところを比べる

と、かなり安いのかなというところでいきますと、 

やはり名鉄の鉄道利用によって、将来的に名鉄も

これ利益上がると思うんですよね。知立市に対し

ても、やはりこの間言ったように、単に将来の知

立市を安定的に持続可能なものにするということ

であれば、やはり生産年齢というところを、15歳、

18歳から65歳までの生産年齢の方たちをいかに知

立市に来ていただくか、いかに住むところをつく

るかということが大事になってくると思うんです

ね。 

 このところで、その駅という部分で、逆に提案

なんですが、この間の一般質問の中でも言わせて

いただいたように、今の農振のところに駅をつく

れば、住宅の開発ができるわね。それからもう少

しマルツネのほうに来れば、コネハサマですか、

あの辺の人たちがしっかり利用できますわねと。 

 それからもう１点あるのが、その今の竜北中学

校のこの辺、ちょっと門を出たとこに大きな広場、

まだあいていますよね。これ見に行きました、卒

業式のときに。見に行ったら、かなりの600坪ぐ

らい、もっとあるかな、１つ、１画あいています

よねと。 

 それからあとは、どちらかというと、先ほど三

浦委員のほうも言われた山の区画整理事業。ここ

のところで市の土地が5,000平方メートルあると

いうことを考えたときに、そういう土地の利用を、

やっぱり代替地を設けながら駅前広場をつくって

いって、あくまでも車２台で送り迎えだけ、歩い

てということであれば、駅をつくる余り意味がな

いのかなというふうに感ずるんですね。これは、

今答えが恐らくないもんですから、移すとなった

ときに、今後検討するべきなのかなと。 

 それからもう１つは、線路、駅舎をつくるとき

に、１ホーム２線でつくるのか、２ホーム４線で

つくるのかと。例えば、これ連続立体交差事業を

終わったその後でも２ホーム４線でつくって、例

えば複線化でつながった場合、将来10年後とかつ
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ながったときに、その対応ができるようなところ

へ本当にできるのかと。その辺のところも十分検

討に加えていただかないと、この事業は、どちら

かというと、要するに予算をどちらかと、捨てる

みたいなもんになっちゃうなと。せっかくやるん

であれば、将来の夢を描けるようなところまで投

資をしておいて、後々広がるというところの選択

という部分をしっかりしておいていただきたいな

と。 

 この移設の、この連続立体交差事業の中では、

今はここまでしかできないが、でも将来的に広が

るということであれば、これ当然複線化になって

特急が走る。八橋の駅から、その真ん中の駅、そ

して知立の駅、３分、３分、３分でつなぐときに、

特急が走るときにどうなるんだということも想定

しながら、そういう部分についてはやっぱり設定

をする。それから考えていく。こういう提案を逆

に私どものほうからさせていただいて、議会の中

でもこういう議論をしていかないと、将来人口増

加、生産年齢の。要するに人たちを知立市に呼び

込むことができないよと。これはお金をかけても、

縮小するような計画だったら、逆にやめた方がい

いじゃないのかなというふうに思うんですけどね。 

 これ３月末までだから早くやらなきゃいかん、

早く決めなきゃいかん。そこから、逆に言うと、

どこにしようかというスタート。恐らく、今でも

中でも目録はあると思うんですけど、バス２台、

歩いて通うような駅だったら、どちらかというと

余り必要性はないのかなというふうに感じており

ます。 

 この辺のところで、将来的に考える余地がある

のか、ないのか。そういったことも含めて、都市

整備部長のほうからも少し御答弁いただきたいな

というふうに思いますし、それから、市長も将来

の夢ということであれば、どういった夢を描いて

いくのかなと。今、市長、任期中だけじゃなくて、

やはり将来つないでいく人たちに対して、その膨

らむ夢を少し残しておいてほしいなと。次の人が

やっていけばいいということもありますからね。

そういう余地を残しながらこの事業を進めていっ

ていただきたいなと。何かありましたら、教えて

ください。 

○都市整備部長 

 村上委員、今、駅移設に対する思いを語ってい

ただいたんですけども、確かに委員おっしゃると

おり、長期的な将来を見据えて、知立市のまちづ

くりという観点からすると、調整区域に移転をし

て、将来そこでまちづくり、駅を核にしてまちづ

くりをするという、そういう手法を考えられます

し、長期的な視点に立った考えかなということは、

私も理解はしています。 

 しかしながら、今回のその駅移設については、

都市開発課長も言っておりますが、やっぱり連立

事業の中で、なおかつコスト縮減という、そうい

う目的、前提として、まずは連立事業の中で、国

の負担、県の負担をもらって、知立市、名鉄、そ

ういう中で駅を移設していこうと。その前提には、

コストの縮減が図られなきゃいけないという状況

がございますので、最初から、スタート時点に知

立市の将来のためのまちづくりのために移設をし

ていこうということであれば、また違った視点が

あって、いろんな違う議論があるわけですが、そ

れは、逆に言うと連立事業ではなく、知立市と名

鉄という２者の関係の中で費用負担をどうしてい

くかという議論になってくると思います。 

 そういう中で、今あくまで前提は、知立市の負

担をなるべく下げたいという思いの中で計画を検

討してきたことでございますので、そういった含

みも含めてできたら一番いいわけですが、ただ、

今、御提案になった内容ですと、コスト削減にな

るのか、また国がそれを理解してくれるかどうか、

連立事業の中でいいですよという理解をしてくれ

るかということになると、これまでの検討経緯の

中では非常に難しいということですので、負担の

区分が全く変わってしまうという、もしそういう

計画で進めようということなら、という状況にあ

りますということで、御指摘の点の中で、まちづ

くりという観点を、せっかく移設するなら、まち

づくりという観点も十分考慮すべきじゃないかと

いう視点は、これも私どもも今後詰めていく中で
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は考えていかなきゃいけないということで、先ほ

ども、私も一般質問の中でお答えしましたが、仮

に移設の方向ということになれば、コストの云々

というそういう考え方、プラス、やはりそのまち

づくりという中でどれぐらいの効果があるのかと

いうこともやっぱり検証しなきゃいけないと思っ

とるわけです。 

 ですから、それは地域の方に理解をしていただ

くためにも、そういったことの評価をしてお話を

させていただくし、現在のなくなる駅の方にはど

んなデメリットがあって、その半面、そういう対

応としてどういう対応がとれるかということもお

話をしていかないといけないということで、そう

いう整理をする必要があるなということで、いわ

ゆる３者で一定の方向がまとまって、国も一定の

理解が見込めるだろうという状況になれば、議会

のほうに、先ほどいろんな数字、なかなかまだ現

状出せないというお話ししましたけど、これは数

字をお出しして、こういう結果になりましたとい

うことをお話しした中で、次のステップに進む御

理解をいただいて進んでいきたいというふうに思

っております。 

○林市長 

 三河知立駅の移設の件でございます。 

 今、都市整備部長申し上げました、都市開発課

長も申し上げましたとおり、平成17年度から、こ

の移設についてはあくまでもコスト削減という中

で動いてきた。これは議会も総意ということでご

ざいました。 

 今月末には、県議会のほうで、建設部長のほう

も一定程度の結果が出てくるということをお聞き

をいたしております。 

 それから、じゃあコストが大幅に下がらなかっ

たよという、そういうふうに出たときに、じゃあ

コストが大幅に下がらなかったら、今までどおり

粛々と進めるかという決断を果たして下していけ

るのかどうなのかというのは、やはり100年に１

度のまちづくりとして考えると、ちょっと早計か

なと。その中でやはり、これ一般質問でも答弁、

都市整備部長のほうがさせていただいております。

一度調査をしてみて、先ほどから出ておりました

まちづくりという視点、またどれだけ乗降客がふ

えるのか、また複線化の芽が出るんじゃないかと

か、いろんな視点で一回考えてみる。その中で、

また議会、また地域の皆様方など御説明をさせて

いただいて、どちらの方向に御理解をさせていた

だく、そんなことかなと思っております。 

 いずれにしましても、せんだって、話はちょっ

と飛ぶんですけども、中京都構想の会議が県のほ

うで行われました。私、内容ちらっとある方に送

っていただいたところ、こういう一文があったん

ですね。東京から名古屋までリニアで40分で来る

と。名古屋から豊田までそれ以上かかるのはいか

がなもんだという、そういう議論をされておられ

た議事録を拝見させていただいたわけでございま

して、そうしたことも、やはり私ども知立市とし

ても見据えて、やはりこの問題も考えていかなけ

ればいけないなと思っております。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後４時56分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後5時04分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑はありませんか。 

○中島委員 

 三河知立駅のことで、私のほうからももう一度

聞きたいなというふうに思います。 

 コスト削減というのが大前提、縮減が大前提と

いうことでこれがずっと議論されてきているわけ

でありますけども、本会議の中でも明らかになっ

たのは、移設をした場合、名鉄は三河線の留置線、

三河駅の知立駅のところの留置線、これはもう辞

退すると。これは延長するから辞退するのか、延

長でなければ絶対要るものなのか。これはどうな

んですか。ちょっと確認をさせてください。 

○都市開発課長 

 必要性はあります。ちょっと前回の特別委員会

で私申し上げなかったことを１つ申し上げますと、
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その留置線をなくすかわりに、三河線の海側で、

引き上げ線といいますか、上下線をつなぐ線路を

設けまして、知立駅の真ん中のホームを待避スペ

ースとして使うようなシステムを設けるというこ

とですので、今の施設が全く必要ないということ

ではなくて、かわりのものを設けるということで

修正をさせていただきたいと思います。 

○中島委員 

 それは、三河知立駅の移設云々ということもも

ちろんあって議論が進んだのかもわかりませんが、

名鉄側としては、そういった機能をこれの置きか

えるような形で、三河線ですかね、それも。とい

うことで、そちらのほうへそういう機能を、代替

を考えることができるんだということで、その事

業費も一応入れて計算をするということですね。 

 そういうことで、全く留置線が要らなくなった

というわけじゃなくて、代替的な措置が一応入っ

て、三河知立駅についてはもう要らないよと、そ

ういうことなんですね。 

 三河知立駅が移設する場所がどうだというお話

はもちろん今あって、当局も、あくまでもという

話が何回か繰り返しあったわけですね。 

 当局が考えている三河線の延長、移設場所、三

河知立駅の移設場所、これは計算をする上で、あ

る程度決めた形で計算をしないと、線の長さが変

わってきますからできないと思うんですけれども、

それはもう想定をして、ちゃんと案としてはもう

計算をしたんだと、こういうことですね。 

○都市開発課長 

 特定の位置は申し上げられませんが、そういっ

た作業をしております。 

○中島委員 

 それがまだ出せないと。出せないのは、数字も

まだ出せないということを言っておみえになりま

すけれども、内々的には、もうそれはつかんでい

ると。内々的にね。協議してみえるんだから。３

者協議の中で、これを最終案としてというか、移

設ならこうなんだということの数字はお互い持っ

てみえてやっているわけだから、もうそこにある

ということですよね。出せないと言うけど、全部

あると。 

○都市開発課長 

 全体事業費のほうはまとまっておりますので、

持っております。 

 しかし、先ほども申し上げました、名鉄の負担

が幾らになるかというのがまだ定かではありませ

んので、知立市がどれだけ負担するかというのが

まだ見えていないところでございます。我々も知

っておりません。 

○中島委員 

 まだ複線延長部分が、名鉄がどれだけ負担する

のかということは議論の最中ということなので、

最終的にそれを、負担をどれだけ知立市がするの

かという計算はまだはじかれないよと、こういう

ことなんですね。 

 それで、そうすると、名鉄が負担をするかしな

いかで随分大きく変わりますよね、これは。名鉄

が負担するという場合は、線増として負担すると

いう場合であれば、当然、相当の事業費の削減に

なる。負担しないと、これ全部連立の割合で、国、

県、市の割合で、その中の範囲の名鉄の負担の割

合でやるというふうになった場合には、これはふ

えるのか、どうなんですか。 

○都市開発課長 

 試算しますと、全体の事業費を今の負担割合で

計算した場合にも、全体の事業費は下がっており

ますので、当然、市の負担は下がります。 

○中島委員 

 そうすると、名鉄が線増ということで余分に持

つということではなくて、連立の負担割合でそこ

まで全部やったとしても、全体事業費は下がると、

これでいいんですね、今の答弁はね。それで、そ

うなれば市の負担割合も、負担額もその分は減る

と。減った分が減ると。こういうことになるわけ

ですね。だけど、都市整備部長が言ってみえた、

下がってもわずかかなという話もありました。 

 今言われた数字は、まだ駅前広場、それから最

低のアクセス道路、これは全く除外して、除外し

た金額ということで今の話の数字ということでい

いんですね。 
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○都市開発課長 

 連立の事業費には、当市が負担する駅前広場、

アクセス道路のお金は入れておりません。 

○中島委員 

 だから、それを除外した段階では、トントンか、

ちょっと下がるかと。どのぐらい下がるのかは、

今度名鉄側が線増部分を少し認めていただいて、

余分に持っていただければ、縮減が大きくなる。

こういうことで、今まだ話し合いがやられている、

続いていると。 

 その続いている話というのは、どこまで続く、

終着地点を考えているんですか。 

○都市開発課長 

 打ち合わせの場では、この３月末ということを

名鉄にも当市からも申し上げ、愛知県からもそれ

は伝えてありますので、名鉄はその点について了

解していると思っております。 

○中島委員 

 そうすると、もうほぼ結論は出ているという。

協議中といえども、名鉄と今から話し合うという

会合が予定されているんですか。 

○都市開発課長 

 ３者の会議は、３月のほとんど末ですけども、

予定をしております。それまでには、名鉄のほう

から何らかの方針が出されるのではないかと思い

ます。まだ我々は承知しておりません。 

○中島委員 

 ３月末に３者の会議を行う。そこで名鉄の方針、

考えが出てくると。 

 それがのめなかった場合はどうするんですか。

そんなのは、全部線増分を全く認めないというふ

うになった場合はどうなるんですか。 

○都市開発課長 

 我々も、都市側ものめないですし、もし仮にそ

の話を国に上げたとしても、それは国も了解しな

いと思われますので、その段階で話はなくなるの

ではないかと想像します。 

○中島委員 

 もうその延期もないしという話ですね。ただ待

つだけですかね、今は。 

 見通しというのはどうですか、今までの感触。 

○都市開発課長 

 名鉄は、移設に対してかなり前向きです。 

 当市がコスト削減が絶対条件だということも承

知をしておりますので、当然、そういったことか

らその留置線の配置ということも言ってきたわけ

ですので、その辺は名鉄も考えてくれるのではな

いかと期待をしております。 

○中島委員 

 期待をしているというのは、線増ということで、

多少名鉄側が余分に持って、どこまで持つのか、

その辺がちょっと私、理屈がわからないんですけ

ど、それを持ってくれるんではないだろうかと。 

 そうすると、線増という場合は、今の三河知立

駅の場所から新しい移設先の場所、そこの長くな

った部分が、その距離が線増ということでよろし

いんですか。 

○都市開発課長 

 もともとの計画は、三河知立駅までは複線で、

駅を過ぎたあたりからすりつけますので、多少複

線部分がありますが、ほとんど三河知立駅の豊田

方の端ということを考えていただければいいと思

います。そこから新駅を含むところまで複線とい

うことです。 

○中島委員 

 ですから、そこの複線になった部分の半分の線

が増線ですよね。複線部分だけが。１本はもとも

とあるんだから。そこの１本分の名鉄道路を、敷

地というんじゃないか、線路、それをプラスして

持つだろうと。持ってくれるんではないかという

今、期待を持っていると、そういうことですね。 

○都市開発課長 

 おっしゃるとおりでして、全額持っていただけ

れば本当にありがたい話ですが、その何割になる

のかというのは、まだわからないというところで

す。 

○中島委員 

 線増になった場合のそういった負担の仕方とい

うルールはどういうことですか。今まで基本的な

ことでは。 
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○都市開発課長 

 全く鉄道側のメリットだけがある場合は、鉄道

側の負担となります。 

 以上です。 

○中島委員 

 今回の場合は、どのように考えていらっしゃい

ますか。 

○都市開発課長 

 名鉄の主張する機能補償という考え方もありま

すので、その辺をどう捉えるかというところでご

ざいます。 

○中島委員 

 機能補償ですか。機能が下がってしまうという

ことですか。下がりますかね、これ。下がらない

んじゃないですか。 

○都市開発課長 

 鉄道側の主張は、駅が知立駅から離れます。そ

うしますと、今現在の三河知立駅ですりかわりを

行っていますけれども、駅が遠くなることで、知

立駅と新駅の間が、区間が延びます。同じように、

新駅ですりかわりをしますと、新駅から知立駅ま

での区間が延びたことで、列車が遅く着くことに

なります。そうしますと、本線との乗り継ぎがで

きなくなる可能性がある。そのためには複線化が

必要だという、そのための機能補償です。 

○中島委員 

 ちょっと専門的になると、私たちもそれが何分

遅くなるから、機能がどのぐらい減少するのか、

何％減少するのか、そういう利益率ですよね、あ

る意味ではね。そういったものが下がるんじゃな

いかということを主張してみえるということです

ね。それをもう長く話し合いをしてきたと。そう

いうことも含めてということですよね。 

 それは、機能補償という点では、都市側として

はどういうふうな主張をしてみえたんですか。 

○都市開発課長 

 我々としては、あくまでも鉄道側の線増、増強

だということで主張をしてまいりました。 

○中島委員 

 複線化というのを、将来的に名鉄のほうも多分

望んでみえるだろうと。三河八橋駅まで複線で来

るということになればね。そうしたら、ある意味

では、名鉄側がこれからの投資というものに対し

ては相当軽減される。その軽減ということも含め

れば、機能が低下するということではないと思う

ですね。全線複線にして、急行、特急がバンバン

走ってくると。大きなメリットがそこにつながっ

ていくと。複線化の流れはそういうためもあるわ

けで、名鉄側としては。 

 知立市としては、位置の技術的なことでそうい

うふうになるわけだけど、知立市民からしたら、

そんなに大きなメリットではないですよね。だか

ら、それはあくまでも名鉄側が、多少の機能補償

的なものがあるにしても、プラスになるものも相

当大きいと。ここのところをがんと主張すべきで

はないかなと思うんです。 

 これまでもそういう主張はしてみえたんですか。 

○都市開発課長 

 全くおっしゃるとおりのことを主張してまいり

ましたが、なかなか合意点が見つからないという

ところでございます。 

○中島委員 

 線増部分を入れるか、入れないかということで、

どのぐらい変わってきますか。縮減の範囲がどの

ぐらい下がってくるんでしょうか。 

 ほぼ大体同じぐらいだなという、さっきの話の

70億円ということが出ていますが、それぐらいじ

ゃないかとあれこれやっても、そのぐらいじゃな

いかと言っていたわけだけども、もしこれが実現

したら、どのぐらい下がるのかということは、大

ざっぱな話でどうなんですか。両方で試算はして

いるんでしょう、でも。 

○都市開発課長 

 申しわけございません。検討はしたと思います

が、申しわけございません、金額はちょっと把握

しておりません。頭に残っておりません。 

○中島委員 

 それがうんと下がると、その下がった分で新駅

の広場とかアクセス道路とか、それも含めて全体

額でいけるんだと。それを目指すべきだと思うん
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ですよね。そこまで含めて。駅の機能も全部含め

て、予定どおりの事業費でいけるんだと。そこの

ところをやっぱり目指さないと、先ほどからまち

づくりを含めてという話が出ています。当然の話

であって、どこまでそれが費用的に耐えられるか

ということがあるので、なかなか難しいという話

なんですよね。だけど、駅をそこにつくる最低の

ものを、附帯設備のようなものをつくるというの

は、駅をつくるということとイコールですからね。 

 だから、それまで含めて、最大、今の予定額の

中でそれがおさまると。そのぐらいやってもらい

たいなと思いますけどね。どうですか。 

○都市開発課長 

 平成17年当時は、連続立体交差事業だけのコス

ト削減ということで主張をしてまいりましたけれ

ども、林市長になられてからは、新駅の新しい施

設も含めてのコスト削減だということで、そうい

う方針に変わられましたので、我々はそれに従っ

て交渉しております。 

○中島委員 

 それは知りませんでしたね。 

 本当にそうだと思うんですよ。駅の移設、機能

も含めて移設でなければ、何もならないわけです

よね。線路に直接、電車からぴょんと飛びおりて、

道に飛びおりて、田んぼの中走っていくという、

そんなのは駅じゃないわけで、駅のホームとか、

その前の改札。改札まではやるのかしら、わから

ないですけども。そういう広場があって、アクセ

ス道路があってと。田んぼの中走るわけじゃない

でしょう。だから、それを含めて駅ですよね。そ

う思いますよ。だから、そこまで含めてコストが

増大しないような、そういうことでなければなら

ないと私思いますよ。 

 林市長、そういうことをずっと主張してみえた

わけですね。 

○林市長 

 全くそういうことでありまして。 

 それで、今申し上げました、平成17年度からこ

の話題やっていまして、今８年かかって、ようや

くここまで来たかなと。これ県のほうとこういう

ことかなということで。まだまだおっしゃるよう

に、当然ながら名鉄に頑張っていただかないとい

かん部分であると思いますので、まだまだこれか

らも言っていかないかんなと思っていますけど。 

○中島委員 

 もし移設をして、今で名鉄が言っている、その

駅広は違うよということで、もしそこまでしか見

ないというような議論が来ているとすれば、それ

でもそこの中で縮減、縮減ということで線増部分

を持ってもらうということになって、どのぐらい

下がるかわかりませんけれども、それで。線路を

ずっと置くと、どのぐらいかさっぱりわかりませ

ん。１億円、どうなんですかね。もっとですかね。

もっとですよね、70億円の中だからね。もっとで

すよね。複線になれば、土地も要りますよね。そ

の辺は、まだ土地があるわという話があっても。

そのまた向こうの土地ということありますもんね、

複線にすれば。そうすると、相当の金額ですよね。 

 例えば、10億円まで変わってくるとしますでし

ょう。わかりませんね。さっぱりわからないんだ

けど。とすると、知立市も減るし、負担割合から

すれば、愛知県の負担も減るということになりま

すよね。国の負担も減るということになりますよ

ね。もちろん名鉄が線増部分を全部持ったらとい

うことなので、名鉄としてどうなるかということ

は、ちょっとわかりませんね。プラスになる面も

あるかもしれない。だけど、県は減る。明らかに。

そういう考えでいいでしょうね。 

○都市開発課長 

 おっしゃるとおりでございます。愛知県と知立

市は、事業に対しては同じ額を負担いたしますの

で、当然そういうことになります。 

○中島委員 

 １対１の話がありますけど、２対１にしてくだ

さいと。県は１対１を結んでくれれば、いろんな

形の縮減は、大幅な削減もするし、１対１は何し

ろ判を押してくれと、こういうような勢いですよ

ね。 

 その１対１は、私は変えなきゃいかんと。２対

１にという、それは最後まで要求していただきた
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いわけですけども。時期がおくれれれば、おくれ

るほど削減率が減りますのでね、知立市の。率が

変わっても。割合が変わっても。早くしなきゃい

けないという、これはこれでちょっとあって、ち

ょっと置いておきますけど。 

 県も減るわけですから、そういう意味では。も

し県の言うとおり１対１で行っちゃうよというこ

とであるならば、じゃあ削減した部分について、

知立市の駅舎を県が持ってあげましょうと。そこ

の部分は補償しましょうというぐらいの。じゃあ

そこで削減をやってくださいと。ここのところは

見ましょうという交渉もしてもいいんじゃないか

と思うんですよ。駅舎の機能そのものですからね。

駅前の最低の広場と。駐車場が２台分ぐらい、停

車。最低なんですから。豪華なものつくっていう

んじゃない。最低のものをつくって、アクセスの、

田んぼの中じゃだめだから、ちょっとアクセスを、

道路をつくると最低のものだから。 

 ここについて、じゃあ名鉄じゃなくて、県がこ

こまで補償してくださいと。これも一つの大きな

こちらの手じゃないかというふうに思うんですけ

れども、どうですか、この点。 

○都市開発課長 

 そういった要望を聞いていただければ、非常に

ありがたいことですけれども、現実的には不可能

かなというふうに判断をしています。 

 一つは、駅舎ですけど、駅舎は事業でつくりま

すので、当市の負担ではありません。当市は４分

の１の負担だけだということです。 

○中島委員 

 そうしたら、駅広とアクセス道路の概算は知立

市独自のものですけども、どのぐらいかかると思

われているんですか。 

○都市開発課長 

 先ほど三浦委員のほうからもそういったお話が

ございましたけども、きょうのところは少し控え

させていただきたいと思います。 

○中島委員 

 でも、それは市独自のものだと言っているんだ

から、名鉄に遠慮も、県に遠慮もないわけでしょ

う。そこの部分だけだったら。 

 いや、もう場所も決まっている。素案の中では、

場所が決まってなきゃそんな計算できないんだか

ら。だから、駅の部分の、市が単独で受けなきゃ

いけないなと思っている金額ぐらいは発表すれば

いいんじゃないですか。誰に遠慮もないんじゃな

いですか。お願いします。 

○都市開発課長 

 ３月末に３者の会議が持たれますので、そのと

きによい方向になれば、速やかにお出しできるか

と思いますが、いましばらくお待ち願いたいと思

います。 

○中島委員 

 こういう、今議論していても、そういうものが

具体的な手のひらに乗ってこないということでね。

どうすれば私たちはいいのかわからないですよね。

資料もない、何もないという中でね。 

 駅舎も含めて、全体額の中でおさまるんだと。

ここを絶対目指してもらいたいですよね。機能的

に変わるだけの話ですから。新しい町のための新

しい駅が欲しいという話ではなく、それは最低の

補償ですからね。そこのところは絶対に譲歩でき

ないとこじゃないんですかね。だから、それも含

めて、大体事業費が少し下がるかなという話かな

と、本会議の都市整備部長の答弁を聞いていて、

そういうふうにも受け取れたし、そうでなかった

わけですね。今の話からいうとね。なかったんで

すよ。違いました。 

 都市整備部長、駅舎を含めてちょっと下がるを

答弁されたんですか。 

○都市整備部長 

 今まさしく最後の大詰めでございまして、そう

いう中で、これまで検討してきたそういう中身の

感触をお話をさせていただいたということで、決

して明るい方向に向いているということも言えな

いし、暗い方向に向いているということも言えな

いという状況の中のお話をさせていただいたとい

うことで、ある意味、トータルして考えていただ

いても結構じゃないかなと。 

 トータルとして、いわゆる関連駅施設も含めて、
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そんなに大きな削減になっても、そんなに大きな

削減にはならないんじゃないかなという今状況か

なということは。 

○中島委員 

 だから、駅も含めてちょっと削減になるかなと

いうことですね。今の話、やっぱり。 

○都市整備部長 

 下がるか下がらないかは、これはやっぱり名鉄

の負担のする額によって大きく変わってきますが、

これまで名鉄と交渉してきた名鉄のいろんな感触

からすると、下がっても大きな下がりはないんじ

ゃないかなということですので、下がるか下がら

ないかは、申しわけございません、現時点でまだ

お話できる、名鉄からいわゆる正式なお話をいた

だかない限りはお話ができませんので。 

○中島委員 

 そうですね。何かニュアンスが、下がるといっ

てもわずかというふうに言われたもんだから、い

や、下がるには間違いないのかと思ったわけです

よ。下がることは間違いないかと思って、それが

わずかかなという話として受け取ったんだけど、

下がるかどうかわからないけど、もし下がったと

してもわずかだろうという、非常に幅のある内容

だということで、ちょっとがっくりですけどね。 

 いつあるんですか、３者の会合は。 

○都市開発課長 

 ３月の、閉会日は26日でしたか。26日を予定し

ております。 

○中島委員 

 議会に先に出さないこと、何か考えて、終わっ

たらやりましょうねということ、ひょっとして。

ちょっとそれは、もうね。それはちょっと残念と

いうか、何か恣意的というか、そんな気がしてし

まいますけれども。これだけ長くやっているんで

すものね。議会の前に報告していただくのがタイ

ムリミットだったんじゃないのかなという、そん

な気がします。 

 ですから今、私言ったのは、名鉄に対しては線

増を要望すること。それから、全体としては、駅

舎も含めて絶対に増大させないこと。それから、

もし負担が、割合が変わってくるんだから、県の

割合も下がるんだから、県に対してはもう少し補

助をふやしてもらうことということは言ってもい

いんじゃないですか。国から補助を余分にくれと

いうのは、なかなか言えないのかもしれないです

けどね。事業費そのものがこうなったとなればね。

でも、県との話し合いという中では、２対１の話、

こういう中のいろんな駆け引きで、がんがん実質

２対１にしちゃうというぐらいの気持ちで取り組

まないといけない。あくまでも２対１だよという

ことは、最後まで突き進んでいっていただきたい

と、こんなふうに思いますがね。 

 市長、参加されるんですか、その会議は。参加

されませんか。担当だけですか。 

○都市開発課長 

 閉会日、早く終われば、来ていただくことには

予定をしております。 

 午後３時を予定してます。 

 それまでに終わっていただければ、市長にも出

ていただきます。 

○中島委員 

 この予算のときの最終日が、そんなに早くは終

われないかなという気がしますけどね。 

 名古屋市でやるんですか、それは。間に合わな

い。違うんですか。 

○都市開発課長 

 当市で開催をいたします。 

○中島委員 

 午後３時で終わるかどうかわかりませんけれど

も。 

 こういうのは傍聴はできないんですか。傍聴は

させていただけないですか。 

○都市開発課長 

 公開ではないです。 

○中島委員 

 また詳細の報告をしっかりといただくというこ

とで、その日、26日に行うということは、いつ報

告いただけるんでしょうかね。特別委員会がすぐ、

緊急で開くとか。 

 議会のほうの受け皿ができれば、いつでも報告
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していただけるということになりますか。 

○都市開発課長 

 報告できるものがそろいましたら、直ちに報告

をさせていただきたいと思います。 

○中島委員 

 それから、先ほど少し話がありましたけども、

今の事業計画の期間というのは、平成26年までと

なっておりましてね。平成35年なのに、いつまで

このままいるのという話が市民からも出ておりま

す。その期間の変更ということも必要だし、それ

で、今言った中身の変更ということも、事業内容

の見直しの変更、これも国のほうとのやりとりが

今からすぐ必要になるというふうに思うんですね。

平成25年度ですからね、もうすぐ。だから平成26

年までに終わるという計画ですと、２年間ですも

んね。平成25年、平成26年と。２年間の間に終わ

っちゃうという計画に今なったままですので、こ

れについてはどんな手続でやられるのか、お答え

ください。 

○都市開発課長 

 現在、愛知県のほうが、その協議として国と交

渉をしている段階でございますので、来年度中に

は何とかなるのか、変更ができるのかなというふ

うに思っております。 

○中島委員 

 県のほうが準備を、変更を前提にもう準備を始

めていると、こういうことなわけですね。 

 県と市の協定ですね。これは、国との関係のス

ケジュールと影響しますか。 

○都市開発課長 

 工事協定でよろしかったですか。 

 現在、もう既に615億円で協定を結んでおりま

すので、それは変更はないことです。国との関係

だけの修正ということです。 

○中島委員 

 １対１の問題で県との話し合いという、そこの

ところですね。 

○都市開発課長 

 覚書です。 

○中島委員 

 ごめんなさい、覚書のほうです。 

 そこのところは、これとのスケジュールとの関

係でどのように考えているのか。 

 県のほうは１対１でやってくれと。そうじゃな

いと進まないよと、こういうふうに言っているん

ですか。 

○都市開発課長 

 おっしゃるとおりでございまして、負担の軽減

の前提となる考え方は、やはり１対１でございま

すので、その明記がないと覚書として結べないと

いうことを主張されております。 

○中島委員 

 覚書がないと、それがまとまらないと次の作業

ができないということですか。工事ができないん

ですか。そういう意味。 

○都市開発課長 

 覚書は、今後発生します工事の中で、その乗り

かえ階と直通機能、その軽減でございますので、

まだそういった工事に入りません。ただ、今年度

中に何とか結びたいということは、もう１年以上

経過しておりまして、なかなか結論が出ないとい

うことで、愛知県のほうは速やかに結んでいただ

きたいということを我々は伝え聞いております。 

○中島委員 

 そういうまだ少しは時間があって、頑張る場所

はあるということですよね。そうはないけども。 

○都市開発課長 

 ３月、４月、人事異動の時期でございますけれ

ども、実は愛知県の建設部長は、これで定年退職

されます。その下におります課長ですとか課長補

佐も、もう異動対象ということになりますので、

この流れを知っている方がいなくなってしまいま

す。県の財政部局も、この知事の提案に対しては、

必ずしも賛成というか、もろ手を挙げて賛成とい

うわけではありませんので、担当者が変わってし

まった後、結果的にまた振り出しに戻るんじゃな

いかということが、私の気持ちですけれども、そ

ういった懸念を持っておりますので、何とか今年

度中に結ばせていただきたいというのが本音でご

ざいます。 
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○中島委員 

 １対１で結んでいこうというのが、今の担当の

答弁ということですね。 

 市長、いいんですか、それで。 

○林市長 

 誤解のないように申し上げておきますと、今ま

で知立市は、この事業採択していただいてから１

対１ということで、それをのんでやっていること

は皆さん御案内のとおりであります。 

 １対１でやってきた。だからこそ、それを２対

１にしてくれ、３対１にしてくれと申し上げてい

るわけでありまして、前提は１対１で来ている。

その中で、今回は知立駅の公益性を認めていただ

いて、一定程度の軽減を図っていただいた。そし

て、なおかつこの１対１が未来永劫このままじゃ

なくて、当然国の制度等々変わったときには見直

しもあるよという一文を入れていただく。 

 それ、私やる覚書は決して、１年間私考えたん

ですけれども、県のほうがむちゃを言っているわ

けじゃなくて、これ結んでいくことが自然の流れ

なのかな。今、都市開発課長は、担当が変わっち

ゃうどうのこうのおっしゃる。そうじゃなくて、

自然な流れとして、今の事実をそのまま覚書にし

ておくだけのことだなという、それ以上のこと何

もないなということが気がしまして、私はそれで

いいのかなという気がしております。 

○中島委員 

 その覚書というのは、先ほど乗りかえ階とかい

ろんなことがもうあるのでということで言われま

したが、覚書そのものの拘束力は、最後の最後ま

での工事に係る覚書ということになるんですか。 

○都市開発課長 

 先ほど申し上げました、その部分の工事に対し

ての覚書でございますので、その工事が完了する

までは拘束力があるということです。 

○中島委員 

 それは、年次的にいうと、大体どのぐらいまで

という意味ですか。 

○都市開発課長 

 直通機能、乗りかえ階ということでございます

ので、北側だけじゃなく、南側にもあります。両

側にあることになりますので、それも最後まで、

高架工事が完成する、今のところでは平成33年が

高架工事の完了としておりますので、そこまでは

継続するということです。 

○中島委員 

 それじゃあ、もうほとんど山を越えてしまうと

いう、事業費的にいうと、山を越えてしまうとい

うところまで、そのままいってしまうということ

ですね。ちょうど５年ぐらいだよという話ではな

いですもんね。 

 そうすると、もうほとんど最後まで１対１でい

くと、こういうことになってしまうんじゃないで

すか。あと、わずか２年か３年。違うんですか。

頑張れるのか。 

○都市開発課長 

 覚書に書いてある１対１がずっと継続するかと

いうことだったような気がしますけれども、それ

は現状を書いているだけでございまして、その間

に社会情勢の変化があれば、愛知県は負担割合を

見直すということも明記しておりますので、そう

いったことがあれば、その時点で変更は可能かと

思います。 

○中島委員 

 その覚書の案分なんかあるんですかね。私たち、

見せていただくことはできないんですかね。まだ

交わさないのに、そんなもの見せれんよというこ

となのか、どういう中身でそれをつくろうとして

るのか。 

 社会情勢の変化ということをどういうふうに捉

えるかというのは、非常に立場で違いますもんね。

立場立場で。だから、何をもって社会情勢の変化。

国の法律が変われば、当然のことだから、そんな

ことは、関係ないと思うんですよね、逆に。社会

情勢に応じて変更もあり得るという。それは、知

立市が大変厳しい、こうなったときにという意味

でしょうかね。何をもって変更の可能性を示唆し

てみえるのか、どんなふうに思ってみえますか。 

○都市開発課長 

 知事は、昨年の１月ですか、要望書を持ってい
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ったときには、直ちに１対１を見直すのは難しい

ということをおっしゃっていました。 

 社会情勢の変化ということですが、今回見直し

が厳しいというのは、やはり愛知県の財政が厳し

いということもありますし、直轄工事の負担金の

見直しということも取りざたされておりますので、

そういったことも含められるでしょう。 

 また、逆に知立市の財政がほとんど、本当に悪

化した場合には、それもまた一つの変化ではない

かと思います。 

○中島委員 

 保証は何もないという感じで、知事もどうなら

れるかね。何年もすれば、お見えにならないかも

しれないしね。わかった話ではないですよね。覚

書だけがただ残っていくと、１対１というのがず

っとついて回ってくると。それこそ、部長、課長

がいなくなったなんて話じゃなくて、知事もいな

くなっちゃったと。その文書だけが残ってくると。

化石のようなものが残って、最後まで行くという

ことになってしまうと、もう全く知立市にとって

出口がなくなってしまうと。もう最後の最後で変

わっても、事業費がどれがけ削減されるのかわか

らないぐらいということになってしまうんで、こ

れは早い時期にやらなければ何もならないという

ことですよね。 

 覚書というのは、どういう案文なのかというこ

とは、もうあなた方は、それは見て話し合ってい

るわけですよね。それは、議会のほうには資料と

してお出しいただけないんですか。 

○都市開発課長 

 過去においても、そういった御要望をお聞きし

ておりますが、まだお出しできる段階ではないと

思っております。 

○中島委員 

 何か、どっか陰でいろいろ水面下で話し合って

いるという感じで、市民も議会のほうも置いてけ

ぼりにされているなという感じがするんですよね。 

 県のほうの事業とはいうものの、知立市の大き

なお金も投じてやるわけですから、その体質その

ものが、名鉄のブラックボックスもあるけど、県

のほうの姿勢もブラックボックスだなという感じ

は否めませんね。出しちゃいけませんよというふ

うに戒厳令が敷かれているわけですよね。まだだ

めだよということですね。数字も、覚書の文書も。

そういうものは、まだ一切出してはいけませんと、

こういう中身ですね。 

 だって協定文書だったら、これをのんでいいか

どうか、議会だって意見を言いたいじゃないです

か。もう終わってから見せてあげるわというんじ

ゃ、二元代表制の議会の役割なんて、どこで果た

すことができるんですかと思うんですよね。そこ

にぐぐっと穴を開けることはできないんですかね。

名鉄の問題も同じですね。全く解決されないと。 

 こういうことについては、今どんな思いでやっ

ていらっしゃるんですか。何回も議会で問題にな

っているけど。 

○都市整備部長 

 今、覚書の文面の内容ですね。これまでも県と

詰めてまいりまして、県もかたくなにその１対１

の表記についてはこだわっておりますので、現状

として、もうこの案でないと県としては結べない

だろうなというのは出ておりますので、まだ最終

的に、内部で最終確認、最終調整をした中で、私

どもとしてこの案で結んでいかざるを得ないだろ

うという形が決定をしましたら、これはやはり、

前も私申しました、市長もお話をされていますが、

私ども市長部局だけでこの話を進めてきたわけじ

ゃございませんので、議会の応援をいただいて進

めてきた話でもございますので、そういう中で、

知事が知立市の負担の軽減という御配慮をいただ

いたという経緯もございますので、最終的にこれ

を文書にするということについては、やはり今、

中島委員おっしゃるとおり、私どもとしてもお渡

しをしなきゃいかんと思っています。 

 しかし、そのやり方等については、少し時間を

いただいた中で内部で検討させていただきたいと

思いますので、決してこれで結んじゃいましたよ

ということは私はできないと思っておりますので、

その辺ことは御理解いただきたいなと思います。 

○中島委員 
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 議会の意を十二分に酌んで、今の段階では、皆

さんしか直接窓口になっていただけないもんね。

私たちが乗り出していくわけにもいかないし。議

会の意を汲んで動いていただくというのを、あな

た方の役割としてしっかりやっていただけるか、

そういうふうに受け取ってよろしいんですか。 

○都市整備部長 

 それは当然、先ほど言いましたように、議会の

意向というの、これまでも何回も聞いておるわけ

ですけど。 

 ただ、知立市の今、知事が御配慮いただいた負

担の軽減というところを、私としては、確実にや

はり将来にわたって担保できる方法というのは、

書面で交わす方法しかないわけでございますので、

後日、誰がかわろうが、この書類があれば、知立

市の負担軽減、11億円は担保されるんだというも

のがなければならないと思っていますので、その

中で一番気になっている１対１という表記ですね、

ここのところを削除できないかという議論をずっ

と来た中で、やはり、先ほど市長からもお話があ

りましたとおり、冷静に考えれば、現状を認める

という中で、将来にわたっての知立市が負担割合

の見直しがもう閉ざされたということではないと

いう、そういう覚書の内容というふうに私のほう

も見ておりますので、そういう中で結んでいく方

向を考えていきたいと思っておりますので、決し

て議会の御意向を無視するわけではございません

が、私どもとしての判断もやはりさせていただか

なきゃいけないというふうに私も思っております

ので、事前にそういった文案についてはお示しす

るという今お話をいただいたので、それについて

は、また内部で検討させていただくということで

よろしくお願いします。 

○中島委員 

 ぜひ意を酌んでいただく交渉、そしてできるだ

け早い段階での公表ということをお願いをしたい

と思います。 

 名鉄の問題もずっとありまして、これも進展は

特にはないということでしょうか。名鉄が請け負

った事業の入札情報の提供、透明化、この点につ

いては前進が全くないのかどうか。 

○都市開発課長 

 前進といいますか、やはりこれも繰り返しにな

りますが、名鉄のほうは、国の申し合わせに従っ

て進めていると。何の手落ちもないということで

す。 

 我々が、市議会の方々からも意見書を出してい

ただいて要求していることは、申し合わせを越え

た内容でございますので、それに対して、名鉄１

社だけでは回答できない。これは、申し合わせと

いうのは、国からＪＲ各社、それから民営鉄道協

会、それらで決めたものでございますので、その

決定事項に１社だけが反して対応することはでき

ないという、そういった主張をしております。 

 したがって、我々もその辺は理解ができるとい

うことから、その根本であるその申し合わせを変

えていただくことが先決ではないのかということ

で、そちらに向けて今度は行動を移すべきだとい

うことで、今、愛知県とも行動をしているところ

でございます。 

○中島委員 

 申し合わせを変えることはもとだと。それは、

確かにそうですよね。確かにそれはありますよね。 

 具体的に、それはもう動き出しているんですか。

県と一緒に、国に対し、の民間の鉄道も含めての

協議団体ですから、どんなふうに動き出している

んですか。 

○都市開発課長 

 愛知県には、鉄道立体、連続立体交差事業もあ

り、単独で高架化するところもありますので、そ

ういった自治体を含めて、鉄道立体協議会という

ものを愛知県のほうがつくっております。そこか

ら国に対して要望活動をしているということで、

昨年９月には、副市長も出席していただきまして、

国交省ですとか、愛知県選出の国会議員に要望を

しております。 

 また、今回政権が変わりましたので、政権変わ

った後、同じくその協議会のほうから、国会議員

ですとか国交省に要望をしております。そのとき

には、我々の都合が合いませんでしたので、会長
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である東海市のほうから要望活動をしていただい

ております。 

 今後もそういった活動を続けていきたいという

ことです。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後５時54分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後6時03分 

○川合委員長 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑はありませんか。 

○中島委員 

 名鉄の問題、受託工事の問題についても、もと

はそうだということはわかるわけですけどもね。

そこだけに、結局やればもういいんだということ

でもないし、名鉄自身は、その申し合わせ事項を

変えようという立場に立ってくれているのかどう

なのかね。それはどうなんですか。 

 県、市が国交省に行って、国会議員にも話して

要望書を渡すと、こういうことをやっているわけ

ですけれども。名鉄は、そういうことに対しては

前向きに動いているんですか、少しは。 

○都市開発課長 

 我々のほうからの要望、市議会からの意見書等

が届いておりますので、我々が考えていることは

承知をしていると思います。 

 ただ、やはりその申し合わせで縛られている点

がございますので、直ちに動けるかというと、な

かなか難しい点があるかと思います。 

○中島委員 

 ＪＲと民鉄、この協議会には何社ぐらいが入っ

ている協議会なんですか、これは。ちょっと教え

てくださいね。 

 市長も退職金問題で、みずからゼロにするんだ

と言って、中の組織を動かして変えようという努

力をしてみえるよね。でしょう。名鉄にしても、

本当にそれが理があるなと思って、一緒に動いて

くれてもいいんですよ。やっぱり今どきかえてい

こうじゃないかと、名鉄も。自分たちが負担がふ

える話になるわけではないですよね、これは。負

担がふえる話じゃないんですよ。オープンにして

いこうという話で。何にも困った話じゃないんで

すよ。後ろめたいこともないんだろうから。何に

も痛くない話。 

 なぜ、みずからそういうことに目を開こうとし

ないのかなというふうに思うんですね。そんなに

難しい問題ではないというふうに思うんですけれ

ども。庶民から見れば。 

 でも、何かそこに、その協議会の中の組織され

た鉄道事業者の皆さんが、これにしがみつく、そ

ういう姿勢をとり続ける何かがあるんでしょうか

ね。そこの動きはないんですか。 

○都市開発課長 

 まず、調整会議のメンバーということでござい

ますが、国土交通省からは、都市地域整備局。こ

れは平成20年当時ですので、名称が変わっている

かもしれません、現在では。そのほかに、河川局、

道路局、鉄道局、これらが国土交通省からのメン

バーです。 

 あと、ＪＲ各社ということで、北海道、東日本、

東海、西日本、四国、九州。そのほかに、日本貨

物鉄道株式会社。 

 民営鉄道協会のほうからは、代表者が土木部会

長というふうになっていますが、その方が参加を

されているようです。１人。 

○中島委員 

 こうやって見ると、国土交通省の方々がリード

しているのかなという感じを受けますね。民間鉄

道は、代表が１人だけと。ＪＲは、貨物も含めて

６団体が出ていると。ＪＲも、ある意味では国の

ものだったわけで、何か主導的なところが国交省

のそこにあるような気がしてならないんですけど

ね。 

 そういう中では、これを見直そうという議論は

していただいた経緯はあるんですか。 

○都市開発課長 

 調整会議を開くということにはなっております

が、私自身は、その経緯については把握をしてお

りません。申しわけありません。調査もしており
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ません。 

○中島委員 

 調整会議が、これ大分前から都市側からの動き

はあるわけで、全然知らないということはないと

思うんですよね。動きがあるかないか、そこのと

ころまで追及していかなきゃだめですよね。そこ

自体もどうなんでしょうということでやっていか

ないとだめですよ。このメンバーなら、国交省の

関係が随分力持っているということですよね。民

間の鉄道会社の皆さんの何とかかんとかと言うけ

ども、何かそこじゃあないなという。 

 そうしたら、結局族議員だとかとよく言われま

すけども、国交省がこの辺をグーと牛耳っちゃっ

ているんじゃないかという、邪推かもしれません

けれども、そんなふうにも思えますよね、これは。 

 一度、調整会議はどんなことやっているのか、

この点について議論したことがあるのか。ここま

で一度調査してくださいよ。追跡調査。これがオ

ープンになっているかどうかも含めてね。これか

ら大きな事業が始まっていくんで、まだ間に合い

ますのでね。しっかりこれはやっていただくとい

うことは、誰がお金を損するわけじゃない。都市

側も、名鉄側も損するわけじゃないんですから、

この話は。全体で費用が下がれば、県だってうれ

しいし、国だってうれしいんでしょう。知立市も

うれしいし。そういう中身なんだから、こここそ

本当に透明性を確保することについては、第一義

的な課題としてやるべきではないかというふうに

思いますね。 

 市長、そういうような状況ですからね。もちろ

ん調査は担当が一生懸命やっていただかなきゃい

けないけれども、私は遠い遠い、高い高い手の届

かないところにある課題だとは思えませんね。ぜ

ひ、それこそこの問題はスピード感を持って取り

組んでいただきたいし、早く結論を出していただ

きたい。市長、どうですか。 

○林市長 

 これからも連続立体交差やられる自治体と一緒

になって、国のほうに言っていかなければいけな

い。これは続けていこうかなと思っております。

また、県のほうにもですね。 

 担当課、建設部のほうは、当然ながら事業推進

という立場であります。一方で、総務部のほうは、

今やっぱり財源をどうにか減らさないかんという

立場ですから、そちらのほうからも一度何か話し

ていただけるルートはないかどうか、そのあたり

もちょっと研究をしてみたいなと思っております。 

○中島委員 

 結論を出すというところまで、しっかりやって

もらいたいと。まだだめ、まだだめ、まだだめで、

事業の大半が済んでしまうようなことがないよう

にね。これについては本当にスピード感が必要だ

というふうに強く要望をいたします。 

 この連立問題はいっぱい問題が残っております

けれども、次のところに行かせていただきたいと

思います。 

 これは、うんと市民的な目線で、道路の補修修

繕という点で幾つかの要望も含めてさせていただ

きたいなというふうに思います。 

 道路維持管理費ということで予算は組まれてい

るわけですけれども、工事箇所に載っていないと

ころ、結構、区長の申請も抜け落ちているところ

もあったり、それから住民が区長に要望していて

も、それが全く載ってこないと。どうなっている

んだろうという、そういう問題も区の中でやって

いるみたいでね。それは一定権限を持ってやって

みえるんだろうと思いますけれども、そういった

ことでちょっと伺いたいというふうに思うんです

が。出ていないなということで。 

 この間、佐藤議員が、本会議の中では、竜北中

の通学路、区画整理にかかっていく道路だけれど

も、かからない部分の道路の問題を指摘した。要

するに、面の中には入らない、トンネルの出口の

ところから少々というところで、大変路肩が崩れ

ていて通りにくい道路になっているという問題を

指摘をしておりました。 

 これについては、調査して何とか検討をという

話でしたけれども、その点、改めて少し調査はし

ていただいたのかどうなのか伺いたいと思います。

区長申請にはなかったわけですね。 
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○土木課長 

 その箇所につきましては、山町の区画整理事業

から少し外れて、１号線のアンダーから少し東へ

50メートルぐらいだと思いますけど、現場のほう

も確認いたしました。 

 たまたま、最近境界確定をしたところで、幅的

にもある程度出ておるんですけど、道幅はやっぱ

り狭くて、実際構造幅は１メートル80センチメー

トルぐらいしかないところで、反対側の人も若干

協力していただいているということと、余り大規

模な改築はできないですけど、危険を回避する最

低限な形で、舗装の修繕的な内容を若干していき

たいなというふうには考えております。 

○中島委員 

 山の区画整理も、まだいつ始まるかという段階

ですからね。そことの整合性ということは、すぐ

にないわけですけれどもね。 

 そういった見通しも持ちながらやらなきゃいけ

ないとは思うんですが、要は区画整理にかからな

い部分ですので、そこは。ですから、1.8メート

ルのままでいくのか、もう少し市が買って、拡幅

して、今ちょっと貸してもらっているみたいなと

ころ、少し幅広くするために、民地を通らせても

らっているというような道路形態、そこのところ

については、そんなにすごい面積じゃないですか

ら、購入して幅をちゃんとキープするというよう

な、そういう考えはできないんでしょうか。 

○土木課長 

 購入して改築という、そこまではできないです

けど、今、道路の１号線側が１メートルぐらい協

力していただいているもんですから、今崩れてい

るところを50センチメートルぐらい舗装すれば、

２メートル50センチメートルぐらいの道路が確保

できるじゃないだろうかということで、その部分

の補修を考えております。 

○中島委員 

 それは、今年度の市の判断での修繕費用でやっ

ていただけるということでよろしいですか。 

○土木課長 

 平成24年度予算の残の中で調整して対応しよう

と考えております。 

○中島委員 

 速やかにやっていただけるということで、あり

がとうございます。 

 それから、山屋敷のちびっこ広場ができたあた

りのことなんですけれども、ちびっこ広場。用水

のふたがないところがありまして、大きいちょっ

と深い用水で、ふたをつけてほしいと区長要望を

していたという経過があった場所があって、それ

について対応がまだなされていないというような

ことで、どうなっているんでしょうという話があ

りました。わかりますか。 

 わからない。 

 ちびっこ広場の場所は。小さな公園ですよ、ち

びっこ広場。山屋敷の中にね。借地かな。 

 富士塚、そうです。富士塚です。山屋敷町だも

んね、富士塚。 

 富士塚の公園がある前の道を、少し並びなんで

すけど、用水が。新しく家をつくった人は、そこ

にふたかけたりもした人もいるみたいですけどね。

出ていくところで、ちょっと深いし、危ないなと

いうことを要望されて、何とかしてほしいという

要望がありました。ちょっと、またこれも現地を

見ていただいて、できるところであればやってい

ただきたいというふうにお願いします。 

 また具体的な場所をお知らせしますので、ぜひ

見ていただいて、平成24年度の残予算の中ででき

るものであれば、やっていただきたいなというふ

うに思います。側溝のふたというのも、ちょっと

大きなふたかな。 

 それから、ちびっこ広場についていうと、これ

はわかりますよね。こちらですよね。ちびっこ広

場の周辺で、ちょっと子供さんがいたずらをされ

そうになったというようなことがありまして、お

母さん方から、あの辺も暗いので、ちびっこ広場

の脇のあたりにでも、道路側の、あんまり真ん中

建てると、狭い公園ですからあれですけども、道

路も照らすような形で公園に照明をつけてもらえ

ないだろうかと。道路照明じゃなくて、公園照明。

道路もついでに明るくできるようにつけてもらえ
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ないだろうかと。ちょっと追いかけられちゃった

という、お子さんのお母さんからそんなお話が出

ております。 

 その点、対応方、どうでしょうか。 

○都市計画課長 

 ちょっと初めてお聞きした内容でございまして。

区長さんからの要望もないところもありまして。 

 その辺、ちょっとどのような状況なのか、現場

の確認もあると思いますけども、一度お話をいた

だければ、検討の中にも加えたいなというふうに

思っております。 

○中島委員 

 たまたま道路の西側の通り、富士塚ちびっこ広

場の西側の通りは電気がないんですね。街灯等も

ね。電柱もないというようなところなので、ちび

っこ広場のこの道路側の脇のところにつけていた

だければ、両方ともいいじゃないだろうかという

ようなことですね。 

 ちびっこ広場とか借地公園とか、そういうとこ

ろでは照明はどのような方針になっておりますか。

照明は大体ついていますか。１灯ずつとか。 

○都市計画課長 

 その借地公園に照明灯を設置するという、基本

的なしなければならないような考えは私どもは持

っていないんですが、何せ借地公園というところ

もあるもんですから、その辺はもともとの地主さ

んの御了解を得ることも必要なのかなと。 

 そして、あとはどの程度を照らすのか。そして、

また街路灯というか、防犯灯で済むのか。そうい

うふうになれば、占用を我々は受ける側。我々が

つくるんであれば、地主さんのほうで方向性はい

いのかなと思いますけども、その辺の中身をちょ

っと検証させていただいて、御要望があれば、今

言ったとおりの検討内容になるのかなというふう

に思います。 

○中島委員 

 借地公園でも、構造物は、返還を要求されたと

きに大変だからというお話がありまして、トイレ

の構造、しっかりした土台のあるトイレはつくれ

ないという話がありましたけども、１本ポールを

建てて電気という、この範囲であれば、何とか許

容範囲だということではよろしいですか。 

○都市計画課長 

 今、公園につけているのは球体というか、非常

に照明の明るいものでございますね。面積に応じ

ても、それまでが必要なのかどうか。防犯灯のタ

イプであれば、最近はＬＥＤだとかあるんですけ

ども、それが道路を照らすのか、公園を照らすの

かといろいろあるもんですから、その辺はどの程

度のものが必要であるのかというものは検証しな

いといけないし、向ける方向によっては、防犯灯

というふうになれば、市役所の中でも扱う部署が

変わってくるもんですから、我々は占用を受ける

のか、我々がつくるんであれば、さっき言ったよ

うに、地主さんの御了解を経てつけるのかという

ことになろうかと思います。 

○中島委員 

 １回見ていただいて、道路もやっぱりないから

欲しいんですよ。でも電柱がないし、道路に電柱

を建てるよりは、こちらの中に両方明るくなるよ

うな形でやったほうがいいのかなという、そんな

お話をしていたんですけどね。それはちょっと現

場見ていただいて、対応を一度検討していただき

たいと、こんなふうに思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 それから、ここの市役所のすぐ前の南陽通りの

歩道ですね。今回予算の中では、そこのちょうど

その信号から、ずっと弘法通り側に向かった北側

の歩道のところが、歩道の修繕の予算が上がって

いたというふうに思うんですけど、それでよかっ

たです。 

 じゃらおけ屋あたりまでずっと線が引いてあっ

て、歩道修繕と書いてありましたよ。工事箇所。

違います。 

○土木課長 

 車道の舗装の修繕でございます。 

○中島委員 

 歩道かなと思ってしまったんで。この地図だと、

書いてあるほう見れば、そうですけどね。この辺

やってもらえるなというふうに思ったんですけど。 
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 今、そこの１－40というふうに書いてある箇所

ですね、これで言うと。工事箇所。１－40。道路

のあんまり脇に線が引いてあるもんだから、これ

歩道かと思いました。道路の本当に脇ですよ、こ

れ。道路に引いていないもんね。だから、歩道だ

と勘違いしました。見ただけで。 

 そこのところのちょうど外れたところで、農協

前の信号までの間の歩道。南側の歩道、特にでこ

ぼこ。非常にでこぼこですよね。あそこのところ

を自転車で通ると、こうなってしまうといって、

すごいでこぼこということで、これは何か計画を

持っていらっしゃるのか。もうちょっと待ってね

と言えばできる、そんな計画になっているのか。

その点は、どのように市民にお答えしたらよろし

いんでしょうか。 

○土木課長 

 南陽通りの歩道については、順次やっているん

ですけど、今まで下水道工事の関係もあったとこ

ろから、そういったところと調整しながらいろい

ろやっていたんですけど。碧信の前ですとか、新

池のほうのですとか、こちらとか、あっち行った

りこっち行ったりしとったんですけど、交通量の

多くて悪いところを順次、年に１カ所ぐらいしか

やれないんですけど、順次バリアフリー化してい

こうということで考えておりますけど。今井設計

の前は、一昨年前にやってはおるんですけど。あ

のサークルＫのところですね。もう今はないです

けど。 

 ことしは碧信のほうの前の北側をやっていこう

というふうに考えておるんですけど、その次ぐら

いに、順次こちらに入ってこれるのかなとは思っ

ています。 

○中島委員 

 この歩道修繕は、年間このぐらいの枠という金

額を設定してやっていらっしゃるのかな。どのぐ

らいですか。 

○土木課長 

 年間400万円ぐらいを見込んでおります。 

 １カ所程度になっちゃうんですけど、そういっ

たところで、市の計画の中でということで考えて

おります。 

○中島委員 

 １カ所ぐらいをちょっとやるのに400万円かか

るわけですね。そうすると、本当にこういうとこ

ろに、先ほどの八橋のほうの話じゃないですけど

も、こういうところを重視してやっていただきた

いなというふうに思います。 

 バリアフリーといっても、やっぱりでこぼこと

いうのはまだいっぱいあるんで、使っていればそ

うなっていくということもあって、追いかけっこ

なんですけども、400万円じゃちょっと足らない

かなという感じもするんですけどね。 

 もう一つですが、これ知立団地のほうも、今回

ちょこちょこと出てはいるんですけども、ちょっ

と見落としのところで、私がたまたま近いので大

変気になっているという場所もありまして、ちょ

うど50棟の前が、横断歩道があるわけです。私は、

常にその辺通ってショッピングセンターのほうを

渡るんですね。自転車で行ったり、またさくらん

ぼ保育園の子供たちは、乳母車を持ってそこを通

っていくと、ごくんと物すごい根上がりになって

いるんです。相当の。何がこんなに根上がってい

るのかと思うぐらい、何か１本の丸太があるぐら

いのホワンという根上がりになっていて、根かど

うかわかりませんけども、多分、根でしょうね。

そこのところは、今回載っていなかったもんです

から、あれは緊急にやってもらいないなという、

そんな感じです。ちょっと話すと、本当皆さん、

あれはひどいねということで、声をそろえて言わ

れます。口をそろえて言います。 

 そういうところについて、出てくれば見に行く

ということはやっていますが、出ていないところ

は、見に行くということはないですね。特にね。

巡回して、パトロールして、これはひどいという

ような、パトロールすることはあるんですか。道

路パトロールで。 

○土木課長 

 まず、バリアフリーですけど、南陽通りについ

ては、まず交差点部分が特に悪いということで、

交差点部分を重点的に直して、その後に平たん部
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を直していくというような考え方でおります。 

 それと、団地のほうにつきましては、６から９

丁目、この中の部分を重点的に今やっていまして、

ことし６丁目と７丁目の間の道路ですね。そこの

部分の北側をやって、来年は南側をやろうという

ことで、１－76ですね。 

 これは地元要望に基づいて、そういったことを

やってきとるわけですけど、南陽通りの外周につ

いては、地元要望は今回は上がってはいないです

けど、根っこが盛り上がるというのがあれば危険

ということで、それは修繕的に対応ができれば、

修繕のほうで対応してきたいと思っていますし、

定期的にというわけじゃないですけど、道路パト

ロールはやっておりますんで、そういったところ

で危険ということがわかれば、できるだけ、余り

しっかりした改良はできないかもしれないですけ

ど、修繕的な対応はやっていきたいと思います。 

○中島委員 

 ぜひ。今、私言ったのは、知立団地側ですから。

知立団地の中の歩道部分です。ちょうど50棟で。

団地のほうの歩道の部分ですね。 

 前にケヤキの木を根本をバーンと切って、あん

まり根がいたずらしないようにやって、何か枯れ

ちゃうかなと思うぐらいに切っていただいたんだ

けど。あれ元気ですけど。その木の近くなんです

ね。 

 ちょうど50棟の角のところで、コーナーのとこ

ろなんです。コーナーの、歩道のコーナーの。そ

こが、もうボーンと盛り上がっちゃっていて、す

ごいことになっているもんですから、つまずくと

いうよりも、もうこんな隆起しちゃっているので、

つまずくよりも何だろうという、オーバーですけ

ども、そういう箇所が１カ所あるんですよ。面と

して、線でずっとあるということじゃなくて、極

端にそこだけがなっているという。何でか私もわ

かりませんが。ケヤキの木を切った。その木が元

気になって、また根を伸ばしたのかなと思っちゃ

うぐらいに、大変な今盛り上がりになっていて、

そこをぜひまた一回見ていただいて。本当に局所

的な対応ですよ、あれは。局所的な。いうことで、

それをちょっとお願いしたいと思っています。 

○土木課長 

 団地の中は、局所改良ではありますけど、下か

ら入れかえているもんですから、根の周りをしっ

かり掘っちゃって、根も全て取って。根を張るの

も下へ向いて張るようにという、その改良を加え

てやっておるもんですから。 

 ことし、外周から入ってくるところ、一方通行

で入って、東から西へ入ってくるところ、そこの

北側をやっております。３丁目のその出るところ

も、以前やってはおるんですけど。 

 来年も考えておりますので、１カ所ということ

であれば、一緒にやれるという可能性もあります

ので、また場所を言っていただければ、簡単な修

繕でやるか、本格的にやるかというのを検討させ

ていただきます。 

○中島委員 

 私が言ったのは、木をもう一回、何かしなさい

という話じゃなくて、もう完了済みのところの木

の近くなんです。もう一回木を掘ってどうこうし

てくださいという話ではないんです。ただ、舗装

がなぜ上がったのかわかりませんが、掘ってみな

いとわからないかなと思いますが、一度。ちょう

どコーナーのとこの横断歩道を、３丁目側から団

地のほうに入ったところ、上がったところ、すぐ

がこうなんです。ですので、乳母車を押すと、大

変なことという感じですね。スピード出してはと

ても通れないというところで。ちょっとあれは気

になり過ぎていて、お願いしたいというふうに思

います。 

 なかなか区長が全部把握できる、また住民がち

ゃんと思っていても、区長に言わないということ

もあるし、直接的なそういったものに対しても、

フリーハンドで対応していただける、そういうこ

ともね。 

 先ほどの400万円の予算で、それもやるという

ことでしょうか。それじゃなくてやっていただけ

ますか。そういうフリーハンドがどのぐらいある

んですか。 

○土木課長 
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 そういうフリーハンドはないんですけど、枠で

予算、土木いただいていますんで、請け負い差金

とか、そのほかの土木工事の中で予算調整ができ

たときに、そういったところができるということ

になりますので。 

○中島委員 

 じゃあ、見ていただいて、よろしく善処してい

ただきたいと思います。 

 こういうちょぼちょぼとした話、切実な話が出

てくるんですけども、以前からの道路舗装そのも

のが老朽化していて、亀の甲になっているという

ようなことについては、大分順番に修繕をすると

いうようなことになってきてはおりますけれども、

これからの計画という点では、そういう亀の甲の

古くなった道路の舗装はどういうふうな計画にな

るでしょうか。今年度は、どこの路線をやるとい

うふうな具体的な亀の甲対策がありますか。 

○土木課長 

 今年度につきましては、牛田町20号線の大受の

信号のところから、南の道路改良やっているとこ

ろまでの舗装を来年度予定しています。それから、

南陽通りの、先ほどの１－40ですかね。ここから

じゃらおけ屋までですね。それを今年度は予定し

ております。 

 次年度からも５カ年計画で予定をしておりまし

て、それが終わるとまた５カ年という形で、再度

現地を確認して計画をつくり直しております。 

○中島委員 

 追いかけっこですよね。これはね。ずっとやっ

ていくと、また悪くなるというね。どこもそんな

感じでやっているわけですけれども。道路そのも

のについては、バリアフリーとかいろんなことを

言われている中では、本当にそこのところ大事な

点ですのでね。つまずいて転びそうというのもな

いですから。 

 知立団地の周辺というのは、石板でやっぱりで

こぼこになるなというのをずっと感じていまして、

どうしたらよいんだろうと私も考えながらいるん

ですが、またここなっているなというふうになる

んですね。石板が沈んだり、上がったり、傾いて、

こんななってつまずきやすくなったりとか、そう

なっておりまして、これについては、基本的な計

画、どんなふうにこれから考えたらいいのかとい

うことを私も悩んでいるんですけども、担当のほ

うはどうでしょう。 

○土木課長 

 平板のがたつきで通りにくいということなんで

すけど、何せ距離と幅があって面積が多いもんで

すから、あれを計画的に直していこうという考え

は、今、計画は持っていないんですけど、平板で

できているとかタイルでできているというところ

で、かなり老朽化しているというところは結構あ

るもんですから、そういったところの歩道の修繕

の計画づくりというのは、今後やっていかなきゃ

いけないなということは思っております。 

○建設部長 

 今のお話ですが、知立団地につきましては、歩

道の乗り入れがなかなかつくっていただけないと。

直接ブロックの上を車が乗って宅地内でしてみえ

るということで、昔からの経緯がありますので、

建てかえの部分を見つけますと、建築屋、あるい

は地主にお話ししておるんですが、まだ半分も直

していただけないと。乗り入れブロックを買って、

直接平板の上に乗ってみえるというのが相当あり

ますので、その辺の解決をしていかないと、なか

なか修繕ができないのかなという思いをしており

ます。 

○中島委員 

 そういう面もあるんですけど、そうでないとこ

ろも、やっぱりでこぼこでこぼこなっているんで

すよ。実際に乗り入れとは関係ないところでなっ

ているんです。だから、乗り入れ部分は、やっぱ

りそういうふうにしていただくようにお願いして

もらいたいし、やってもらうのにお金かかります

けどね。お願いすると、何か建てかえのときには

必ずお願いするみたいなことも含めてあれですけ

ども。 

 そういう意味では、建てかえしているお家があ

るけども、それはどこでどういうふうにその情報

を得て、建築確認申請が今、民間のほうへ行くの
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多いんですね。それはどういうふうに指導をお願

いができるんですか。 

○建設部長 

 現実は、我々が現場へ行った途中で見つけた場

合に、確認のほう、調査しまして、あるいは現地

の看板見まして、建築主、あるいは業者の方に連

絡をとってお願いしとるという状況です。 

○中島委員 

 確認申請が、市が直結じゃないもんですから難

しいんですけれども、そういった知立市の開発要

綱ではないですけども、もう既存の建物が建てか

わるという場合は開発要綱でも何でもないんです

けども、そういった一つの基準をいろんなところ

にお願いして知らせておくというのはできないん

でしょうかね。 

 なるべく、建てかえるときには歩道の乗り入れ

はつくってくださいというようなことをお願いす

るということをやっていけないんですかね。そう

いうふうにすると、漏れがなく、たまたま見つか

ったらやりなさいよと言われて、そんな、あそこ

もやっていないし、ここもやっていないし、お金

かかるし嫌だなんて言われたら、終わっちゃうも

んね。そういうのを組織的にお願いするという、

そういう方法をとれば、その点ではいいかなと思

いますけども、それはできないんですか。今の体

制では。 

○建設部長 

 なかなか、現在の方法でいきますと、強制力が

なかなか働かないという部分ございますし、それ

から知立団地につきましては、団地をつくった当

時に、どういう状況の中で乗り入れがつくられず

に乗り込んできたかというのがありますので、や

はり、今の段階ではパトロールとかで見つけたと

きに現実はお願いしとる状況が多いんですけど、

確認の概要書が回ってきますと、もう３カ月、４

カ月後ですので、でき上がっちゃっていて、今さ

らお金かけれんというのが多いもんですから、ち

ょっと苦慮しとるところありますけども、そうい

う形の中で、じゃあ乗り入れしていないところだ

けを直していくというのもなかなか難しいという

状況でございます。 

○中島委員 

 これもまた難しい問題だなというふうに思いま

したけど。知立団地の開発、50年近くになります

けどね。その時点ですので、まだ名鉄バスがもう

てんこ盛りで、満員で、車で通うなんて人は少な

い時代だったもんですからね。みんなにそういう

ものがあるなんてことは全然想定していないとい

う時代背景の中でできましてね。 

 ですから、今はもうない人はいないし、２台、

３台で持っているし、いうことでは、乗り入れつ

くっている人も多いんですよ。だから、できるだ

けそういったものについてはやってくださいとい

う何かＰＲを広報とか、特定地域であれば、ちょ

っと回覧板でお願いするとか、そういうことも歩

道のガタガタということに対する対応として御協

力をお願いしますということはやってもいいかな

というふうには思うんですけどね。ちょっと知恵

を絞ってください。 

 ちょっと河川のことで伺っていきたいと思うん

ですが。予算というよりも、これ工事状況、県の

ほうの河川が、猿渡橋ですかね、下のほうの。猿

渡橋、ずっと刈谷のほうからしゅんせつが行われ

てきましたね。 

 現在はどこまでで、これどういうふうに今後、

弘法橋に向かって、今ずっとやっているのかなと

思いますけれども、猿渡川のしゅんせつという進

捗状況をちょっとこの際伺っておきたいなと思い

ます。 

○土木課長 

 猿渡川のしゅんせつですけど、愛知県のほうで

発注されて、現在、西中のＪＲの上流の重中橋ぐ

らいから、23号線のちょっと上流で間瀬口川って

あるんですけど、そこら辺ぐらいまでの川のしゅ

んせつを発注していただいて、５月の末日ぐらい

までに１メートル、河床掘削１メートル程度の掘

削を、刈谷のしゅんせつに引き続き、上流に上が

ってきていただけるということを聞いております。 

 ことし５月で終わりますので、来年度の平成25

年度予算では、ちょっとまだ確定はしていないん
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ですけど、それからまた上流。予算のつきぐあい

によって、またどうなるかわからないんですけど、

安城知立線ですね、弘法橋ぐらいまで行けるか、

行けないかというところかなということは聞いて

おります。 

○中島委員 

 これも雨水対策になっていくわけでね。ちょう

ど西中の上重原のほうというのは、よく水没する

場所ですので、大体その辺は今通過してきて、弘

法橋に向かって今度は、平成25年度は来ると。弘

法橋まで大体来るだろうと。予算のつき方にもあ

るがとおっしゃいましたけど、計画としてはそう

と。 

 これは、その先は今度はずっとまた登ってきて、

弘法橋からずっと登ってきて、芋掘橋だとか、あ

っちのほうまで行くんですかね。南陽橋のほうま

で。 

○土木課長 

 私のほうの要望としては、引き続きやっていた

だきたいということで毎年要望しております。県

道安城八ッ田知立線の八ッ田橋ですかね、八ッ田

橋までが未改修ということになっておりますので、

そこまでの河床掘削をお願いしております。八ッ

田橋から上流につきましては、暫定改修が永田園

芸のところだけが未改修であって、あとは改修済

みということを聞いておりますので、アピタの通

りの八ッ田橋まで、そこまでを河床掘削というこ

とで要望しております。 

○中島委員 

 ずっと来て、一部もう済んだよというところも

あるというお話ですが、大体そういうことも含め

ていうと、ずっと南陽橋、知立団地のかかってい

る南陽橋までが、全体が終わっていくという、こ

ういうことですか。何年ぐらいでしょうかね、こ

れは。 

○土木課長 

 済みません。失礼しました。 

 八ッ田橋までは河床掘削ですけど、その上流の

新牛田橋から名鉄まで親水護岸ということで、今

検討していただいております。ちょっと、これは

何年までにできるかということはちょっと言えな

いんですけど、数年のうちにできるのかなという

ことで、まだ年次的にはちょっと県のほうから伺

っておりません。 

○中島委員 

 年次的にわかれば、そういうのもまた一度出し

ていただけたらと思います。身近な河川でして、

皆さん散歩しながら、眺めながら、ちょっとまだ

汚れているかな、もっと深く掘ったらいいかなと

かいろいろ思いますけど。 

 でも、アオキスーパーのあたり、アオキスーパ

ーのあの永田園芸のあたりね。あそこから南陽橋

の上のほうは護岸工事をということを言われまし

た。しゅんせつということではなく、護岸工事と

いうことですか。しゅんせつは、もう済んだとい

うことですか。 

○土木課長 

 そのアオキスーパーから上流につきましては、

流下能力というのはあるもんですから、しゅんせ

つする必要はないということで。 

 ただ、護岸が老朽化しているということで、そ

の老朽化の解消とあわせて親水護岸を計画してい

ただいているということで、河床掘削のほうは災

害関連予算をいただいているもんですから、そち

らのほうで進んでいくかと思いますけど、親水護

岸のほうにつきましては、予算が多分別ですので、

ちょっと年次的にいつできるかというのは、ちょ

っとここでは申し上げられませんけど、でも割と

早くやれるのかなということで、また情報が入り

次第お知らせしたいと思います。 

○中島委員 

 ちょっと再確認。河床を掘削していくのは八ッ

田橋までということでした。給食センターのとこ

ろ。あそこの橋あたりですか。どこですか。八ッ

田橋がちょっと私が。弘法橋じゃないの。弘法橋

から上ですよね。 

○土木課長 

 八ッ田橋というのは、アピタの前の通り、安城

八ッ田知立線。この通りにかかっている猿渡川の

橋でございます。八ッ田橋から。 
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 給食センターのすぐ下流の橋ですね。 

 そこまでが河床掘削で、それから上流について

は流下能力があるから、河床掘削する必要はない

というふうに聞いております。 

○中島委員 

 そういう計画だということで、流れが速いしと

いうことでヘドロはたまらないだろうという、こ

ういうことですね。 

 ずっとこうやってきていただいているわけです

けども、集中豪雨ということに対する対策に大き

な効果がある。防災関係というね、災害関係とい

うことを言われましたけども。かつては、時間50

ミリ雨量対応とかいうような言われ方していまし

たけども、現在の基準というのはどうなっている

んですか。 

○土木課長 

 今は５年１確率で全て改修しておりますので、

知立では50ミリですね。 

○中島委員 

 最近は50ミリを超えるようなということで集中

豪雨があったということで、まだ万全かどうかは

ちょっとわからないところがありますね。だけど

その方針でずっと来ましたので、一応そういう昔

の方針というか、のような気がいたしますが、状

況を見て。 

 最近は、余り災害的な、水害的なものは見受け

られないとは思いますけどもね。このしゅんせつ

がずっと終わった段階では、そういった問題が大

きく改善されるという、こういうことになってい

るのか。そういうふうに思っていいんですか。 

○土木課長 

 猿渡川もですけど、上下流、全て５年１で50ミ

リ対応でやっておるもんですから、そこだけ確率

降雨上げてもだめなもんですから。 

 現状がじゃあ何ミリ対応ぐらいだということな

んですけど、現状が全然未整備な状況で、20ミリ、

30ミリ程度ぐらいじゃないかぐらいなことでちょ

っと聞いておるんですけど。だから、それからす

ると、全然倍ぐらいな断面という形になりますん

で、東海豪雨というか、平成20年８月豪雨とかで

オーバーフローしたんですけど、そういうのは若

干、そこまでは行かなくなるのかなというふうに

は思いますけど。ただ、雨というのは本当に、ゲ

リラ豪雨というのは、どこでどれだけ降るか、流

域全体で降るのか、スポット的に降るのか、いろ

いろな状況があるもんですから何とも言えないで

すけど、もし前回の豪雨ぐらいであれば、今回の

改修でかなり解消されるかなというふうには思い

ます。 

○中島委員 

 そういう意味でいうと、雨水貯留槽をもっとた

くさんの方が設置してくださるというのも、一つ

の内水を減らすという意味で大事なことかなとい

うふうに思いますが。なかなかこれは補助金も減

額されちゃって進まないなと思っておりますけど

も。その辺、貯留槽の関係はどのようにお考えで

しょうか。 

○土木課長 

 これも、去年から浸水被害対策法の中で、知立

市の川が、猿渡川、逢妻川が指定されましたので、

流域が指定されましたので、一定の河川整備だと

か内水の流出抑制、そういったものを義務づけら

れておるわけです。そういったことから、河川災

害を少しでも少なくするために流出抑制をみんな

で行っていただきたいということから、この補助

事業については前からやってきておるんですけど、

最近、ちょっと少しずつ浸透してきたかなという

ふうには思うんですけど。 

 ただ、何せ、ことしはまだ７件なんですけど、

今後もホームページとか広報とかいろいろＰＲは

しております。問い合わせも結構来るようになっ

ておりましたので、このまま継続して、少しでも

皆さんが活用していただけるように頑張っていき

たいと思います。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後６時55分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後７時04分 

○川合委員長 



 

- 83 - 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 最後の質問をさせていただきます。 

 ミニバスの件で、もう一度取り上げたいと思う

んですが。大変好評で、たくさんの方が乗ってと

いうことで評価をしております。 

 この中で、この間、１度転倒事故があったと。

転倒事故。お客さんが。転倒事故があって、ちょ

っとけがをされてという、そんなことがあったわ

けですよ。その辺のちょっと経過と対応、その辺

について、今後の教訓、どういう対策をとるのか

ということについて伺っておきたいなと思います。 

○まちづくり課長 

 ミニバスの車内事故でございます。 

 平成25年１月12日の午前11時25分ごろに起きま

したこの事故でございますが、場所発生は、昭和

６丁目、ほほえみの里バス停のところでございま

す。イエローコース。ここで、前から乗車してい

たおばあさん２人組と言っちゃいかんですけども、

おられまして、そのうちのお１人が、今一番前の

前に座っておったんですけども、ちょっと斜めは

す後ろの人にお話がしたかったんでしょうね。バ

スの発車時にお立ちになられた、そういった原因

で、急発進ではないと思うんですけども、安全確

認が少しおろそかになったということが原因で、

その立たれたおばあさんが転倒しまして、負傷状

況は全治２カ月というような大きなふうに書かれ

とるんですけども。頭に少し外傷と、一番厳しか

ったのが第４胸椎圧迫骨折ということと、あとは

そことかのすり傷、擦過傷ということでございま

して、その後、即入院しまして、聞いているとこ

ろが、２月20日まで入院をされたと。 

 その後は元気で、またミニバスに乗って秋田病

院に通院されているというふうなことでございま

す。 

 原因でございますけども、発車時の安全確認と、

それからお客様へやっぱり、発車時というのか、

立たないでねという、そういう周知が一番必要な

ことだと思われまして、バス車内に、運行時には

立たないでくださいというような案内表示をさせ

ていただいたのと、それから、あとは運転士には

社内教育のほうを徹底するようにうちのほうも指

導させていただきました。 

 そんなようなことでございますけども、当然治

療等は会社のほうで全部持っていただいたと。保

険だと思うんですけども、そういうふうに伺って

おります。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 会社のほうで持っていただいたということ。こ

れは、ミニバス運行に関する保険が何か会社のほ

うとしてあって、そういうもので対応されたとい

う、そういう解釈ですかね。 

○まちづくり課長 

 おっしゃるとおりでございます。 

○中島委員 

 ついつい元気なつもりで、きっと立ってしまっ

たんでしょうね。車内はやっぱりサロンという感

じがありますから、そこで楽しくてというのはと

てもいいことなんですけどね。それは注意しなけ

ればならないということで、徹底していただくと

いうことですね。 

 特に発車時は危ないですよね。ずっと走ってい

る間は、まだかえっていいんだけど、発車時とい

うのは、一番危ないときに立ったんだなという、

そんな感じがいたしまして、これは注意を喚起す

るしかないということですね。 

 それから、前にちょっと改善要望してありまし

たけども、手押し車を持ったおばあさんが乗車拒

否されたというね。この手押し車が、要するに中

でコロコロコロと動いていくと危険だから、持っ

て入っちゃいけませんというようなことが言われ

ていて、それじゃあ、手押し車でやっとバス停へ

来た人が乗れないんじゃかわいそうじゃないのと

いう、その件なんですけど、いろいろ理解してい

ただいて上手にやっていらっしゃるのか、ちょっ

とその辺の経過をお願いします。 

○まちづくり課長 

 そちらの件につきましては、その方から見れば

必要なものですし、車内でしっかりと持っていた
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だく、固定までできないですけども。 

 ブレーキをしていただければ、特段問題ないか

と思っております。 

○中島委員 

 ブレーキもちゃんと、今のシニアカーは、手の

とこできゅっとやると、もうすぐに動かなくなる

ようなブレーキもあって、こんなに簡単にブレー

キができるのに、何でそんな言うんだということ

で大変怒られておられまして。何回もそれが拒否

されたということがあって、結局歩いたんだよと

か、そういうので言ってみえたということだった

んですけども。 

 そういう意味では、運転士もまずは乗せてあげ

ようという立場からやっていただけたらいいなと

いうふうにね。どういう安全対策で乗ってもらう

のかと。乗っちゃいけないじゃなくて、乗ったら

どういうふうに気をつけてもらうかというふうに

やってもらわないとまずいなという、そんなこと

があってね。 

 改善をということですが、また運転士が変わっ

ていくと、本当にそれもまたどうなるんかという

ことですけれども、マニュアル化して、ちゃんと

徹底していただけるということでやっていただい

ているということでいいですか。 

○まちづくり課長 

 はい、そのように進んでおります。 

○中島委員 

 あとは、もうよくよく出るのが、八千代病院に

も行きたいなというような話が出ます。市外の病

院ですけどね。団地はすごい近いもんですからね。 

 それと、ポルトガル語の通訳は、あそこにはい

るけど、ほかのところは全然いないんですよ。通

訳が。もちろん市内の病院は置いていないし、更

生病院にも置いていない、刈谷病院にも置いてい

ないと。八千代病院だけが通訳があるんですね。

病院の職員として通訳が配置されているというこ

とで、外国の方だったら、向こうへ行きたいとい

うふうになっていて。 

 そういうコースのことについては、大きな改正

時に一つの検討材料ということにしていただけた

らなというふうに思いますけれども。今回はアン

ケートをとって、乗車されている方がどうだ、ど

こでおりて、どこで乗って、どこでおりてという

のを全部把握したいという予算が盛り込まれてい

るわけですけれども、そういった病院関係が多い

ということから、その検討もしていただけたらな

というふうにお願いをしたいということですが。

御意見があれば。 

○まちづくり課長 

 通院は、バス利用の大きな要素というんですか、

目的でもあるということは重々承知しております。

市外病院に、今の病院以外にも要望は伺っており

ますけども、そこの辺につきましては総合的な判

断が要ると思いますので、検討課題とさせていた

だきたいと思います。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第32号について、挙手により採決します。 

 議案第32号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第32号 平成

25年度知立市一般会計予算の件は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第34号 平成25年度知立市公共下水
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道事業特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 ごめんなさい。先ほど条例のほうにありまして、

設置基準、既設整備の基準とか、いろいろあった

わけでありますけれども、一つは、下水道の場合、

不明水を少しでもなくしていこうと。老朽管があ

ったりすると、雨水が入り込んで代金を回収でき

ない、そういったものが多く発生する可能性があ

ります。その不明水というものですね、それがね。

この不明水をやっぱりなくしていく、その点では、

今現状はどういうふうになっているのか。そうい

う対策は、もうしっかりやってきたので、随分減

ったよということなのか、現状をちょっと、認識

をお知らせください。 

○下水道課長 

 御指摘の不明水については、今現在、整備をさ

せていただいとる管については、不明水はかなり

減っていると、改善されていると。構造的なもの

でございます。塩ビ管をゴムだとか接着でしっか

りと止水していますので、そういった部分では不

明水はかなり減ってきていると。 

 ただ、私ども、今、昭和地区の知立団地が整備

されたときに整備された下水管については、ほと

んどが陶管という管で整備されておると。それが、

陶管の接続部分が、昔でいうと、ゴムがしっかり

入っていたのかどうかというのを、ちょっと何と

も言えません。ゴムが腐ってしまったのかどうか

知らないですけど、カメラで管の中を通しますと、

その陶管部分から木の根が管の中に入り込んでい

まして、そこから何か外の水が入り込んでいると

いう部分と、根が中の水を吸っているという状況

にありました。 

 ただ、その昭和地区のその部分がかなり不明水

という中身になっているのかなという、データ的

には、昭和地区の汚水を県の幹線に接続している

猿渡川３号という接続点がございます。そこで流

量を図っていまして、その流量でいいますと、そ

の昭和地区で水道水を使っている量と、そこへ流

れ込んできている量とが、雨の後の場合はかなり

差がありますので、依然としてそういったことが

原因で不明水になっているのかなと。 

 ただ、以前より、そういった部分については、

管更生という手法、管の中に新たなビニール系の

管を構成するという方法でもって、そういったと

ころについては改善されているのかなと。現在は、

地震対策等の事業で、同様な手法でもって管を中

から覆ってしまうと。だから、管の中にビニール

系の管を新たに構築するという方法でやっていま

すので、その点については改善されている部分が

あるかと思うんですが、全体としては、まだ昔の

陶管で残っている部分がかなりあるもんですから、

そういった意味では不明水というのは、そういう

意味ではまだあるのかなと。 

 ただ、私どもが下水道事業やるにおいて、全体

の不明水の設定は、汚水流量に対して大体15％と

いう設計というか、考え方をしておるところ、現

在、ちょっと私の記憶で申しわけございませんが、

たしか不明水、有収水量を除いた部分の不明水の

割合は、８％、９％ぐらいであったかと。 

 ですので、下水道計画として15％ぐらいを見込

んでいるところで、８％、９％と。これは、なく

せれば、なくしたほうがいいというのは当たり前

の話でございますが、今、その部分をとりたてて

そいつの改善を進めているという状況ではござい

ません。まだ、今、未整備の地区を推進している

という状況でございます。 

 今後は、そういった部分も、耐震対策等も含め

て、それから、かなり昭和地区については寿命も

来ているもんですから、そういった部分の改善も

含めて、管更生工法だとか、新たに入れかえるだ

とか、そういった部分では改善が図られていくの

ではないかなというふうには考えていますけど、

先ほど言いましたように、今それに対する改善対

策というのは、特にはしてございません。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 昭和地域が古い地域で、最初に下水道が供用開

始されたと言ってもいいぐらい。その後、じゅん

じゅんと来たんですけどもね。50年ほどたってい
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るということで。 

 40年ぐらいですか、たっているということで、

不明水の一番のもとは昭和地区だよというような

ことがよく言われてきております。 

 ずっとビニール管を中に入れて塞ぐという、や

っていたんですけども、今はまだやっていないと

ころもあるけれども、それをやるよりも、未整備

地区にお金を投じたいということで、それは全体

的に不明水が８％ぐらいになったので、その対応

は、今はやらないで、何もやっていないところも

あるということですね。昭和の地域で。 

○下水道課長 

 これも、私が直接その当時担当しとったわけで

はございませんが、当時は木の根が、先ほど言っ

た接続というか、接合するところで、木の根がも

う入り込んで、かなり詰まる原因が多かったとい

うことで、そういった部分については、ひどいと

ころについては、カメラを入れたときに、ここは

そういった対応をせざるを得ないということで対

応したというようなことをちょっと私は聞いとる

んですが、そういったところについては、既にや

ったところもあると。 

 ただ、それ全てをそういった対応したわけじゃ

なくて、カメラを入れた状況で、この程度であれ

ばというところについては、まだやっていない部

分が相当残っているんではないかということでご

ざいます。 

 それで、今は地震対策で、まだ地震対策という

考え方でそういった管を中に更生するという、そ

ういう対応でもって地震対策の事業を進めとると

いうことでございます。 

○中島委員 

 わかりました。地震対策にシフトもしなきゃい

けないし、そんなに大きな不明水問題にはなって

いないので、ちょっとその辺に切りかわっている

という状況ですね。 

 かつての、大雨が降ると、マンホールのふたが

押し上げられまして、汚水がもう道路にバーとあ

ふれるような激しい状況が何回かあって、消防署

に出動していただいて、道路をダーと清掃しても

らう。もう本当に汚物が道路にいっぱい広がると

いうようなことが本当にあって問題になって、汚

水管の中を清掃していただいたり、根を切ってい

ただいてやってきたわけですけども、全体には胃

カメラみたいなものですが、それは全部一応見て

いただいて、必要なとこだけは済んだよという。

このぐらいならというとこで、許容範囲というこ

とで今は置いてあると。次は、耐震とかそういう

ようなことに、昭和地区のものについてもなって

いく。順番として待とうという、そんなことです

よね。 

○下水道課長 

 私が聞いている範囲では、全部じゃないかもし

れないけど、大部分を、今言ったカメラを通して

確認して、その当時で対応しなきゃいけない部分

については、そういった対応させていただいて、

今は地震対策でやっている部分と、やれない部分

については、今後は長寿命だとか、管の更新とい

うそういう計画の中で対応していかなくてはいけ

ないのかなというふうに考えております。 

○中島委員 

 もう一つですが、公共下水、今回の予算がもし

通って進めば、これは何％の普及率を目指したも

のになっているのかですね。 

○下水道課長 

 今回の平成25年度予算を執行することで、その

普及率といいますと、そこに住んでおられる方の

人口によって、それを行政人口で割り込んだ部分

が普及率に加算されるという部分になりますので、

この今の平成25年度やろうとするエリアの、そこ

の方の人口の把握をしっかりしてございませんの

で、どれだけ伸びるかというのは、確実にはつか

んではございません。 

 平成24年度、今年度末で、平成23年度末が

54.9％でございました。この平成24年度の事業が

終了すると、今概算でつかんでいるのは56.6％と

いう数字をつかんでございます。ですので、

1.7％の増加があったと。昨年も同様に1.7％ぐら

いだったと思います。それで、工事の施工規模的

には同じぐらいかなというような、金額的にはで
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すね。ただ、そこに住んどられる人間によってか

なり差があるもんですから何とも言えないとこで

すが、1.5％から２％まで行かないと思いますけ

ど、２％ぐらいの間というふうには考えておりま

す。ただ、それはしっかりと数字をつかまないと、

正確なものは出てこないというところでございま

す。 

○中島委員 

 58％をちょっと超えたところぐらいには行くん

ではないかというファジーな話ですね。1.7％ず

つということですので、なかなかこれは進まない

というのが現状ですね。 

 公共下水の役割ということでこれが進んでいま

すけども、工事の中身でいうと、浸水対策の工事

もあわせてやってみえると。この予算書の中では

ちょっと見えない部分ですね。公共下水道の工事

というのについては、事業費が６億7,618万7,000

円と。もろもろ全部込みでこういうふうに書いて

あるわけですよね。これが全部進めば、今の話で

58％ぐらいにはなるのかなということですけど、

これは都市下水的な、浸水対策的なものも金額的

には入っていると。 

 公共下水道、これはどういうふうに、予算的に

いうと、どのぐらいの割合でこれは入っているん

ですか、それが。 

○下水道課長 

 平成25年度の浸水対策については、この汚水の

整備に比べてかなり下がるんですが、御林公園の

北東の角から東に向けて管を整備する予定をして

おります。あと、駅周の区画整理のエリア。堀切

公園、堀切１号か２号かというか、タコ公園、あ

の辺の雨水を取るために、ユニーの北口というか、

南陽通りへ出る、あの口へ向けて、タコ公園のほ

うから、そこを雨水管を整備するということで、

あわせておよそ4,800万円の事業を予定しており

ます。 

 そのほかについては、基本的には汚水の整備と

いうことで予定をしております。 

 以上です。 

○中島委員 

 そういう中身で、大変少ないですね。全体から

するとね。６億7,000万円に対して、4,800万円と

いうことで。 

 雨がどっと降ると、あふれて浸水してしまうと

いうようなことが、この市役所もかつてすごかっ

たんですけども。去年このあたり、そういう雨水

対策の公共下水をやっていただいて、あれで完了

したわけだけれども、ここの部分については。あ

れがあれば、この辺の浸水対策は50ミリぐらいな

ら大丈夫ということでしょうか。 

○下水道課長 

 今、公共下水道事業として整備を進めている中

身は、皆さん当然御存じの汚水の整備。それに加

え、雨水の浸水対策も同時に進めておるのが公共

下水道事業でございます。 

 ただ、公共下水道事業の中に浸水対策を入れて

いると言っても、知立市のかなりのエリアが、こ

の公共下水道事業をやる前に都市下水というか、

一般排水路としてかなりの部分を整備してござい

ます。それで、区画整理事業をしたところについ

ては、区画整理事業に伴って雨水管を整備をして

いると。 

 そんな中で、ここに昨年、一昨年と入れさせて

いただいたこの1,500ミリのヒューム管でもって、

ここから上流部分の雨水を取るという整備を進め

させていただいたもんですから、それが側溝等で

スムーズに取れれば、十分はけるという整備でご

ざいます。 

○中島委員 

 この予算の中で浸水対策、約5,000万円の中身

は、どういうところの整備ということになります

か。 

○下水道課長 

 先ほども言いましたように、今年度末で御林公

園の北東の角まで雨水管の整備をやることになっ

てございます。その続きで。 

 新池のほうへおよそ220メートル、ヒューム管

の1,000ミリを入れていくという予定をしており

ます。 

 それと、先ほど言いましたように、駅周の区画
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整理事業に伴って、ユニーの南陽通りの北側に

600掛ける600のボックスですね、それを100メー

トルやる予定をしております。それが4,800万円

の事業の予定でございます。 

○中島委員 

 この地図の中に、２－13という丸とですね。こ

のあたり、それから１－27というところで載って

いる黒い線がそうだということですね。新池のあ

たりも、いろいろ側溝問題がたくさん今までも問

題になっていて、多少こういうので改善されるの

かなと期待はしますけどね。 

 やっぱり、公共下水も必要、それから浸水対策

等も必要ということは、市民からは公共下水は目

に見えないということもあるわけですが、今はな

いところについても、合併浄化槽が必ず入るとか、

いろんな形で下水の代替措置がいろんなところで

新築の部分には全部とられているという中でいう

と、何かあったら大変というのは、結構浸水対策

ということにも、災害対策ということにもなって

くるので、公共下水としてのその大きな浸水対策

もあるし、今のような対策もあるしということで、

やはり浸水対策も結構重要な役割があるんではな

いかなということを私は感じております。 

 58％公共下水道普及率が、全県的にいうと、非

常にまだ低いし、近隣でも、もう70％、80％行っ

ちゃっているというところに比べると、大変低い

ということではありますが、それのバランスがこ

れからの進め方というのは見きわめなきゃいけな

いとは思うんですけども、市のほうがその辺の予

算をばっちりとつけていけるかどうかということ

で、これもなかなか厳しいなと。 

 本会議の中では、大型の連立事業がある、それ

から公共施設の保全事業がある、こういう大きな

ものを抱えながら、市民の予算だよということで

議論が高橋議員からもいろいろ出ておりました。

もう一つ加えて言うならば、公共下水の大きな計

画というものもこれに入ってくるような大きな比

重を占めるなということを考えておりますけどね。 

 そういうことで、全体の運営ということになり

ますけども、公共下水についても、安定的な推進

という、これをキープを必ずしてもらいたいなと

思いますので、副市長、その点について大きい話。

あんまり無駄なところの八橋のほうの線は、余り

早くやらんでもいいんじゃないかなとまた言って

しまいますけど、本当に重要なところについて、

切実なところについて優先的にやってもらいたい

という立場からちょっと言わせていただきますが、

どうでしょう。 

○清水副市長 

 確かに、公共下水道も、まだまだ全体からいえ

ば普及率がまだまだということがありますので、

そういった意味での推進も図らせていただかなく

てはいけない。 

 そういった公共施設の保全ということでいいま

すと、今の昭和地区のそういう下水の問題もそう

ですし、今進めさせていただいている下水も、こ

れが経年で、全部が整わないうちに、また当初の

ものが保全が必要だというのは、非常にいたちご

っこ的なところもあるわけです。そういった意味

では、非常にいつまでたってもそういった投資と

いいますか、そういう経費というものは必要だと

いうことは思っております。 

 そういったことでは、下水もそうですし、道路

もそうですし、いわゆる箱モノと言われるそうい

った公共施設も含めてしっかり対応するという意

味での全体的なことも今後は視野に入れながら対

応しなくちゃいけないということで、大変厳しい

わけですけども、これが私たちの与えられたこと

だというふうに考えておりますので、計画的なそ

ういうものをお示ししながら進めてまいりたいと

思います。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 
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 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第34号について、挙手により採決します。 

 議案第34号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第34号 平成

25年度知立市公共下水道事業特別会計予算の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第38号 平成25年度知立市水道事業

会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 水道事業のこういう基本計画マスタープランの

策定委託業務という、こういう資料をいただきま

した。 

 一番関心があるところは、やっぱり浄水場をど

うするんだということがいつも出ているわけです。

私も感じているわけで。新しいものをつくったけ

れども、知立市の地下水を活用するという意味の

浄水場、これについても相当ここの中で検討され

ておりますよね。検討されている。結論は出す形

ではありませんが、検討をされていると。 

 この点について、この範囲内でまとめの内容に

ついて御報告をいただきたいと思います。 

○水道課長 

 知立市の水道ビジョンに基づきまして、施設の

更新計画を策定をさせていただきました。 

 その中で、知立浄水場については、地震の場合

に機能停止ということを予想される被害がありま

す。その中で知立浄水場をどうしていくかという

方向を、存廃についてまだ決定ができないという

ことがありまして、知立浄水場を今後どうしてい

くかということを課内のほうで検討会議を開きま

して、その中で、この中の報告書にもありますと

おり、浄水場の新しくつくっていくということに

なりますと、30億円ほどの費用を必要とするとい

うことで、その費用を捻出するということは、今

の知立市の水道事業としてはなかなか難しいと。 

 また、知立配水場という施設がございまして、

これも昭和45年に竣工しておりまして、もう約40

年を経過をしております。どちらを優先して更新

していくかということを議論をいたしまして、ま

ずは知立市の給水区域の８割を占めております八

橋配水場を更新をしていくという方向をちょうど

つけました。それに基づきまして、八橋配水場を

更新していくに当たっては、西町の２期の工事が

必要ということになりますので、バックアップと

しての２期の工事が必要となるということで、ま

ずは西町の配水場の２期工事を先行して施工して

いきたいということに基づきまして財政計画をつ

くらせていただきました。お手元にあります計画

をつくらせていただきました。 

 その中で、西町の２期を作成し、八橋配水場を

更新していくということの中の流れでいきますと、

平成29年以降、単年度で赤字ということの計画と

なっております。これについては、今後コスト縮

減をしていきながら、皆さんの水道料金に反映し

ないような計画としていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 配水場そのものを更新事業すると、30億円もか

かっちゃうよということを含めて、でも廃止とい

うことではなく、この財政計画、廃止ではなく、

こういうふうにして修理しながらやっていくとど

うなるかというようなことで一覧表で載っている

わけですね。 

 八橋の配水場も、更新修繕とかいろいろあると

いう中で、それを前提にすると、西町配水場の第

２期目をつくらなきゃいけないということになっ

ているわけですね。これ平成25年が２億8,918万

1,000円。これ財政計画の中で、西町の配水場に、

これ完成するまでにこれが要るということですよ

ね。 
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 ここと、それから平成27年に３億5,500万円と、

こういうふうに大型のお金が投入される計画です

けれども、平成25年と平成27年の関係、平成25年

の、これは中身的にはどういうことですか。 

○水道課長 

 平成25年は、今、西町の１期を築造しておりま

して、平成24年、平成25年の２年、継続工事で、

ポンプ設備、それから電気計装設備の工事を行っ

ております。それの平成25年度の費用となります。 

○中島委員 

 平成27年には２期目ということで、第１期より

も、いろんな意味では、もう接続とかなんとかの

もとまでのものはできているので、本体をポンと

つくればいいという感じで。でも３億5,000万円

と、３億5,500万円、第２期の工事では必要だと、

こういうことですね、これは。その前の1,500万

円は、その設計費とかそういうことで載せていら

っしゃるんでしょうね。 

 設計費ということで、こういう進め方で西町の

配水場についてはやっていくということは内定は

もうしていると、こういうことですか。 

○水道課長 

 私どもの課内の会議の中で、八橋配水場を更新

していくに当たっては、ポンプを更新していくと

いうことになりますと、片肺ずつ、要は一域ずつ

の更新となりますので、どうしても八橋配水場の

バックアップとしての西町の２期がどうしても必

要だということの結論でしたので、先行して西町

の２期の配水池の築造を先行してやっていきたい

という結論です。 

○中島委員 

 今年度については、知立市の浄水場、１億

1,600万円余投入と。八橋の配水場は1,800万円余

を投入と。この中身についても御説明ください。

今年度の予算。 

○水道課長 

 浄水場の工事でありますが、まず水源でありま

す第10水源の深井戸の更新工事を計画しておりま

す。 

 それから、老朽施設更新事業といたしまして、

現在、知立浄水場の中にあります浄水場の管理の

電気計装関係と、八橋配水場の遠隔操作の電気計

装関係があるんですが、それの更新を予定をして

おります。それと、フロキュレーター更新としま

して上げております。 

 それから、あと八橋の配水場の外壁の改修工事

を計上させていただいております。 

○中島委員 

 そういうことで、少しずつの更新の中身がこの

金額になっているということであります。 

 八橋の配水場については、３億円を超すのは平

成28年度に出てきますね。ここで大型の更新事業

を行うと。３億2,000万円、２億9,000万円、２億

9,000万円と、３カ年にわたってこういう計画で

は出ております。 

 この中であんまりはっきりしないのは、やっぱ

り知立浄水場については、大型の投入をするとい

うところには全く出ていないと。平成25年度の１

億1,000万円が最高で、あとはちょんちょんと行

って、ゼロ、ゼロ、ゼロと行って、これ8,000万

円ですよね、8,000万円、8,000万円、8,000万円。

これはとても大きな改修工事しようというふうな

予算には全くなっていないと。 

 事実上、もうこれは、八橋については終えんを

待つという、こういう予算というか、事業計画に

なっていると。終えんを待つのみという、こうい

うふうですか。 

○水道課長 

 終えんではなくて、現在、知立浄水場に関して

は、現状では県水よりも安価な水を供給できてお

りますので、今後も小規模な更新工事を行いなが

ら延命は続けていきたいというふうに考えており

ます。 

○中島委員 

 だけれども、大きな改修工事の費用を投じよう

という計画には全くなっていませんよね、これ。 

 何か地震が起きたときには、施設機能停止とい

う、赤い文字で書かれておりますよね。停止しち

ゃうと。 

 何も手を打たなければ、これはだめになるとい
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うだけじゃないですか。何もしないということで

すかね、もう。大きな工事を。 

○水道課長 

 今、このまず予測の中で、大規模地震が起きれ

ば機能停止するという予測となっております。 

 浄水場に関しては、もう50年を経過しておりま

して、施設の法的耐用年数が60年ということがあ

りますので、あと10年という中で、この浄水場を

30億円をかけて更新していくということが必要か

どうかという判断がありまして、その中で、浄水

場は今のままで小規模な改修をして延命を続け、

市内の８割を受け持つ八橋配水場にそういう機能

の更新をしていくという、そういうシフトをして

いくということになっております。 

○中島委員 

 終えんを待つという、そんな感じがいたします

ね。だって、地震が来たら、もう壊れるわけでし

ょう。地震が来たら、もう壊れてしまうと。機能

停止するという。こういうもう計画書では、廃止

とは言っていないけども、実質的なこの財政計画

見ると、そういうことかなという感じはするんで

すね。 

 安価だし、災害時にもやはり水を確保するとい

う大きな可能性を秘めている井戸でありますので

ね。そういった点では、重要だというなら、重要

だというような計画にならなければならないわけ

ですよ。だけど、全くそういう計画にはなってい

ないと。 

 上下水道部長、どうでしょう。 

○上下水道部長 

 今回お示しした計画では、結論として、浄水場

の存廃については保留というような形になってお

ります。 

 これにつきましては、浄水場、先ほども水道課

長が申しましたように、50年たっております。構

造物については、60年、機械・設備については、

それ以下の更新というんですかね、それぞれの更

新をしてきておるわけですけども、施設の改修等

をしてきておるわけですけども、本格的な更新を

する場合に、一旦機能をとめないといけないとい

うことがあります。浄水施設、耐震改修するにし

ても、池を耐震改修するにしても、その機能を全

て停止してからでないと、そういう大規模な改修

ができないというような状況もございまして、ま

だまだ新たな更新をするのか、移設をするのか、

廃止をするのか、そういうようなこともあります

ので、今回こういうような形でお示ししたという

ことでございます。 

 今後、先ほども水道課長が申しましたように、

安価で低廉なものを、水を供給しておりますので、

この中では平成35年までということになっており

ますけども、その前に浄水場を改築する、しない、

どちらにしましても、八橋の、現在は、今ですと

約２割少しですかね、浄水場は。八橋の配水場が

８割近く水を賄っておりますので。中での検討で、

八橋を先にしたほうがいいのではないかという結

論というんですかね、中での結果ではそういう形

になっておりますので、今回はそういう形で。 

 浄水場は、その先に存廃をもう一度検討、少し

ずつ検討させていただきたいなというふうで、今

回お示ししました。 

 以上です。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後７時55分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後８時04分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 今そういった浄水場を含めた見通しということ

で計画が出ているもんですから、確認をさせてい

ただいたわけですけれどもね。30億円もかかるよ

という、浄水場の全く壊して新しいのをつくると

いうような、そんなことになると30億円だという

ふうに数字を示されると、じゃあもうやっていけ

ないじゃないのという、それ結論みたいに思えて

しまうんですけども。安全パイとしての井戸水と

いう。これについては、これはトップ判断をして

いくしかないな。どういう方向でいくのかという
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ことについては、計算だけはすごく細かくしてい

ただいてやっていただいたもんですからね。 

 ですから、これについての今後の取り組み、ち

ょうど平成35年までの計画になっておりまして、

連立事業が終わると。借金を返すの、まだ続いと

るだろうなと思うけど。今度、区画整理がまだあ

れかな。 

 そういうことで、浄水場対策も、その後なら何

とかなるのかなという感じもしないでもないです

けども、どんなふうにちょっと考えておみえにな

るのか、御所見を伺いたいなと。市長。 

○林市長 

 今の水道の計画でありますけれども、今、上下

水道部長とか水道課長申し上げましたように、浄

水場か配水場かという話の中で、いざというとき

に、大きな地震が来たときにどうするんだという

話を、優先を、そういうことを考えますと、あと

お金のことも考えますと、やはり配水場が主体に

なっていくのかなということで、西町配水場の２

期工事を進めていく。そうしたことのまず計画。 

 浄水場は、じゃあどうするのという話の中で、

浄水場も閉じちゃうよという、まだそういう積極

的な考えはないわけでありまして、やはり浄水場

のいいとこというのは非常にたくさんあるわけで

ございます。 

 この浄水場について、やはり考えるときには財

源ということで、地方債はどれだけつけていける

のかとか、そのあたりも腰を据えて考えないかん

なということもあります。 

 一方で、先ほどの下水のとこでも出たんですけ

れども、地震が起きたときに、水道管が破裂しち

ゃいかんわけですから、そうした布設がえも着実

に進めております。また、そのほかにも水道管の、

例えば病院の近くにかたい管を入れるとか、そう

いうこともやっとるわけでありまして。 

 そうしたこともまず優先しないかんなどなど考

えますと、この浄水場を30億円かけて、さあつく

り直しましょうということまではまだ手が回らな

いという状況でありまして。ですけれども、いざ

というときには、こんなこと言っておれないです

から、配水場はしっかりやらないかんなという、

そういう今、考え方であります。 

○中島委員 

 とりあえずは西町の配水場の２期工事という計

画になっておりまして、このバックアップ機能を

確保しながら、八橋の配水場も直そうという、こ

ういう計画で、例えば、これ井戸水のもう一番利

便性ということを全く度外視して、配水場とこの

２期の西町の配水場、これ、八橋と西町の全体で

３期の配水場ということで、全部水としては十分

賄えるんだというふうにお考えになっているんで

すか。 

○水道課長 

 今、浄水場と八橋配水場、それから西町配水場

で、水に関しては賄えるという状況でございます。 

○中島委員 

 そうなっていきますと、要らんじゃないのとい

う話がもう暗にあるようでちょっと心配なんです

ね。 

 西町の第２期工事というものも、これは１期、

２期とあわせて、災害のためのフォローできる量

の確保なんだと。２期あわせて絶対必要なものと

なるということですよね。24時間でしたかね。12

時間か。キープしなきゃならないというね、水を。 

 これは、２期ないとこれはだめという内容でし

たか。１期でも大丈夫ですか。 

○水道課長 

 指針のほうで言われております12時間対応とい

うことでいいますと、西町配水場の１期の3,000

トンの貯水があれば、12時間は対応できるという

ことなんですが、ほかの事業体においては、12時

間ではなくて24時間という、そういう対応も進ん

できとる状況もありますので、それを含めますと、

知立浄水場、八橋配水場、西町配水場の中での運

用でも12時間以上を水を賄っていけるということ

でございます。 

○中島委員 

 １期でも大丈夫だという内容ではあるんだけど

ということですが、２期をつくって、代替機能を

含めながら新設だとか改築をやるということです
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ので、余分だとは言いませんけれども、それだけ

で十分だというふうになって、後に追いやられる

浄水場がちょっと心配だということを私は言って

おきたいと思います。 

 一般会計の繰り入れという出資金ですね。配水

場なり、それから西町と八橋の配水場、こういっ

た工事についての一定割合を繰り入れをするとい

うルールを前、表明していただいておりますけど

も、今回の工事に対して、これがキープされてい

ないんじゃないですか。 

○上下水道部長 

 今回の西町配水場の２期の分については一応考

えておりますが、あと重要給水管というんですか

ね、管路の耐震化についても一応考慮はしており

ますが、八橋配水場の改修につきましては、まだ

現在、財政当局との話し合いは済んでおりません。 

○中島委員 

 2,100万円の西町の配水場の工事に対する出資

金が計上されているということです。西町そのも

のについては２億8,900万円ですし、これに対し

てもちょっと不足しているし、それから、ほかの

ものを含めますと、建築関係では９億1,475万

1,000円という事業費、一部ちょっと除くものも

あるかもしれませんけれども、９億円ぐらい工事

費ですよね。市からの出資金は2,100万円という

ことであります。 

 現在の企画部長が担当していらっしゃったとき

から、この出資ということについての割合を表明

していらっしゃいましたけども、現在は、その割

合についてはどういう確認になっていますか。 

○水道課長 

 現在の築造しております西町配水場の工事に関

しては、事業費の１割ということで繰り入れをお

願いをしております。 

○中島委員 

 西町のあれで、もう１割は満たないという内容

ですよね。この計画の数字からいいますとね。 

 将来的に必要になってくるということも含めて、

平準的に繰り入れがあって、それがたまって、最

後、大きな工事も受けられるような会計状況とい

うものをつくっていくべきじゃないかなというふ

うに思うんですよ。 

 現在は、収支の関係、資金の残高ということで

資料もありますけども、これは平成20年で15億円

だったかな、平成20年度で15億円の利益になって

いるんですね。平成24年度も15億円ですね。平成

25年度はちょっとたくさん使うよということで、

13億円。それ順番に、11億円、10億円、９億円、

８億7,000万円というふうでずっと行って、平成

35年の残高は、でも９億5,800万円と、こういう

流れになっていて、利益を一応見込んでこういう

運転はされていくという中身になっているんです

けども、途中で、単年度では赤字になったりいろ

いろするということで、やはり長期的な一定の出

資金というものは、やはり水道に対してもやって

いっていただきたいなと、そんなふうに思うんで

すね。大きな事業をドンと来るということを前提

で言うならば、そういった対策をやはりとってい

ってもらいたい。 

 今、利益があるからもう出資しないよというん

じゃなくて、次期30億円という浄水場がやれるだ

けの力をつけるための出資はルールに基づいてや

っていただきたいと、こんなふうに思いますけど

も、副市長、どうですか。財政的なことからの支

援なんですけどね。 

○清水副市長 

 現在の西町の配水場については、災害対策とい

うような側面もあるというようなことから、事業

費の10％だったか、私、直接工事費の10％かなと

いうふうにちょっと思っていましたけども。いず

れにしても、そのことは取り決めがしてございま

すので、それは毎年度の予算の中できちっとそれ

は計上させていただく、出資をさせていただくと

いうことでございます。 

 それから、今最後におっしゃった、浄水場、そ

ういうことの中で30億円を賄うようなというよう

なお話ありましたけども、現時点で西町の第２期

が終わって、八橋の本格的な改修といいますか、

震災対策がきちっとしてくれば、これはこれで十

分市内の水が賄えるというふうに理解をしており
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ますので。 

 しかし、先ほど来出ていますように、今の浄水

場も非常に安価に皆さんに提供できているという、

そういう現状もございますので、直ちにその結論

を出すということではございませんので、それは

少し時間をいただく中で、他のそういった耐震事

業の進行の中で検討するべきだろうというふうに

判断しております。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第38号について、挙手により採決します。 

 議案第38号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第38号 平成

25年度知立市水道事業会計予算の件は、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第39号 平成24年度知立市一般会計

補正予算（第６号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第39号について、挙手により採決します。 

 議案第39号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第39号 平成

24年度知立市一般会計補正予算（第６号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は全

て終了いたしました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正副委員長に御一任いただきたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

 以上で、建設水道委員会を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

午後８時19分閉会 

――――――――――――――――――― 
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ここに経過を記載して、その相違ないことを証す

るために ここに署名する。 
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